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平成21年９月28日（月曜日）

午前10時01分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第５号 平成21年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）補正予算（第２号）

○議案第７号 警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○議案第８号 教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第14号 宮崎県高等学校等生徒修学支援

基金条例

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて(別紙１）

○その他報告事項

・銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法

律(許可要件の厳格化)の概要について

・振り込め詐欺撲滅のための抑止対策について

・教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価について

・都城農業高校が出荷した生乳からの検査段階

における抗生物質被検出案件について

・「大麻等薬物」に関するアンケート調査結果

について

・平成21年度全国高等学校総合体育大会及び全

国中学校体育大会の結果について

・「スポレクみやざき2009」について

・第33回全国高等学校総合文化祭三重大会の結

果について

・工業用水道施設配水管の漏水について

出席委員（８人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 松 田 勝 則

委 員 中 村 幸 一

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 満 行 潤 一

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

警 務 部 長 根 本 純 史

椎 葉 今朝邦
警務部参事官兼
首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 横 山 登

刑 事 部 長 松 尾 清 治

交 通 部 長 中 原 雅 男

警 備 部 長 柄 本 重 敏

日 髙 昭 二
警務部参事官兼
会 計 課 長

上久保 岩 男
警務部参事官兼
警 務 課 長

石 川 義 英
生活安全部参事官兼
生活安全企画課長

原 則 人
刑事部参事官兼
生活安全部参事官

総 務 課 長 湯 地 幸 一

交 通 規 制 課 長 桑 畑 孝 德

教育委員会

教 育 長 渡 辺 義 人

米 原 隆 夫
教 育 次 長
（ 総 括 ）
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黒 木 正 彦
教 育 次 長
（教育政策担当）

二 見 俊 一
教 育 次 長
（教育振興担当）

総 務 課 長 金 丸 政 保

政 策 企 画 監 吉 村 久美子

財 務 福 利 課 長 井 上 貴

学 校 政 策 課 長 児 玉 淳 郎

学 校 支 援 監 山 本 真 司

稲 元 雅 彦
全国高等学校総合
文化祭推進室長

特別支援教育室長 瀬 川 健 治

教 職 員 課 長 阿 南 信 夫

生 涯 学 習 課 長 興 梠 正 明

スポーツ振興課長 川 崎 重 雄

川井田 和 人
全国スポーツ・レクリ
エーション祭推進室長

文 化 財 課 長 清 野 勉

人権同和教育室長 厨 子 透

企業局

企 業 局 長 日 髙 幸 平

弓 削 孝 幸
副 局 長
（ 総 括 ）

岡 田 義 美
副 局 長
（ 技 術 ）

総 務 課 長 橋 口 貴 至

経 営 企 画 監 新 穂 伸 一

工 務 課 長 相 葉 利 晴

電 気 課 長 本 田 博

施 設 管 理 課 長 白ヶ澤 宗 一

総 合 制 御 課 長 山 下 雄 一

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

ただいまから文教警察企業常任○横田委員長

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○横田委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

警察本部においでいただきました。御苦労さ

までございます。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、本部長並びに関係部長の説明をお願

いいたします。

７月17日付で警察本部長を○鶴見警察本部長

命ぜられました鶴見でございます。どうかよろ

しくお願い申し上げます。

横田委員長を初め委員の皆様方には、平素か

ら警察業務全般にわたりまして、深い御理解、

御支援を賜っておりますことをこの場をおかり

しまして、まずもって厚くお礼を申し上げま

す。

委員会の冒頭でございますけれども、おわび

を申し上げなければならない事態が発生いたし

ましたこと、まことに申しわけない限りでござ

いますけれども、去る９月18日の深夜、当県警

察官が、わいせつ行為を行いまして逮捕される

という事案が発生いたしました。警察官として

あるまじき行為であり、まことに申しわけない

限りでございます。被害者の方はもとより、委

員の皆様方、県民の皆様方に対して深くおわび

を申し上げる次第でございます。
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この上は、当該警察官の行為につきまして、

捜査の結果を踏まえまして、厳正に対処してま

いりますとともに、他の職員に対しましても身

上指導、並びに倫理教養の徹底をいたしまし

て、再発の防止に努めますとともに、職員一丸

となりまして職務に精励をいたしまして、県民

の皆様方の信頼回復に努めてまいる所存でござ

います。どうかよろしくお願い申し上げます。

さて、本日御審議いただきます公安委員会関

係の議案につきましては、予算議案では、「平

成21年度宮崎県一般会計補正予算」を、条例議

案につきましては、「警察関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」を、また報

告といたしまして、「損害賠償額を定めたこと

について」、さらにその他の報告といたしまし

て、「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す

る法律の概要について」、及び「振り込め詐欺

撲滅のための抑止対策について」の５件の案件

につきまして、それぞれ担当部長から説明・報

告させますので、よろしくお願い申し上げま

す。

それでは、私のほかに執行部職員に変更がご

ざいましたので紹介させていただきます。お手

元にお配りしております資料１をごらんくださ

い。番号２の警務部長が７月３日付の人事異動

により変更となっております。警務部長の根本

警視正でございます。

なお、本日は、運転免許課長が体調不良のた

め欠席しております。

以上でございます。

それでは、私のほうから平○根本警務部長

成21年９月定例県議会提出の議案第１号「平

成21年度宮崎県一般会計補正予算（第４号）」

の公安委員会関係につきまして御説明をさせて

いただきます。

まず、お手元の平成21年９月定例県議会提出

議案の４ページをごらんいただきたいと思いま

す。今回の警察本部の補正予算は、本年６月に

引き続きまして、国が平成21年度一次補正で経

済危機対策として行いました地域活性化・経済

危機対策臨時交付金に資する事業を実施するも

のでございます。内容としましては、警察車両

の更新整備費、警察施設の改修費、交通安全施

設整備費等でありまして、総額１億2,6 2 0

万5,000円の措置をお願いするものでございま

す。今回の補正予算によりまして、補正後の警

察費は、297億4,803万9,000円となります。な

お、この予算額につきましては、恩給及び退職

年金費を含んだ額でございます。

それでは、その予算の内容について御説明い

たします。平成21年度９月補正歳出予算説明資

料の249ページをお開きいただきたいと思いま

す。最初に、（款）警察費（項）警察管理費

（目）警察本部費（事項）運営費、補正額572

万2,000円でございます。これは、説明欄に記載

してございます１地上デジタル化対応事業572

万2,000円でございまして、今般、経済危機対策

として県が全庁的に整備することに伴いまし

て、警察本部におきましても、県民の利用に広

く供しているテレビや、執務室に設置している

テレビ合わせて77台の更新整備を行うものでご

ざいます。今回の整備によりまして、県民の利

便性の向上を図るとともに、必要な情報取得に

よる円滑な業務運営と経済の活性化に寄与した

いと考えております。

次に、（目）装備費（事項）装備費、補正

額886万5,000円でございます。これは、警察車

両の更新整備と新型インフルエンザに対応する

装備品の整備を行うものでございます。まず、

説明欄の１警察車両の計画的更新整備事業214
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万2,000円について御説明いたします。警察車両

につきましては、本年の６月補正におきまして

も、本年の12月末までに車検期限が到来する車

両４台の更新整備を行っているところでござい

ますけれども、今回の補正でさらに、来年の３

月末までに車検期限の到来する車両２台を前倒

しして整備することとしております。警察車両

を計画的に更新し、安全な運行の確保と維持費

の軽減を図るとともに、地球温暖化対策の一環

としまして低燃費車、低公害車に更新すること

で、二酸化炭素の排出を削減し、地球に優しい

低炭素社会の実現に寄与したいと考えておりま

す。

次に、説明欄の２でございますが、新型イン

フルエンザに対する警察活動基盤整備事業672

万3,000円について御説明いたします。これは既

に国内で発生しております新型インフルエンザ

の蔓延状況にかんがみまして、これから冬場に

かけて新型インフルエンザが大流行した際の対

策としまして、流行地区で初動措置を行う警察

官用の感染症防護キットやマスク等を緊急整備

するものでございます。事件・事故の捜査を行

う捜査員や交番等の警察官は、新型インフルエ

ンザが流行している地域におきましても、事

件・事故等あらゆる警察事象に迅速かつ的確に

対応する必要がございますが、同地区で活動す

る警察官が感染したり、警察官を介して流行地

区以外で第三者に感染させるといった事態が

あってはなりません。今回の緊急整備によっ

て、警察官が二次感染源となることを防止し、

流行地区でも通常の警察活動を行うことで、地

域の安全と安心を確保していきたいと考えてい

るところでございます。

次に、（目）警察施設費（事項）警察施設

費、補正額3,033万円でございます。内容は、説

明欄の１その他警察施設営繕費（１）科学捜査

研究室改修等事業3,033万円でございまして、国

が全国一斉にＤＮＡ型鑑定機器を増強配分する

ことに伴いまして、その機器を受け入れるため

に警察本部内にある科学捜査研究室を改修する

とともに、実験台等の備品を整備するものでご

ざいます。ＤＮＡ型鑑定技術につきましては、

飛躍的に進歩しており、近年、犯罪の立証や公

判維持におけるＤＮＡ型鑑定の必要性が増大し

ておりまして、それに伴って鑑定件数も全国的

に急激に増加している現状にございます。その

ため、警察庁に対して鑑定機器の増強を要求し

ていたところでございますが、今回の補正予算

におきまして、国からＤＮＡ型鑑定機器が整備

されることとなったものでございます。今回の

増強によりまして、鑑定作業の効率化が図ら

れ、早期の事件解決や犯罪の立証、公判維持に

寄与できるものと考えているところでございま

す。

最後に、（項）警察活動費（目）警察活動費

（事項）交通安全施設整備事業費、補正額8,128

万8,000円でございます。内容は説明欄に記載し

ております１信号機新設、道路標識及び道路標

示等整備費8,128万8,000円でございまして、こ

れは,西日や朝日の影響によりまして、点灯して

いない信号灯器が、あたかも点灯しているかの

ように見える疑似点灯現象によりまして、交通

事故の発生が懸念される43カ所をＬＥＤ式の信

号灯器に更新整備するものでございます。

このＬＥＤ式信号灯器でございますが、疑似

点灯が起こらず、視認性も極めて良好でござい

ます。また、消費電力につきましても、電球式

の信号灯器の４から５分の1であるため、電気料

金の低減が可能であるほか、電力使用による二

酸化炭素の発生を抑止できるため、環境への負
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荷を減らすことにもつながります。今回の更新

によりまして、視認性の向上による交通事故防

止と消費電力の節約、二酸化炭素排出量の削減

による環境への配慮に貢献したいと考えており

ます。議案第１号につきましては、以上でござ

います。

続きまして、議案第７号の「警察関係使用料

及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」に

ついて、御説明いたします。改正の内容につき

ましては、お手元に配付してございます資料２

に基づいて説明をさせていただきます。なお、

議案書はお手元の平成21年９月定例県議会提出

議案の21ページに関連の内容を記載しておりま

すので、あわせてごらんいただきたいと思いま

す。

改正の理由につきましては、新規に手数料が

追加されたものとしまして、75歳以上の者が銃

砲刀剣類の所持許可を受ける場合または猟銃等

の所持許可を更新する場合に、認知機能検査を

受けること、また、猟銃の所持許可または更新

を受ける場合に、猟銃の捜査及び射撃技能に関

する講習の受講が必要となること、さらに

は、14歳以上18歳未満の者が射撃指導を受ける

ための年少射撃資格認定講習及び年少射撃資格

認定が必要となるためでございます。

また、手数料の見直しが行われるものとしま

しては、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化

が図られまして、審査項目が追加されますこと

から、銃砲刀剣類所持許可や更新等の手数料に

ついても、それぞれ条例の一部改正をする必要

が生じたものでございます。

改正の具体的な内容につきましては、資料２

の別表にございますように、まず、新たに設け

られる手数料は、認知機能検査手数料、猟銃の

操作及び射撃技能に関する講習手数料、年少射

撃資格認定申請手数料、年少射撃資格認定証書

換え手数料、年少射撃資格認定書再交付手数

料、年少射撃資格講習手数料の６つでございま

して、また、見直しを行う手数料につきまして

は、銃砲又は刀剣類所持許可申請手数料、猟銃

技能検定手数料、猟銃又は空気銃所持許可更新

申請手数料、射撃教習資格認定申請手数料、射

撃練習資格認定申請手数料の５つでございまし

て、改正となる金額は、それぞれ資料に記載し

てあるとおりでございます。

これらにつきましては、銃砲刀剣類所持等取

締法の関係手数料を定めた地方公共団体の手数

料の標準に関する政令の一部を改正する政令

が、本年の８月28日付で公布されておりまし

て、当該手数料が新設または変更されたもので

ございます。

この法改正に伴う条例の施行日につきまして

は、本条例案において、条例公布の日から起算

して２月を超えない範囲内において規則で定め

る日としておりますことから、本年の12月４日

を予定しているところでございます。

続きまして、「損害賠償額を定めたこと」に

ついて、御説明させていただきます。これは、

お手元の資料の平成21年９月定例県議会提出報

告書の３ページの上から３番目の事案でござい

ます。

これは、宮崎市内において出張捜査中であり

ました日南警察署の警察官が、公用車を運転し

まして駐車場から発進・左折する際に、左側後

方の安全確認が不十分であったために、左側に

駐車していた普通乗用車に接触した物損事故で

ございます。相手方の車両の修理費用としまし

て、18万880円を損害賠償金として県費で支払っ

たものでございます。

私からの説明は以上でございます。
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それでは、「銃砲刀剣類○横山生活安全部長

所持等取締法の一部を改正する法律」（許可要

件の厳格化）の概要について、お手元の資料３

により御説明させていただきます。

まず、１番目の改正の背景等であります。若

干補足的な話になりますけれども、我が国で

は、銃砲刀剣類の所持について、歴史的に厳し

い規制が行われてきましたけれども、そのこと

が今日の良好な治安を維持してきた要因の一つ

でございます。とりわけ、銃砲につきまして

は、本来、動物の捕獲あるいは人を殺傷する道

具として製造開発され、極めて危険な物であり

ますことから、昭和33年に制定されました「銃

砲刀剣類所持等取締法」いわゆる銃刀法でござ

いますけれども、この法律で猟銃等の所持が一

般的に禁止され、例外的に、社会的有用性があ

る場合に限って、公安委員会の許可を受け、所

持が認められるということとされております。

さて、今回の銃刀法の一部改正は、昭和55年

以来、およそ30年ぶりの抜本的な見直しでござ

いますけれども、その背景は、平成19年12月に

長崎県佐世保市で発生した公安委員会許可に係

る散弾銃使用の殺傷事件のほか、全国で銃砲所

持者による凶悪事件、あるいは規制対象にない

刃物使用の凶悪犯罪が発生したことによるもの

でございます。

主な改正としては、所持の禁止の対象となる

剣の範囲の拡大、これはダガーナイフの規制の

ことでありますけれども、15センチ未満の剣、

これが規制の対象になるということでありま

す。２つ目が銃砲刀剣類の所持許可要件を厳格

化、３つ目が実包等の弾の所持に関する規制の

強化、これは所持状況を記録化するということ

であります。４つ目が銃砲刀剣類の所持者に対

する監督の強化、これは公務所、医師等に対す

る紹介規定を法的に整備したということであり

ますけれども、もう一つが猟銃安全指導員制度

というものが新設されまして、猟銃所持者の中

でリーダー的立場の方による安全意識・技術の

向上を推進する制度であります。

それでは、このうち、銃砲刀剣類の所持許可

要件の厳格化について、資料の２番の改正の概

要により御説明いたします。まず、１点目が銃

砲刀剣類の所持許可に係る欠格事由の追加であ

ります。現行の欠格事由といいますのは、昭

和55年に一部改正が行われたものでありまし

て、一定の凶悪な罪を犯し、罰金以上の刑に処

せられた者、一定の精神障害あるいはアルコー

ル中毒にある者、そして暴力団関係者などが欠

格事由の対象とされておりました。しかし、ス

トーカー行為や配偶者暴力に絡む凶悪事件の発

生など、近年犯罪情勢や新しい法律の制定など

を踏まえまして、これらのものの銃砲所持につ

いて、現行のままでは十分ではないことから、

ストーカー行為や配偶者暴力を行った者のほ

か、破産者、禁固以上の刑に処せられた者、自

殺のおそれのある者などが新たに欠格事由とし

て追加されたものであります。

２点目ですけれども、高齢者に対する認知機

能検査の導入であります。これは、猟銃及び空

気銃の所持者の高齢化により、加齢に伴う認知

機能の低下によるものと思われる違反や事故な

どが発生しておりますことから、平成19年の道

路交通法の一部改正と同様に、75歳以上の方が

更新または新たに許可を受けようとするときに

おける認知機能の検査が義務化されたというも

のであります。

３点目が、銃砲所持許可に係る申請書への専

門医の診断書添付の義務化であります。これま

で銃砲の所持許可や更新の際に提出される医師
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の診断書と申しますのは、実態として、精神科

等以外の医師によるものがほとんどでございま

した。心身の状態をより的確に診断されること

が好ましいということから、銃砲刀剣類の所持

許可またはその更新を受けようとされる方は、

申請に際し、精神科医などの専門医の作成した

診断書を添付することとされたものです。

４点目が、射撃技能に関する講習の受講義務

の新設であります。これまでに発生した事故の

中で装弾の脱包確認、弾が入っているか否かの

確認、あるいは矢先の安全確認、射撃する方向

の安全確認のことでありますけれども、その確

認等の基本的な操作や、射撃技能が低下したこ

とによるものと考えられる事故がその大半を占

めておりますことから、猟銃の所持許可の更新

を受けようとされる方については、あらかじ

め、射撃技能に関する講習を受け、その課程を

終了しなければならないこととされました。

最後に、５点目でありますけれども、年少者

の空気銃の所持の制限であります。これまで14

歳から18歳未満の年少者が射撃競技目的で空気

銃を所持、保管することについては、猟銃など

と同様であり、これに加えて、競技団体の推薦

書を添付することで所持が許可されてまいりま

した。しかしながら、年少者は、一般的に心身

が未熟で、成人に比べて危険物を適切に保管管

理する能力が劣っておるということから、射撃

競技空気銃の所持及び保管を直接行うことはで

きず、そのかわりに当該年少者の指導に当たる

射撃指導員が所持保管することとされたもので

あります。

なお、銃砲刀剣類の所持許可要件の厳格化の

施行につきましては、本年12月４日となってお

ります。

以上であります。

それでは、振り込め詐欺撲滅○松尾刑事部長

のための抑止対策について御説明いたします。

お手元の資料４をごらんください。

まず、振り込め詐欺でございますけれども、

その手口から「オレオレ詐欺」、「架空請求詐

欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金詐欺」の

４類型に区分いたしまして、振り込め詐欺と呼

んでおります。

振り込め詐欺の現状でございますが、全国の

現状を申し上げますと、表に出ておりませんけ

れども、本年８月末で認知件数が約5,200件、被

害総額が約66億円であります。昨年同期と比較

いたしますと、認知件数で約１万件の減、比率

にしまして約66％の減少、被害金額にしまして

約148億円、比率にしまして約69％の減少となっ

ております。

宮崎県の状況でございますが、１の（１）棒

グラフと折れ線グラフであらわしております

が、このような状況になっております。本年８

月末での認知件数、一番右端でございますけれ

ども27件、被害総額2,664万円でございまして、

昨年同期と比較しますと認知件数で102件の減

少、比率では79％の減少、被害総額で約1

億1,700万、比率では約82％の減少で、全国同

様、減少の傾向を示しております。認知件数、

被害総額については、全体的に大幅な減少にあ

る中で、特に１の（２）の昨年同期との比較、

この表をごらんいただくとよくおわかりになる

と思うんですけれども、融資保証金詐欺が大幅

に減少しまして、件数で63件、比率で85％の減

少でございました。また、還付金詐欺の発生は

ありませんでした。これらが特徴として挙げら

れると思います。

次に、１の（３）に被害者の年齢別の割合を

表にいたしております。県内の被害に遭われた
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方々、40歳代から70歳と比較的広い幅を示して

おりますが、手口別では、オレオレ詐欺が50歳

代から70歳代、架空請求詐欺が主として20歳代

から40歳代、融資保証金詐欺が20歳代から70歳

代、こういった幅広い年齢層になっておりま

す。

次に、２の表に示しております検挙状況につ

いて御説明いたします。まず、表が２つ左右並

んでおりますが、実行犯、左のほうでございま

す。振り込め詐欺そのものの検挙でございまし

て、本年は24件、３名を検挙いたしておりま

す。これは北海道警や熊本県警と捜査が競合し

まして３道県警が協力しまして融資保証金詐欺

を検挙した数でございます。また、右側に助長

犯と書いてございます。助長犯、「通帳詐

欺」、「犯罪収益移転防止法違反」、「盗品の

譲受け等」を助長犯と呼んでおりますけれど

も、通帳詐欺が11件、６名、犯罪収益移転防止

法違反が７件、６名、盗品譲受け等が１件、１

名で計19件、13名を本年は検挙いたしておりま

す。振り込め詐欺本犯の検挙のためには、この

助長犯を徹底して検挙していく必要がございま

す。

次に、抑止対策でございます。３番目に列挙

して書いております。まず、広報啓発活動でご

ざいますけれども、振り込め詐欺街頭キャン

ペーン、高齢者対象の防犯講話、それから防災

無線を活用した防犯広報、運転免許証の更新時

講習時等を活用した講話、それとあらゆる老人

会、交通安全会、こういった会合を利用した防

犯広報、それから高齢者宅等を中心としました

巡回連絡、防犯メールの活用、交番、駐在所の

広報誌等を活用しまして、抑止策を推進してお

ります。また、ことしの秋からテレビを利用し

たコマーシャルにも広報啓発活動をしていきた

いと考えております。

さらに、金融機関、関係機関等とも連携いた

しておりまして、定期的に連絡会を開催しまし

て未然防止方策等の意見交換、情報の共有化等

を図っております。また、ＡＴＭ周辺での犯行

が多発しました関係で、ＡＴＭの警戒が非常に

重要だということでＡＴＭのディスプレーに振

り込め詐欺に対する注意喚起の表示をしていた

だいたり、利用限度額を引き下げていただいた

り、特に、年金支給日を中心としまして、ＡＴ

Ｍの集中警戒等を行っております。また、宮崎

県経営金融課、県消費生活センター、商工会議

所等々と連携を図った防犯啓発活動等も行って

おります。また、預貯金、携帯電話等を本犯振

り込め詐欺に渡さない、犯行ツールを遮断する

方策等も行っております。そのほかには、振り

込め詐欺受信専用メールアドレスを新設いたし

まして、県民の皆様からの情報をいただいて、

その情報に基づいて、犯行に使用されたと思料

されます携帯電話等に警告の電話を発すると

いったもの、また免許証等の偽造されたものを

使用して、携帯電話を取得しようとした場合に

ついては、携帯電話事業者等から情報提供され

る運転免許証情報提供制度、こういったものも

導入しまして、抑止施策を行っております。

これらの成果のおかげと思いますが、認知件

数、被害額が大幅に減少しているところでござ

いますけれども、今後とも、官民一体となって

県民の皆様方と連携をしながら、日常生活を脅

かすこのような犯罪をゼロにしたいということ

で、強力に振り込め詐欺対策を推進してまいり

たいと思っております。

以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○横田委員長

た。これから質疑をお受けしますけど、まず、
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議案第１号、議案第７号についての質疑をお受

けしたいと思います。質疑がありましたらどう

ぞ。

議案第１号に関してなんですけれ○丸山委員

ども、報道等で補正予算の凍結という話が出て

いるわけなんですが、今回の補正を見てみます

と、経済・雇用対策ということでありますの

で、警察本部は関係があるのかないのかという

のを、まずお伺いしたいと思っております。

今回の９月の補正でお願いを○根本警務部長

している事業につきましては、先ほど御説明を

いたしましたとおり、その財源を、経済危機対

策臨時交付金で賄うこととしておるところでご

ざいます。また、今、御指摘のとおり、国にお

きまして、この21年度の補正予算の執行につき

まして検討が進められているということについ

ては、承知をしているところでございます。

ただし、この問題につきましては、国全体ま

たは県全体の問題になっておりますので、一部

局である警察がコメントというか、答弁をいた

すような性格のものではないとは思いますけれ

ども、しかしながら、今般、警察としてお願い

をしている事業につきましては、県民の安全・

安心を確保する観点から事業の必要性とか、緊

急性を十分精査をして、今回の補正予算案に計

上したところでございまして、今後の円滑な警

察業務の推進に向けて、各事業の実現に努めて

まいりたいと考えているところでございます。

なかなかコメントしづらいという○丸山委員

ことなんですけれども、警察庁といいますか、

国のほうから予算のチェックをかけますよとか

いう話があるのかどうかだけでもお答えいただ

きたいと思っているんですけれども。

現在のところ、特段、御指摘○根本警務部長

のような話は承っていないところでございま

す。警察本部としましては、知事部局とも連携

を図って、今回、お願いをしている５つの事業

を、実施に向けて努めてまいりたいと考えてお

ります。

改めて確認なんですけれども、249○丸山委員

ページに出ている地上デジタル化対応事業なん

ですけれども、こういったものに関して、テレ

ビ77台ということなんですが、報道等では、本

当に今、買う必要があるのか、本当に経済対策

になるのかというようなことも言われているん

ですが、本当に大丈夫なんでしょうか。

今回お願いをしている77台で○根本警務部長

ございますけれども、御承知のとおり、23年の

７月に地上アナログ放送が終了しますので、そ

のデジタル放送に対応するテレビにするもので

ございます。

この77台でございますけれども、更新の基準

といたしましては、県民の利用に広く供してい

るもの、例えば、警察本部の広報展示室であり

ますとか、あるいは警察署のロビー等において

県民の利用に広く供しているものでありますと

か、あるいは執務室において我々が使用してい

るものであれば、災害情報などの取得のためで

ありますとか、事件・事故の際に指揮室で使用

するものを予定しておりまして、かつ、購入

後10年以上を経過しているものを更新するもの

でございまして、この77台すべてについて今後

の警察の円滑な業務の推進ということはもちろ

んでございますけれども、県民の方々の利便性

の向上という面も含めて、いずれも、必要なも

のだと考えているところでございます。

ぜひ、今回の補正がとまらないよ○丸山委員

うに、我々自民党としてもそういう話をしてい

るところなんですが、全般的にいいますと、何

か非常に基準がはっきりしていなもんですから
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心配しております。

特に、下に書いてあります車の更新ですね、

これを６月で４台、９月で２台ということなん

ですが、本来は、早くわかっていれば、６月に

補正で上げていれば何も問題なくうまくいった

んじゃないかなと思っているんですが、追加で

きたというのが、追加補正の分だという中で対

応できたのかなと思っているんですが、本会議

でもいろいろ議論があったんですけれども、宮

崎県が全体に６月補正が少なく、９月補正が多

かったということで、はっきりわかった分だけ

を予算化して、他県ではもうかなり多くの補正

を６月にやっている県もあったもんですから、

それだと安心して予算執行もできたのかなとい

う思いがあったもんですから、あえて質問させ

ていいただきますので、情報収集をしっかりし

ていただいて、この予算執行ができますように

お願いしたいと思っております。

幾つかお尋ねしたいんですが、ま○満行委員

ず予算ですけれども、地上デジタル化対応事

業572万2,000円、この内訳は、テレビの更新プ

ラス工事費等が入っているのか、テレビだけで

はちょっと値段が単価的に割と高いなと思うん

で、そこのところを教えてください。

それと、次の警察車両の計画的更新整備事

業、２台で214万2,000円というのも、これもよ

くわからないんですが、どういう車両なのか。

それと、250ページ信号機設置ですね、43カ所

今回補正ですけれども、今年度、何カ所整備の

予定なのか、お願いします。

最初に、地デジのテレビの関○日髙会計課長

係でありますけれども、これはテレビの値段だ

けであります。工事とかそういうのはありませ

ん。テレビの型の大きさはそれぞれありますけ

れども、そういうことで計上させてもらってお

ります。それと、77台の中には、新規で３台ほ

ど、そして更新で74台ということで、内訳は77

台になっております。

それから、車両の質問でございますが、これ

は広報車２台ということで約214万。1500ｃｃの

広報車で大体１台107万、それで約214万という

ことで計上させてもらっております。以上であ

ります。

信号機のＬＥＤ化でございま○中原交通部長

すけれども、委員、御質問の趣旨は、本年度当

初予算で何カ所ぐらい整備するかということだ

ろうと思うんですけれども、本年度当初で19カ

所、それからこの補正補で43カ所、合わせまし

て62カ所の整備を計画しております。以上でご

ざいます。

地デジは80万円かかるもんですか○満行委員

ね。型が大きかったり、小さかったりすると

おっしゃったが、平均80万、ちょっとこれ感覚

が違うなと思ったんですけれども、この補正予

算の財源は一般財源ということなんですけど、

国との関係がどうなっているのか、もう一回済

みません、そこのところ、財源内訳をお願いし

ます。

１億2,620万円の予算額であり○日髙会計課長

ますが、これは一般財源ということで県のほう

に交付金が入ってきますので、県のほうから一

般財源ということ、これだけの財源でありま

す。

次、銃刀法の関係なんですけど、○満行委員

改正があって徴収条例がかわったということな

んですが、いろいろな事件・事故があって、か

なり我々も興味は持つんですけど、もともと銃

刀法自体がよくわかってなくて、猟銃というの

は、だれが持てるのか、何歳から持てるのか、

空気銃というのは、また違う区分なのかよくわ
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かってないんですけど、何か銃刀法の簡単な説

明とかいうのはないんでしょうか。ちょっと14

歳以上18歳未満が指導を受けるとか書いてある

んですけど、14歳以下だったらだめなのかと

か、空気銃は何歳から持てるのかとか、その

辺、ちょっと済みません、よろしくお願いしま

す。

銃刀法の猟銃等というこ○横山生活安全部長

とでの規制対象は、猟銃とライフル銃と空気

銃、この３つの種別であります。

年齢的なところで申しますと、猟銃は20歳以

上、空気銃は18歳以上が許可の対象となる。

ひっくり返していいますと、空気銃は18歳未満

はだめですよということであります。猟銃は20

歳未満は持てませんという、年齢的な欠格事由

になっております。

今までは空気銃は、なぜ少年まで入るかとい

うと、いろいろな競技の参加ですね、国内の国

体レベルとか、あるいは国際・オリンピックレ

ベル、こういうものがありました関係で、18歳

未満についても、一定の要件のもとで所持がで

きたということであります。

ですから、今回規制しております空気銃の関

係で申しますと、言うならば、自分で所持がで

きたんですけれども、しかし、これがでは学校

に行っている間とか、必ずしも十分に保管管理

ができるのかということになると非常に難しい

ということで、保管・所持とも指導員制度とい

うものができまして、その指導員が所持・保管

をすると、そして、射撃の訓練も指導員のもと

で練習しますし、競技大会もその指導員が所持

しておる空気銃を使用させるということであり

ます。

議案第７号についてお尋ねい○中野一則委員

たします。銃刀法の件ですが、許可要件の厳格

化ということで、欠格事由の追加という説明を

受けましたが、破産手続の開始の決定を受けた

者、ストーカー行為をした者、こういうものは

きちんと明確に分けられるんですが、自殺をす

るおそれがある者という、この場合の認定とい

うのは、どういう形で該当者を決められるのか

ということをお尋ねしたいと思います。

委員御指摘のとおり、非○横山生活安全部長

常に難しい面があるわけですけれども、結論的

に申しますと、要するに、自殺のおそれのある

人、あるいは自殺を図った人、自殺企図者と

言っておりますけれども、そういう方が猟銃等

を所持しておられる場合は結構あるわけであり

ますけれども、そういう危険性に照らしまして

自殺企図、要するに自殺の言動があるとか、死

にたいと日ごろから言っておりますよという情

報があったり、あるいはこれは御本人ももちろ

んですけど、家族、あるいはそういうことで病

院にかかって自殺したいということを言ってい

る、カウンセリング等の中で言っている、そう

いう場合があります。あるいは警察が安全相談

で認知したり、遺書を残して自殺未遂を図ると

いうようなことがあったりということで、さま

ざまな場合が考えられるわけでありますけれど

も、認定方法につきましては、できる限り、そ

ういう客観的かつ明確な根拠を持って認定がで

きるように検討していきたいと考えておりま

す。必ずしも、単純に自殺したいからというこ

とで、すぐ取り消すということにはならない

と、やはりいろいろな調査活動をしっかりやっ

た上で、判断していくということになろうかと

思っております。以上でございます。

過去11年間３万人以上の自殺○中野一則委員

者が出ているわけですが、その中に銃砲で自殺

した者、刀剣類で自殺した者というのの数字が



- 12 -

わかっておればお教えいただけませんか。でき

たら、宮崎県内にあればそれも含めて。

宮崎県内のは手元に持っ○横山生活安全部長

ておりませんけれども、全国的には許可所持者

による猟銃使用の自殺の件数というのが平成19

年22件発生しております。18年も22件です。17

年25件、大体20数件が猟銃所持許可者による猟

銃を使用した自殺の件数ということでありま

す。

委員、お尋ねの内容について、もう一度整理

して申し上げますと、猟銃使用の事件、犯罪を

犯すということでの発生でありますけれども、

これは全国ベースで申しますと、年間に、昨年

は少ないんですけれども、全国で２件です

ね、19年が12件、18年が６件、そういったとこ

ろです。これは殺人がその中身で多い数であり

ます。それと事故ですね。これは暴発したとか

そういうものがありますけれども、年間で昨年

が52件、このうち死者が28名ということであり

ます。

本県の猟銃使用での事件といいますのは、平

成８年の10月に、北方町で散弾銃を使用して奥

さんを殺害して、車で子供を監禁して逃走した

という捕物劇が御記憶にあろうかと思いますけ

れども、それと、事故も毎年１件ないし２件、

これは死者を伴っておりますけれども、もしく

は重傷でありますが、16年以降の資料で申しま

すと、１～２件発生をしておる状況でありま

す。以上でございます。

今回、議案第７号、銃刀法関係条○丸山委員

例が改正されまして、例えば、少年の認定とか

出てきた場合に、何人ぐらいがこういった手続

が必要なのかとか、具体的な人数、また想定さ

れる人数、それぞれ教えていただくとありがた

いんですけれども。

まず、所持許可の数であ○横山生活安全部長

りますけれども、本県の散弾銃、ライフル銃、

空気銃の所持許可の数を申しますと、4,147名

が6,141丁を所持しております。複数丁所持の方

がおいでになります。更新が３年に一回であり

ますので、その方々がそれぞれ３年に一回の更

新をされるということであります。ちなみ

に、75歳以上の方は505名おいでになります。で

すから、年間ベースで申しますと、170人程度が

更新の対象になっておられるということであり

ます。以上でございます。

4,000名、また高齢者で500名以上○丸山委員

いらっしゃるということなんですが、実際今、

許可いただいている方等に対して、12月４日以

降は、これだけ新設で手数料がかかりますよと

いうような趣旨徹底、ＰＲをどのような形でさ

れていらっしゃるのかをお伺いしたいと思って

いるんですが。

これにつきましては、そ○横山生活安全部長

れぞれの猟友会というのが各地区ございます。

この猟友会の県の全体の会合の場でも担当者が

行って説明をさせていただいたんですけれど

も、やはりしっかり所持者の皆さんに徹底する

ことが大事だろうと思っておりますので、各猟

友会の役員の皆様に対して各警察署の担当者を

通じてやっておるところであります。そのほか

に、おとといでしたでしょうか、「おしえて！

みやざき」という番組を通じて、担当の者から

短時間でありましたけど、広報をいたしたとこ

ろでありますが、このほかにもあらゆる広報媒

体を通じてお知らせをして御理解をいただきた

いと思っております。

ＰＲ等されている中で、例えば講○丸山委員

習手数料が１万2,000円追加になりますよとなる

と、結構、経済的には負担が大きいということ



- 13 -

でいろんな意見があるんではないかなと思って

いるんですが、具体的な意見があればちょっと

お伺いしたいと思います。といいますのも、75

歳以上が500名いれば、もうやめたいとかいう意

見があったり、また反対にいいますと、農政か

らすると猿害対策といいますか、鳥獣対策が非

常に課題になっている中に、本当に大丈夫なの

かなという意見もよく聞くもんですから、それ

もひっくるめてちょっとお伺いしたいと思って

おります。

やはり１万数千円のアッ○横山生活安全部長

プというのは大きいわけでありますけれども、

この許可制度といいますか、猟銃の許可が、要

するに、一定の条件のもとで例外的に許可させ

ておるということ、それと、一般の国民あるい

は県民の皆さんの銃をしない方側の意見という

か、そういうところも含めて、国民的な議論の

中で、改正になったと理解しております。した

がって、金額のアップについては非常に大きい

わけですけれども、いろいろなこれは情報的

に、猟友会の関係者の皆さんから、ちょっと高

いという話、あるいは年をとっているというこ

とで、委員のお話のような御意見が全くないわ

けではありませんけれども、これはしっかりそ

ういう一般県民の皆さんの声として御理解をい

ただくことで、あらゆる機会を通じて御説明を

していきたいと思っております。以上でござい

ます。

そこで、例えば、特に講習料が上○丸山委員

がることに対して、これが上がった関係でどの

ような効果が上がると、これはどういったこと

にお金を使うんですよというような具体的な説

明をしていただかないと、我々も、幾ら上がっ

たけど、これ、何に使われるんでしょうかねと

言われるような気がするもんですから、具体的

にこの上がったお金でどういったことをやられ

るのか。総体的なこととなると、この１万2,000

円だけではないんですよ。将来上がったとき、

どういった方向に使っていくというふうに理解

すればよろしいんでしょうか。

委員の御指摘の１万2,300○横山生活安全部長

円、これは新設された技能講習手数料でありま

すけれども、今まで更新のときに技能講習とい

うものがなかったということが非常にそういう

意味では危険性を 先ほどちょっと御説明の―

中で出ておりますけれども、暴発、銃の置き忘

れ、銃操作を誤って、他人を矢先の確認がなく

て死傷に至らしめるとか、そういうようなこと

もあって、この技能講習が新設されたわけであ

ります。これは３年に一度でありますので、初

回は除外されるわけですけれども、３年に一回

の技能講習手数料です。

私は、そもそもこの技能講習というか、３年

に一回の講習がなかったこと自体がどうなのか

なというふうに思っております。したがって、

金額的には確かに１万2,300円、講習の際にお支

払いいただくわけですから、非常に心が痛むと

ころはあるんですけれども、そこ辺の安全性を

確保するということを、更新される皆さん方に

しっかり御説明をして御理解をいただきたいと

思っておりますので、矢先の確認をしましょう

とか、操作をしっかりやっていただきたいとい

う意味で、この技能講習の必要性を含めてしっ

かり御理解いただこうと思っております。

ぜひ、更新される方、または新し○丸山委員

く許可を取られる方に、なぜ、この手数料が必

要なんですよと、相手がわかるような形で、で

きるだけ行政用語ではなくて、一般の方がわか

るような形で説明をしていただきたいと思って

おります。
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あと、もう一点なんですが、医師の診断書の

添付義務化ということなんですが、医師といい

ますと、どんな医師でもいいのか、また精神科

等だけに限ってくると、そういうふうに見てし

まうんですが、義務化というイメージがちょっ

とわからないもんでから、それ、ちょっとお伺

いしたいと思います。

今までは、医師の診断書○横山生活安全部長

を添付するということだけでしたので、そうい

う意味で心身の状態というのは非常にわかりづ

らいという部分がありました。それを、今のと

ころ、まだこれは確定したわけではありません

けれども、精神科医もしくは神経科医等が想定

されておるということでありまして、今までの

一般的な医師の診断書というよりも、さらに慎

重かつ適切な判断ができるんじゃないかと考え

ております。

想定は、精神科が中心になってく○丸山委員

るんだろうと考えてよろしいんでしょうか。

そのようになるというふ○横山生活安全部長

うに理解しております。

そうなった場合に、医師会といい○丸山委員

ますか、精神科との情報交換は こんな表現――

していいのかわかりませんけれども、これまで

はひょっとしたら、近くにいる、風邪を引いた

ときによくお世話になっているお医者さんに

「診断書、書いてね」と、それで済んでいたの

が、精神科医になってくると、そこにばっとま

た仕事といいますか、偏ってくるということが

あると思っているんですが、その辺の意見交換

は、医療サイドとはどの程度までされているん

でしょうか。

まだ医師会そのものと意○横山生活安全部長

見交換という場には至っておりませんけれど

も、これから検討していきたいと思っておりま

す。

ぜひ、遺漏がないように。その辺○丸山委員

は現場のほうで苦労しないように、混乱が出な

いようにしっかりやっていただきたいと思いま

す。

今、気づいたんですけど、技能講○満行委員

習が今までなかったということで、今回新設と

いうことなんですけど、そもそもこういう猟銃

を所持するというのは、講習がなくて、申請だ

けで取れるということなんですか、済みませ

ん。

全く講習がなかったわけ○横山生活安全部長

じゃなくて、猟銃を持とうと、所持許可を受け

ようとする場合には初心者講習ということで、

これこれこういうことの法令的な講習とか、あ

るいは猟銃を買うときには射撃講習というもの

は最初の段階ではあったわけであります。とこ

ろが、一たん所持してしまうと、あとは任意的

に御本人がちょっと練習しておこうかなという

ことで、もよりの、県内６射撃場でしたか、そ

こらに行って練習してみようかと、こういうこ

とでしたけれども、今回は、これが法的に義務

づけられるということであります。

銃砲店というのは、特別な何か資○満行委員

格か何かあるのかですね。それと、射撃場を持

つ銃砲店にこの講習を委託されるのだろうと思

うんですけど、特別に何か資格か何かあるとこ

ろに委託されるんでしょうか。

銃砲店は、火薬類取締ま○横山生活安全部長

りの許可、貯蔵所とかそういう許可を受けた場

所であります。講習につきましては、射撃指導

員というものが配置になっておる射撃場で講習

を受けるということになっております。

先ほどの説明でＬＥＤ式信号○中野明委員

機にかえると、時々私もあるんですが、太陽が
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まともに来たときに見えなかったりとか、そう

いうのがなくなるという説明でいいんですか

ね。さっきの説明。

要するに、太陽光が直接信号○中原交通部長

機に当たって、その信号が電球式の場合、点灯

していないのに、具体的に言うと、赤じゃない

のに赤が光って見えるというような現象が起

こっておるわけですね。全部が全部じゃござい

ませんが、場所によってはそういう信号機もあ

ります。そういうところを電灯式じゃなくてＬ

ＥＤの信号機にかえると、太陽光がまっすぐ当

たっても、はね返って見たときに疑似点灯とい

いますか、光っているようには見えないと、赤

はやっぱり赤が光っているし、青なら青が光っ

ておるということになるということでございま

す。

今回そういうことですけれど○中野明委員

も、今までも従来の信号機を新しいＬＥＤにか

えているというのは、たしかありますよね。

県内に2,233カ所信号機がある○中原交通部長

んですけれども、そのうち、310カ所については

もう既にＬＥＤ化をしております。比率にいた

しまして約14％ぐらいなんです。これを毎年毎

年当初予算の中で大体20基から30基を更新とい

いますか、ＬＥＤにかえていくということでご

ざいます。

私が聞きたかったのは、まだ○中野明委員

信号機の設置希望が200カ所とか400カ所とかあ

りますね。新設は今度の補正では入ってないん

ですよね。みんな更新だけでしょう。

この補正でお願いしておる43○中原交通部長

カ所については、更新といいますか、かえです

ね。電球式からＬＥＤにかえるというやつです

ね。

それと、信号機につきましては、本年度大

体41カ所を新設する計画にしておりますけれど

も、これらについては、ＬＥＤの信号機で対応

したいと考えております。

私が言いたかったのは、私が○中野明委員

気づいたところ、あれ、これは信号機がかわっ

たなと思いながら、何でかな、そんなにさっき

言われたような、太陽がまともに当たるよう

な、みんなどこかで一カ所あると思うんですけ

どね、何か新設のほうも、もうちょっと考えて

いいんじゃないかなと思ったんですけどね。ま

あ、いいですよ、それで。

それでは、議案のほうはよろし○横田委員長

いでしょうか。

次に、「損害賠償額を定めたことについて」

の報告事項について質疑がありましたらお受け

します。よろしいでしょうか。

その他の報告事項でも結構です。

振り込め詐欺撲滅に関してお聞き○新見委員

したいんですけど、この振り込め詐欺について

は、撲滅への努力の結果がこういったグラフで

明確になっていると思いますが、何点かお聞き

したいんですが、まず１点目は、この振り込め

詐欺の形態ですよ、窓口での振り込み、ＡＴＭ

での振り込み、そこの件数はどうなっているん

ですかね。

振り込め詐欺におきまして○原刑事部参事官

は、全体の６割がＡＴＭ使用でございます。

県内に本店を置く金融機関の中に○新見委員

は、私が口座を持っている金融機関で既にＡＴ

Ｍで振り込もうとすると、注意喚起のメッセー

ジが出ますが、その他の金融機関もほぼ対応済

みなんでしょうか。

ＡＴＭのディスプレーの画○原刑事部参事官

面に振り込め詐欺に対する注意喚起の表示をし

ていただいておりますのは、宮崎銀行と宮崎太
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陽銀行です。それと、待ち受け画面上に注意喚

起をしてもらっておるのが各信用金庫とＪＡ宮

崎さんでございます。

窓口での振り込め詐欺の防止とい○新見委員

う観点からは、宮日あたりにそれを防止したと

いうことで表彰の記事がよく出ておりますが、

ＡＴＭでの振り込みが６割ということで、確か

に関連ですから、こっちの件数がかなりふえて

くると思うんですよね。そうすると、きちっと

した対応、ＡＴＭでの振り込みの対応も大事に

なってくると思うんですが、ＡＴＭ近辺で携帯

電話を使えないようにするという対応もちらち

ら聞いたことがあるんですけど、この対応は県

内はどうなんでしょうか。

ＡＴＭコーナー周辺での携○原刑事部参事官

帯電話を禁止してくださいという呼びかけを、

各金融機関すべてについて行っております。こ

れをＡＴＭの周辺にステッカーで張っておった

り、銀行員の方がＡＴＭのところに張りつかれ

たときの注意とか、また警察官がＡＴＭ警戒に

回ったときのお願いとか、そういう機会を通じ

て携帯電話の自粛をお願いしておるところでご

ざいます。

この振り込め詐欺防止について○新見委員

は、金融機関と警察の連携が非常に大事になっ

てくると思いますので、今後、しっかり取り組

みをお願いしたいと思います。

高鍋署でしたかね、警察官が○中野一則委員

けん銃自殺をした件がありましたよね。そのこ

とはすぐ報告を受けて、あるいはまた、翌日の

新聞で承知したんですが、若い警官が亡くなっ

たわけですけれども、その後、動機とかけん銃

の取り扱いですよね、その辺で何か注意すべき

ことがあったのかどうか。また、あればほかの

現在の署員の皆さん方に注意を喚起するような

ことがあったのかということと、自殺ですか

ら、先ほども自殺をするおそれのある者という

ことでしたが、そういう予見ができなかったの

かどうかということ等、わかれば教えていただ

きたいと思うんですけれども。

ただいまの関係でございます○根本警務部長

けれども、高鍋署の自殺の原因の関係でござい

ますが、当然、県警としましても、必要な調査

を進めてきたところでございますけれども、残

念ながら、これが確たる原因であるといったと

ころまでの原因の追求には至っていないところ

でございます。しかしながら、今後、こういっ

た自殺の防止に向けて職務倫理教養であります

とか、あるいは職員一人一人が抱えている心配

事とか困り事、問題兆候、こういったものを組

織的に把握をして、こういった自殺事案の防止

とともに、また、職員と家族を不幸な境遇に陥

らせないように、職務倫理教養と、これからの

心情把握指導を徹底してまいりたいと考えてい

るところでございます。

また、この事案が予見できなかったのかどう

かということでございますけれども、平素から

我々はそういった職員の困り事、悩み事、問題

兆候の把握に向けて、心情把握を徹底している

ところでございますけれども、残念ながら、今

回の事案の場合、そういった問題徴候の把握に

は至っていなかったところでございます。

もう一点お尋ねします。振り○中野一則委員

込め詐欺撲滅の件ですが、非常にすばらしい検

挙が進んで激減したということは、警察等の御

努力の結果だというふうに高く評したいと思う

んですが、この事件の背後関係ですよね、この

事件を起こす人、後ろに暴力団があるのかどう

かとか、あるいは民間人であれば、普通の単な

る犯罪を起こす人の類の人が起こすのか、何か
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そういう背景というか、そういうのがわかれ

ば、これも教えていただきたいんですが。

今までの検挙事例からわ○原刑事部参事官

かった範囲で本犯、実行犯ですね、これにつき

ましては、犯行グループが首都圏周辺にたむろ

しておってやっておるわけですが、確かに、暴

力団の息のかかった準構成員、暴力団の末端の

幹部、そういう者がおったり、ヤミ金業者の流

れた者がいたりとか、そういうのが事件で検挙

されております。

さらに、助長犯、通帳詐欺とか、自分の生活

口座等を転売する、こういう助長犯につきまし

ては、県内でも発生しておるわけで、ヤミ金で

金の支払いに困った人たちがそそのかされて、

自分の通帳を売り渡すとか、生活に困って返済

できなかった人のところにそういう話が持ちか

けられるとか、そういうのが実態でございま

す。

資料の４、振り込め詐欺の資料の○満行委員

一番下、犯行ツール遮断対策の携帯電話事業者

を対象とした「運転免許証情報提供制度」の導

入というのがよくわからないんですけど、この

内容を教えてくださいませんか。

偽造免許証を使用して、携○原刑事部参事官

帯電話を詐取するという事案が振り込め詐欺を

行う場合の手段として行われております。本県

ではいまだ発生しておりませんが、類似事件と

して１件ほど発生しております。全国では６月

末現在で599件の発生があるわけであります。

それで、偽造免許証を提示して携帯電話をだ

まし取られないようにするために通報制度とい

うのをつくってお願いしております。携帯電話

の契約時に契約申込人が本人確認の書類とし

て、運転免許を提示するわけですが、ここに変

造・偽造の疑いがあるような場合は、その店頭

から直接警察に通報をしていただく制度であり

ます。そして通報を受けた警察が現場に臨場し

て、そして確認をして、偽造免許だったらつか

まえるという、そういうシステムでございま

す。

振り込め詐欺につきましてお○松田副委員長

伺いいたします。

平成16年以来の被害額のデータをいただいて

おりますが、毎年１億円を超える金額が宮崎県

内でも、振り込め詐欺という悪質な犯罪によっ

て県外に出ておるということなんですが、被害

額に対しまして回収できた額、県民が被害に

遭って、取り返されたお金というのがありまし

たらお教えをいただきたいと思います。

詳しいデータは持ち合わせ○原刑事部参事官

ておりませんが、いわゆる振り込め詐欺でだま

された場合、すぐ引きおろされるもんですか

ら、回収は少ないというふうに見ております。

警察の捜査等々で業者が特定○松田副委員長

されたというような案件も何件か拝見いたしま

したが、業者がわかったからといって、その後

被害者のほうに被害に遭った金額が返ってくる

ということはなかなかない、難しいということ

でしょうか。

委員、御指摘のように、な○原刑事部参事官

かなか難しいというのが現状でございます。た

だし、うちの捜査で効を奏したのが数件ござい

ますが、エクスパックで送金をしたりとか、Ａ

ＴＭで送金をした場合に、通報が早くて、うち

が口座凍結を短時間のうちにやったと、エクス

パックの場合も送金先をとめたということで、

被害が未然に防止できたとか、口座引き落とし

が半分しか引き落とさない段階で口座をとめた

とかということでの、そういう意味での回復は

ございます。
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毎年1億円、100人の方という○松田副委員長

ことで、一人当たりが平均すると1,000万ぐらい

の被害かと思われるんですが、そういった事

例、警察の迅速な対応により未然に防げたとい

うことを聞きまして、少し安心いたしました。

それと、撲滅が一番の目的でありましょうけ

れども、仮に、そういった被害に遭われても警

察のそういった対応等々で未然に防げるような

活動をますます推進していただきたいと思いま

す。以上です。

その他で……。○横田委員長

本部長のほうから冒頭、９月18日○丸山委員

警察官が逮捕されたということだったんで、本

当に残念だと思っているんですが、その後、警

察全般の規律の向上とかいう話をしていますと

いう話を伺ったんですけれども、先ほど中野委

員から出ましたけれども、警察の方々にも日ご

ろの訓練というか、心身ともになんですけれど

も、どういった形で指導をされていたのか。こ

ういう事案が出たもんですから、今後、こうい

うことを新たにやっていきたいというようなこ

とがあれば、それを本当にやることによって、

県民のほうも安心して、警察を信頼できるんで

はないのかなという思いがあるもんですから、

その辺具体的にもし、こういうことを今後やっ

ていきたいというのが決まっておれば、お伺い

したいと思っているんですけれども。

職員に対します個別の身上○鶴見警察本部長

指導それから職務倫理教養、これにつきまして

は制度がございまして、職員個々から自分の現

在の身上につきまして、年一回相談支援表とい

うようなものを提出してもらうようになってお

ります。これに基づきまして、それぞれの直属

の幹部が個別に面談をいたしまして、本人が抱

えております悩み事、それから生活状況、そう

いったことの相談に乗りながら、個別に被事案

を犯さないように、仕事に邁進できるように、

そういった個別の指導をしております。職務倫

理教養につきましては、それぞれ所属長以下幹

部がそれぞれの人生経験に基づいた訓育、それ

から警察本部の監察のほうから全国的な被事案

の事例、そういうものを情報としてというか、

資料として流しておりますので、そういったも

のによる教養、それから個々の職員にそれぞれ

に考えさせるというようなことで、そういった

素材をもとにしたグループによる検討、意見交

換、そういったことをまとめるといったような

ことと、経由制度というようなものもございま

して、先輩が若年の若い警察官を個別に担当を

決めて指導をしていくというようなきめ細か指

導をするようにしております。

しかしながら、こういった事案が発生してお

りまして、そういったものが本当に効を奏した

ものといいますか、身になったものになって

おったのかどうかということもございますの

で、今回、緊急に早急に各所属の副署長、次長

を集めまして、そういったことの点検、それか

ら冒頭にも申し上げましたけれども、さらにそ

ういったことを徹底して、指導聞き取りをする

というようなことを再度徹底してまいりたいと

考えております。

それから、これは、私が当県に参りまして、

一番最初に警察本部の職員に申しましたのは、

幾つかお願いをしたんですけれども、やはり風

通しのよい職場、こういったものを確立してい

きたいということを申しております。私のほう

から今、各警察署を回りまして、各職員に考え

てほしいこと、職務倫理の関係、それから被事

案の防止上、各職員が考えるべきこと、私なり

にいろいろ考えておることがございますので、
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それを一人一人の職員に訴えていきたいと考え

ております。先々週からそういったことで各署

を回り始めているところでございます。以上で

ございます。

今、本部長が言われたことをやっ○丸山委員

ていただいて、本当に県民の信頼の回復はそう

いったことをこまめにやっていくことからだと

思っておりますので、報告・連絡・相談「ほう

れんそう」という言葉があるんで、それをしっ

かりとして、先ほど言いました風通しのいい形

のことをまず警察内部でしっかり構築していた

だければありがたいと、自信を持って警察がま

た仕事ができるような環境体制をつくっていた

だきますようお願いしたいと思います。

ほかにないですか。○横田委員長

高齢者ドライバーの記憶力低○松田副委員長

下についてお伺いいたします。

きょうの新聞に出ておりました、警察庁がこ

とし６月道交法改正で、75歳以上のドライバー

が免許更新する際に義務づけられたいわゆる認

知機能検査の結果が出ておりました。３カ月間

で約2万6,000人の方が検査を受けて、3.3％の方

が記憶力や判断力が低くなっているということ

だったそうですが、やや低くなっているという

方を含めると30％の方が記憶力低下という結果

が出たんだそうです。

宮崎県内のほうのデータはどうなっているの

か、そして近々の事故の内容で、75歳以上の高

齢者の方々に起因する事故はどれぐらい起こっ

ているのか、お教えいただきたいと思います。

まず最初の、高齢者の認知機○中原交通部長

能検査の結果でございますけれども、本県の場

合、６月から始めまして３カ月間で410名の方が

この検査を受けておられます。

そのうち、記憶力・判断力が低下したとい

う、俗に言う第一段階の人ですけれども、この

人が５名おりまして、割合にして1.2％というこ

とで、これは全国の比率からすると若干いいの

かなと思っております。それから、第二分類の

やや低下が見られるという方が127名ということ

で、これは31％、ほぼ全国並みということでご

ざいます。

それから、２番目の高齢者、75歳以上の認知

機能検査を受けられる対象になっておる方の事

故でございますけれども、75歳以上ということ

には限っておりません。我々は、高齢者ドライ

バーというのは65歳で区切っておりますので、

若干数字が違うかもしれませんけれども、本年

の８月末で、高齢者の方が第一当事者、要する

に、事故の第一原因となったものが965件発生し

ておりまして、さらに353件が75歳以上の方が第

一当事者になった事故ということでございま

す。以上でございます。

新聞のほうに警察庁による○松田副委員長

と、低下を指摘された人は、そのときはそのま

までいいんだそうですが、信号無視などの交通

違反を起こすと専門医の診断を受けるように

なっていると、そして、認知症とされた場合

は、免許証取り消しということなんですが、県

内、特に高齢者の方、中山間地域ではどうして

も免許がないと生活ができないという方々もい

らっしゃるかと思うんですが、警察庁の示した

内容によりますと、事故を起こした、専門医の

診断を受けた、そして認知症ということになれ

ば、当然、こうでしょうが、宮崎県においては

どういう指導、どういう対応を考えていらっ

しゃるのか、お聞かせいただけますか。

委員、御指摘のとおりでござ○中原交通部長

いまして、実態もそういうことで把握といいま

すか、承知はしております。ただ、法律に定め
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ることでございますので、具体的な例からいい

ますと、結果的に今、６月から始めてこの認知

機能検査がもとで免許が取り消しになったとい

う高齢者の方は幸いにしてまだございません。

仕組みからいいますと、この認知機能検査を受

けられて、第一分類に入って、要するに、判断

力・記憶力が低下しておると判断されて、なお

かつ、過去１年以内に特定の違反、信号無視、

一次停止違反、踏切の停止違反、横断歩行者妨

害等15種類あるんですけれども、さらにそうい

う違反があった場合には、専門医に行って診断

を受けてくださいということなんですね。診断

を受けられてお医者さんのほうで認知症ですと

いうふうに認定されますと、手続にのっとって

免許は取り消すということになるわけです。だ

から、この第一分類に入っただけでは即免許は

取り消しになるとか、あるいは更新時に更新が

できないとかいうことではございません。

どういう指導をということでございますけれ

ども、この認知機能検査が入った背景というの

が、これまで何といいますか、高齢者のドライ

バーに対しては、できるだけ、危なくなった方

は、交通の場から出ていってもらうというか、

除いていくというような考え方がなきにしもあ

らずだったわけですけれども、今回、認知機能

検査を導入したという背景には、そういう方に

自分の運転能力といいますか、そういうものを

しっかり認識していただいて、どういうところ

をケアしていく、どういうところをカバーして

いくということをしっかり認識してもらって、

安全に運転してもらうための支援をしていこう

というふうに大きく方針が変わっておるという

ふうに思っています。特に、第一分類に入った

方については、御自分はこういう実態なんです

よ、だから、運転されるときはこういうことに

気をつけてやっていただきたいということを

しっかり教育をして、一日でも長く免許が使え

るようにしていくということで進めていきたい

と考えております。

今、部長にお教えいただいた○松田副委員長

ように、一日でも長く免許が使えるようにとい

う半面、免許を自分が保持してなくても生活で

きる立場の方には、早く返納ということも啓蒙

しなくてはいけないのかと思うこともありま

す。

先日、中山間地のお弔いに行きました。自宅

葬でありましたが、めったに人が行かない集落

で、帰りに２～３台続けておばちゃんたちが田

んぼの中に車を転落させたという事例があっ

て、全然被害にはつながらなかったんですけれ

ども、そこで「もう返そうかな」という、集落

でそういう協議もされたように聞いておりま

す。持っておかなくてはいけない、あるいは返

さなくてはいけない、その判断はすべて御自分

になられると思うんですけれども、県民全体の

安全または事故ということを考えますと、どう

いった形がいいのかわかりませんが、高齢者ド

ライバーに対する啓蒙のほう、進めていただき

たい、このように要望いたしまして、終わりま

す。

よろしいでしょうか。○横田委員長

それでは、以上をもちまして警察本部を終了

いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午前11時30分休憩

午前11時39分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

教育委員会においでいただきました。お疲れ
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さまでございます。先週の土曜日、宮崎県高校

総合文化祭の開会式とオープニングを見せてい

ただきました。すばらしい企画で本当に感激を

させていただきました。

今年度の総文祭は、来年度行われます全国総

文祭のプレ大会ということで位置づけされてい

るようでありますが、ことし、三重県の全国総

合文化祭も開会式等見せていただきましたけ

ど、すごく大きな会場でびっくりしたんですけ

ど、残念ながら、宮崎にはああいう大きな会場

がありませんので、来年、大丈夫かなと正直幾

分か心配もしておったんですが、この前の土曜

日の開会式・オープニングを見せていただきま

して、その心配は払拭されたところでありま

す。来年、全国から集まってきてくれる高校生

が感動して帰っていただけるような、すばらし

い全国高校総合文化祭にしていただくように、

今後の御努力をお願いしたいと思います。

それでは、本委員会に付託されました議案等

についての教育長並びに関係課長の説明をいた

だきたいと思います。ただ、12時までには全部

の説明が終わらないかもしれませんので、とり

あえず、12時めどで一たん休憩させていただき

まして、また１時から再開させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

教育委員会でございます。よろ○渡辺教育長

しくお願いいたします。

説明に入ります前に、おわびを申し上げさせ

ていただきます。児童生徒や保護者、県民の信

頼を大きく損なう教職員による不祥事が相次い

で発生したことに対しまして、まことに申しわ

けなく、重く受けとめているところでありま

す。こうした事態に対しまして、教育委員会と

いたしまして、８月末には、緊急の県立学校長

会や教育事務所長会を開催しますとともに、学

校に対し教職員の綱紀の保持、及び服務規律の

遵守に係る緊急通知を出すなど、指導の徹底を

図ったところでございます。また、これらの中

で、教師として生きる意味について改めて考え

るよう、教育長としての私の思いをメッセージ

に込めて伝えたところであります。今後とも、

教職員一人一人が、児童生徒、保護者、県民か

ら信頼され、誇りを持ってみずからの職務に邁

進するよう、指導の徹底を図ってまいりたいと

考えております。

次に、お礼を申し上げます。来年度、本県開

催となります、ただいま横田委員長のほうから

お話がございました全国高等学校総合文化祭の

「三重大会」及び「全国高等学校総合体育大会

近畿大会」におきましては、横田委員長を初め

委員の方々には、御多忙中にもかかわらず、現

地を御視察いただくとともに、生徒や保護者、

職員に激励の言葉をかけていただきまして、ま

ことにありがとうございました。また、先日は

第34回の全国高等学校総合文化祭プレ大会、こ

れも委員長のほうからただいまお話・御案内が

あったとおりでありますけれども、この総合開

会式にも御臨席いただきまして、この場をおか

りいたしまして厚く御礼を申し上げます。あり

がとうございました。

それでは、説明に入らせていただきます。お

手元の文教警察企業常任委員会資料をお願いい

たします。表紙をお開きいただきまして、裏面

の目次をごらんいただきたいと思います。

今回、御審議をいただきます議案は、一番上

の議案第１号「平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）」、議案第８号「教育関係の公

の施設に関する条例の一部を改正する条例」、

それから議案第14号「宮崎県高等学校等生徒修

学支援基金条例」の３件でございます。また、
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その他報告事項といたしまして、一番上にござ

います「宮崎県教育委員会の教育に関する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価につい

て」など、６件を説明させていただきます。

このうち、補正予算についてでありますが、

右の１ページをごらんください。今回の教育委

員会の一般会計の補正予算は、表の下のほう、

太線で囲んでおります計の欄に記載しておりま

すように、16億7,245万8,000円の増額補正をお

願いするものでありまして、補正後の額

は、1,167億2,141万6,000円であります。内容に

つきましては、一番右の欄になりますけれど

も、補正内容の欄に記載しております一番上に

書いてございます地上デジタル放送対応整備事

業を初め18件でございまして、新たな経済・雇

用対策の実施に伴う補正、及び国庫委託事業の

決定等に伴う補正であります。

私のほうからは以上でありますが、引き続き

関係課長・室長が御説明いたしますので、御審

議のほどよろしくお願いいたします。

一般会計補正予算第４号につ○金丸総務課長

きまして御説明いたします。平成21年度９月補

正歳出予算説明資料をお願いいたします。総務

課のインデックスのところ、221ページをお開き

ください。左から２番目の欄でございますが、

一般会計で475万6,000円の増額補正をお願いし

ております。この結果補正後の予算額は右から

３番目の欄でございますが、33億8,698万1,000

円となります。

次のページをお開きください。223ページでご

ざいます。上から５段目、（事項）一般運営費

でありますが、その下の説明欄にありますよう

に、地上デジタル放送対応整備事業の37 5

万6,000円の増額であります。これは、新たな経

済・雇用対策の実施に伴うもので、教育委員会

事務局に設置しておりますアナログテレビにつ

いて、38台の地上デジタル対応テレビへの買い

かえ、及びアンテナ改修工事等を行うものでご

ざいます。

次に、その下の（事項）教育研修センター費

でありますが、その下の説明欄にありますよう

に、子供たちの読解力を高める指導者養成研修

事業の100万円の増額であります。これは独立行

政法人教員研修センターの受託決定に伴うもの

で、県教育研修センターにおいて、読解力に関

する教員研修を行うことにより、本県の児童生

徒の読解力を含めた、活用する力の向上を図ろ

うとするものであります。

総務課は、以上でございます。

財務福利課関係について○井上財務福利課長

御説明いたします。ただいまと同じ資料の225

ページお願いいたします。一番上の行でありま

すが、今回の補正は、国の経済・雇用対策の実

施に伴いまして、15億7,944万4,000円の増額を

お願いするものであります。補正後の額は、同

じ欄の右から３列目でありますが、96億126万円

となります。

次に、増額となる事項について御説明申し上

げます。一枚おめくりをいただきまして227ペー

ジをお願いいたします。上から５行目の最初の

（事項）維持管理費につきまして6,135万9,000

円の増額をお願いしております。その内訳は、

説明欄の１でございますが、営繕費1,0 3 5

万9,000円でありますけれども、これは、各特別

支援学校に設置しております遊具のうち、国の

安全基準の改定により基準を満たさないことと

なったものの撤去・更新を図るものでありま

す。

次に、２の環境整備費、段差解消等でござい

ますけれども、5,100万円につきましては、今年
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度佐土原高等学校に車いす利用の生徒が入学し

ておりますため、同校においてエレベーターの

設置と、これに合わせた身障者用トイレの増設

を図るものであります。

次に、その下の（事項）県立学校耐震対策事

業費につきまして、9,766万円の増額をお願いし

ております。これは県立学校校舎の耐震補強工

事のうち、平成22年度以降に予定しておりまし

た明星視覚支援学校とみやざき中央支援学校に

おける工事を本年度に前倒しして実施したいも

のであります。

その下の（事項）○高等学校等生徒修学支援新

基金事業費につきましては、後ほど常任委員会

資料により御説明申し上げます。

１枚おめくりいただきまして、228ページをお

願いいたします。上から３行目の（事項）産業

教育設備費につきまして２億3,154万7,000円の

増額をお願いしております。工業系高等学校と

専門学校の設備の中には、年数を経て旧式化し

たものも含まれておりますため、このたび、新

規導入を含め、可能な限り更新を図りたいもの

でございます。

その下の（事項）○生徒増校等対策緊急整備新

事業費につきましては、後ほど常任委員会資料

により御説明申し上げます。

資料かわりまして、平成21年９月定例県議会

提出議案の45ページをお願いいたします。議案

第14号「宮崎県高等学校等生徒修学支援基金条

例」についてであります。本条例案は、第１条

にありますとおり、経済的理由により修学困難

な高等学校等生徒の教育機会の確保を目的とし

て当該基金の設置を図るものでございます。詳

しくは、常任委員会資料により御説明申し上げ

ます。

まことに恐れ入りますが、資料、再びかわり

まして、この薄い常任委員会資料の２ページを

お願いいたします。新規事業高等学校等生徒修

学支援基金事業についてであります。この事業

は、ただいまごらんいただきました基金条例案

の制定に伴いまして実施を図るものでありま

す。まず、１の事業目的でありますが、国にお

いて本年度の補正予算により特例交付金が創設

されたことに伴いまして、この交付金の受け皿

となる基金を新たに造成し、その基金を活用し

て、経済的な理由により修学が困難な高等学校

等生徒の教育機会の確保を図るものでございま

す。

２の事業の内容でありますが、まず（１）の

①にありますとおり、基金６億5,000万円を造成

いたします。原資は、本年度中に国から全額を

受け入れる予定となっております。また、この

基金は、②にございますとおり、平成24年６

月30日をもって解散するものであり、基金活用

による事業の実施期間は、平成24年３月31日ま

での時限つきのものとなっております。基金を

造成しました後、（２）にありますとおり、こ

の基金を取り崩しながら財源に当て、①私立高

等学校生徒の授業料減免措置に係る補助事業、

これは県民政策部の所管となります。及び②高

等学校等生徒に係る県奨学金事業への資金補

給、この２つの修学支援を行ってまいります。

教育委員会におきましては、②を所管するこ

ととなりますが、これは、下の図にありますと

おり、平成20年度における奨学金貸与者数実績

を基準といたしまして、平成21年度から23年度

までの各年度ごとに貸与者数が増加した分に対

して、その経費を本基金から充当するものであ

ります。

３の事業費についてでありますが、総額７

億5,679万円を計上しております。内訳はごらん
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のとおりでございます。なお、平成23年度末に

おける事業終了後、基金に残額がある場合は、

国に返還することとなっております。

次に、右側の３ページ、新規事業生徒増校等

対策緊急整備事業についてであります。１の事

業目的でありますが、生徒数の増加による教育

活動スペースの不足や、特に著しい老朽化等、

緊急に対策を講ずべき学校施設について、所要

の整備を行うものであります。

２の事業内容でありますが、まず（１）の小

林秀峰高等学校についてであります。これは、

同校体育館の耐震化等に係る改築事業として、

鉄筋コンクリート・一部鉄骨造一階建て、延べ

面積1,600平米の体育館を建設するものでありま

す。なお、既存の体育館は、解体することとし

ております。次に、（２）の宮崎西高等学校附

属中学校についてであります。これは、学習指

導要領の改正に伴い、平成24年度から中学校に

おいて武道が必修となることに対応する等のた

め、同校に鉄骨造一階建て、延べ面積450平米の

多目的利用が可能な武道場を建設し、あわせま

して太陽光パネルの設置を行うものでありま

す。

３の事業費でありますが、小林秀峰高校の体

育館につきましては、３億2,622万8,000円、宮

崎西校附属中武道場につきましては、１億586万

円、計４億3,208万8,000円となっております。

最後に、13ページをお願いいたします。これ

は、都城農業高校が出荷した生乳からの、検査

段階における抗生物質被検出案件についての御

報告でございます。まず、１の事実関係につい

てでございますが、（１）にありますとおり、

去る9月12日、都城農業高校三股牧場から出荷し

た乳牛の生乳から出荷過程における検査におい

て、細菌発生抑制物質、すなわち抗生物質が検

出されました。このため、（２）にお示しして

おりますとおり、同生乳の販売を委託している

宮崎県経済農業協同組合連合会におかれては、

同校牧場を含め、各農家を集乳車で巡回して集

乳しているところでありますが、この抗生物質

の混入により、その折集乳した生乳のすべてを

廃棄することとなったものであります。

２の原因といたしましては、（１）にありま

すとおり、乳房炎の治療のため抗生物質を注入

した乳房から搾りました生乳が、出荷用の生乳

に混入したものと推定されます。これは（２）

にありますとおり、乳房炎に罹患している乳牛

を搾乳した職員が、本来廃棄すべき生乳が搾ら

れた乳房に、出荷用の搾乳機を誤ってつないだ

ためと思われます。

３の廃棄となった生乳の量でありますが、都

城農業高校出荷分が855キログラム、各農家出荷

分７戸分でございますが、6,161キログラム、計

7,016キログラムとなっております。

４にございますとおり、損害額は90万円程度

と見込まれております。

幸い、厳重な検査システムに組み込まれてお

りますおかげをもちまして、この生乳が市場に

出回ることは防がれたわけでございますが、本

来あってはならない事態でございまして、今後

は、このようなことが再び生じることのないよ

う、感染牛については、搾乳系統を非感染牛か

ら分離し、その産出生乳は、すべて廃棄するこ

ととしたところであります。御心配をおかけい

たしました。

財務福利課につきましては、以上でございま

す。

それでは、午前中、次の学校政○横田委員長

策課までとさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。
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学校政策課でございま○児玉学校政策課長

す。お手元の歳出予算説明資料の229ページをお

開きください。学校政策課の補正額は、7,357

万7,000円の増額をお願いしております。この結

果、補正後の額は、14億8,085万6,000円となり

ます。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。231ページをお開きください。（事項）学

力向上推進費のみやざき小中学校学力向上推進

事業349万7,000円の増額についてであります。

この事業は、国庫委託決定に伴うものでありま

すが、後ほど常任委員会資料で御説明いたしま

す。

次に、（事項）指導者養成費の理科支援員等

配置事業671万8,000円の増額についてでありま

す。この事業は、科学技術振興機構の委託決定

に伴うものでありますが、退職教員等による理

科支援員の追加配置を行い、小学校の理科の授

業における観察・実験の支援と教員の指導力向

上を図るものであります。

次に、外国語活動指導者養成事業80万円の増

額についてであります。この事業は、国庫委託

決定に伴うものでありますが、教材の効果的な

活用や、評価のあり方、指導体制づくりについ

ての実践的な研究をモデル的に実施することに

より、小学校における外国語活動の円滑な導入

を図るものであります。

次に、（事項）就職支援活動促進費の志を育

む進路指導サポート事業2,743万3,000円の増額

と、次の232ページの（事項）高校教育充実事業

費の新規事業ＩＣＴを活用した学力向上モデル

事業3,022万9,000円についてであります。これ

らの事業は、経済・雇用対策の実施に伴うもの

でありますが、後ほど、常任委員会資料で説明

いたします。

次に、（事項）産業教育振興費のみやざきの

農業教育推進事業490万円の増額についてであり

ます。この事業は、国庫委託決定に伴うもので

ありますが、県内農業高校３校を指定し、生徒

の県外市場研修を含む長期現場実習や技術者等

による実践指導等を行いながら、担い手育成を

図るものであります。

次に、みやざき小中学校学力向上推進事業、

そして志を育む進路指導サポート事業、そして

ＩＣＴを活用した学力向上モデル事業の３つに

ついて再度御説明いたします。文教警察企業常

任委員会資料の４ページをお開きください。

まず、みやざき小中学校学力向上推進事業で

あります。１の事業の目的でありますが、児童

生徒の学力向上のため、全国学力・学習状況等

調査等の結果を活用し、地域として学校の教育

活動等の改善に取り組む実践研究をモデル的に

実施するものであります。

２の事業の内容でありますが、延岡市内の小

学校３校、及び中学校３校を推進校としまし

て、国や県の学力調査で明らかとなった課題解

決のための実践研究を行います。また、イン

ターネット上で、学習単元ごとに各学校の児童

生徒の学習状況を評価できるシステムを開発

し、推進校における実践研究において、このシ

ステムを活用することにより効果を検証いたし

ます。事業費は、349万7,000円をお願いしてお

ります。

次に、５ページの志を育む進路指導サポート

事業であります。１の事業の目的であります

が、現在の厳しい雇用情勢を踏まえ、地元経済

や企業の状況を把握している人材を、進路対策

専門員として学校に配置することにより、学校

における就職指導の一層の強化を図り、高校生

に対する就職支援活動を促進するものでありま
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す。

２の事業の内容でありますが、現在、進路対

策専門員を５校に設置しておりますほか、退職

教員による就職支援教員を７校に配置しており

ます。今回の補正により就職を希望する生徒の

多い専門高校等に、新たに18名の進路対策専門

員を配置するものであります。進路対策専門員

の主な業務内容は、県内外の企業訪問による新

規求人開拓や就職後の定着指導などでありま

す。事業費は、2,743万3,000円をお願いしてお

ります。

次に、６ページの新規事業ＩＣＴを活用した

学力向上モデル事業であります。１の事業の目

的でありますが、生徒の情報活用能力及び教員

のＩＣＴ活用指導力を育成するため、県立学校

における情報通信機器等の整備を行い、ＩＣＴ

を活用した学力向上を図るものであります。

２の事業の内容でありますが、宮崎大宮、都

城西、五ヶ瀬中等教育の３校を整備対象校と

し、普通教室への無線ＬＡＮとノートパソコン

等の整備を行うものであります。教材のビジュ

アル化と共有化を行うことで、わかる授業を展

開し、学力向上を図ります。また、グループ学

習や調べ学習において活用することで、プレゼ

ンテーションなどを通した言語能力の向上を図

ります。事業費は、3,022万9,000円をお願いし

ております。補正予算に係る説明は以上であり

ます。

続きまして、お手元の平成21年度９月定例県

議会提出議案の33ページをお開きください。

議案第８号についてであります。これは、県

立中学校の設置、及び県立高等学校の閉校に関

しまして、「教育関係の公の施設に関する条

例」の一部を改正するものものであります。お

手元の常任委員会資料にもう一度戻っていただ

きまして、こちらのほうで御説明いたします。

常任委員会資料７ページをお開きください。１

の改正理由につきましては、県立都城泉ヶ丘高

等学校附属中学校の設置、及び県立高原高等学

校の閉校に伴い、所要の改正を行うものであり

ます。

２の改正内容につきましては、次のページの

新旧対照表にありますとおり、別表第１におい

て、県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校を追加

しますとともに、県立高原高等学校を削除する

ものであります。

３の施行期日でありますが、県立都城泉ヶ丘

高等学校附属中学校の設置につきましては、入

学者選抜の関係から平成22年１月１日としてお

ります。県立高原高等学校の閉校につきまして

は、最後の学年の生徒が卒業しますのが平成25

年３月でありますことから、平成25年４月１日

としております。

４の概要についてでありますが、県立都城

泉ヶ丘高等学校附属中学校という校名につきま

しては、公募の結果を踏まえて決定させていた

だきました。また、県立高原高等学校につきま

しては、平成23年度より生徒募集を停止する予

定としております。御審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。

引き続き、報告事項大麻等薬物に関するアン

ケート調査結果についての説明のほうを学校支

援監のほうからしていただきます。

そんなに長くないですね。○横田委員長

５分ぐらい……。○児玉学校政策課長

ちょっと時間がかかるようであ○横田委員長

れば、ここで一たん休憩に入らせていただきま

して、午後１時に再開したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

午後12時６分休憩
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午後１時３分再開

ただいまから委員会を再開した○横田委員長

いと思います。

午前中に引き続き、執行部の説明をお願いし

ます。

よろしくお願いします。○山本学校支援監

お手元の常任委員会資料の14ページをごらん

ください。「大麻等薬物」に関するアンケート

調査結果がまとまりましたので、御報告いたし

ます。

14ページのⅠからⅢにありますように、この

調査は、県立学校の生徒を対象に、大麻等薬物

に関する実態を把握し、問題点を明らかにする

とともに、今後の指導に生かすことに目的に、

ことしの７月から８月にかけて実施し、県立学

校の5,356名の生徒から回答を得たものでありま

す。なお、調査対象生徒は、各学年の１クラス

抽出で無記名で行ったもので、県立学校全生徒

数の21.4％に当たります。

Ⅳの調査結果（概要）をごらんください。

この調査におきましては、薬物を大麻だけで

なく、シンナー等有機溶剤や覚せい剤などを含

め、対象を幅広くとらえております。

まず、１の「大麻等薬物についてどのような

印象を持っていますか」との質問に対しまし

て、①の「１回でも使用すれば、やめられなく

なる」、②の「１回でも使用すれば、心や体に

害がある」、③の「犯罪に巻き込まれる」な

ど、約７割に近い生徒が薬物の危険性を感じて

いる状況があります。

その一方で、低い割合ではありますが、「気

持ちよくなれる」「ダイエットに効果がある」

など、誤った認識を持っている生徒が約１割い

ること、また、「１回使用するくらいであれ

ば、特に問題はない」「使用が見つからなけれ

ば、特に問題はない」と回答した生徒もおりま

すので、生徒の規範意識を高めるとともに、生

徒が薬物に対して正しい認識を持つことができ

るよう、指導の充実を図ることが必要であると

考えております。

次に、15ページの２の「大麻等薬物を使用し

た場合の害についてどのようなことを知ってい

ますか」との問いにおきましては、①の「自分

の意志でやめることが難しくなる」や②の「使

い続けるのをやめても、脳に薬物の記憶が残っ

ており、単にストレスを感じた場合にも幻覚や

妄想が突然あらわれる場合がある」、③の「使

い続けると、脳の神経が侵され、人格に異常を

来す」などの理解が高いようであります。

３の「大麻等薬物の使用について誘われたこ

とがありますか」との問いに関しまして、0.7％

（38名）の生徒が、友人や先輩、そして知らな

い人などから誘われており、生徒が薬物に手を

出しやすい機会があるととらえております。

４の「大麻等薬物を使用している生徒のうわ

さを聞いたことがありますか」では、0.8％（45

名）の生徒が「うわさを聞いたことがある」と

答えております。

また、５の「大麻等薬物を使用している人を

見かけたことがありますか」では、0.4％（23

名）の生徒が「見かけたことがある」と答えて

おります。生徒が薬物使用を見かけた時間帯に

つきましては、午後10時から午前４時の深夜が

多いことから、夜間徘回に関する指導も含め

て、学校と家庭が十分連携しながら、啓発活動

や薬物乱用防止のための取り組みを推進してい

く必要があります。

最後の６の「親しい友人等から大麻等薬物の

使用を誘われたらどうしますか」との問いに対
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して、「わからない」「断り切れずに使用す

る」など、薬物使用につながりかねない生徒が

約１割近くいる状況であります。

結果は以上でありますが、これらの結果を大

きな問題としてとらえ、生徒を指導していく必

要があると考え、県立学校におきましては、こ

れらの結果に基づいた指導を各学校で実施し、

その結果を再度アンケートで確認するよう指導

したところであります。また、小学校、中学校

での指導も必要であると考え、市町村教育委員

会へこの結果の情報を提供するとともに、各学

校での指導に役立てるようお願いしたところで

あります。

今後とも、薬物乱用防止教室の実施など、さ

まざまな手だてを講じながら、10月に行われま

す県立校長会や教育事務所長会でも問題を共有

するとともに、ＰＴＡ連合会とも連携しなが

ら、大麻など薬物乱用防止に向けた取り組みを

進めてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

教職員課関係の補正予算に○阿南教職員課長

つきまして御説明をいたします。

平成21年度９月補正歳出予算説明資料をごら

んいただきたいと思います。教職員課のイン

デックスのところ、ページで言いますと233ペー

ジをお開きください。

一般会計64万円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、補正後の額は987億3,986

万6,000円となります。

その内容について御説明いたします。１枚め

くっていただき、235ページをお開きください。

一番下の段、（事項）教職員人事費でござい

ます。新規事業「学校マネジメント支援に関す

る調査研究事業」に係る国庫委託決定に伴いま

して、64万円の増額補正をお願いしておりま

す。この「学校マネジメント支援に関する調査

研究事業」につきましては、組織的な学校運営

が効率的に行われることにより、教師の児童生

徒と向き合う時間が確保できるよう、主幹教諭

を活用した組織的な学校運営や、学校事務共同

実施の充実による教師の事務負担軽減につい

て、調査研究を行うものであります。

教職員課につきましては以上でございます。

生涯学習課関係の補正予○興梠生涯学習課長

算について御説明を申し上げます。

同じく歳出予算説明資料の生涯学習課のイン

デックスのところ、ページで申しますと237ペー

ジをお願いいたします。

一般会計予算で1,050万円の増額補正をお願い

しております。その結果、補正後の予算額は、

右から３番目の欄にありますように、６億3,573

万5,000円でございます。

この補正の内容につきましては、めくってい

ただきまして239ページをお開きください。

表の上から５段目の（事項）図書館費でござ

いまして、その下の説明欄にありますように、

新規事業「県立図書館空調機更新事業」でござ

います。これは、現在、県立図書館に設置され

ております２基の空調設備のうちの１基が、老

朽化に伴いまして破損したため、空調設備の更

新を行うものでございます。この空調設備の更

新を行うことによりまして、古文書を初めとす

る貴重資料等、県民の財産でございます資料を

適正に管理してまいりたいと考えております。

事業費につきましては1,050万円でございます。

生涯学習課関係は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

文化財課でございます。○清野文化財課長

一般会計補正予算（第４号）についてであり

ます。歳出予算説明資料の241ページをお開きく
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ださい。

今回の文化財課の補正は、国の委託事業決定

に伴うもので、一般会計で354万1,000円の増額

補正をお願いしております。この結果、補正後

の額は12億6,405万5,000円となります。

補正の内容について御説明いたします。１枚

めくっていただきまして243ページをお願いいた

します。

上から５段目、（事項）考古博物館教育普及

費の新規事業「国際交流展関連シンポジウム等

開催事業」の国庫委託決定に伴うものでありま

す。これは、西都原考古博物館で開催いたしま

す国際交流展「玉と王権」において、串間市出

土とされる我が国でも貴重な玉璧を展示するこ

とにより、交流展のさらなる充実を図るととも

に、文化遺産に対する関心と理解を深め、地域

の活性化を図ることを目的に、玉壁を生かした

まちづくりに取り組んでいる串間市において、

シンポジウムを実施するものであります。

文化財課は以上でございます。

資料変わりまして、常任委員○金丸総務課長

会資料をお願いいたします。10ページをお願い

いたします。宮崎県教育委員会の教育に関する

事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につ

いてであります。

まず、点検・評価の根拠法令でございます

が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第27条が平成20年４月１日に施行されまして、

「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務

の管理及び執行の状況について点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成し、これ

を議会に提出するとともに公表しなければなら

ない」とされております。したがいまして、昨

年度から、この点検・評価を実施しているとこ

ろでございます。

次に、点検・評価の対象といたしましては、

平成19年６月に策定いたしました新みやざき創

造計画の施策のうち、教育委員会が所管する各

施策の前年度実績につきまして点検・評価を行

うものでございます。表の中、表１が新みやざ

き創造戦略の全体の体系でありまして、このう

ち戦略１―１、戦略１―２、戦略１―３、丸印

を打っておりますが、これが教育委員会が所管

するものでございます。

右のページにやや詳しく書いておりますの

で、右のページをごらんいただきたいと思いま

す。

今申し上げた３項目でございますが、戦略１

―１の「全ての大人は全ての子どもの教師た

れ」では、①といたしまして「学校支援ボラン

ティアやコミュニティ・スクール等、地域の人

材を活用した取組の推進」、５行下でございま

すが、②といたしまして「いじめ等悩みを抱え

る児童・生徒の相談窓口の充実」であります。

戦略１―２「学力・スポーツレベルの向上」

では、①といたしまして「少人数学級等の実施

によるきめ細かな学習指導・生徒指導」、②と

いたしまして「幼保・小・中・高・大の連携に

よる教育の推進」、③といたしまして「教職員

の社会性の向上を図る研修プログラムの充

実」、④といたしまして「強化指定校による学

力・競技力の充実・強化」であります。

戦略１―３「視野の広い人材の育成・輩出」

では、①といたしまして「意欲ある学生への

チャレンジ機会の提供」、②といたしまして

「「生涯学習」「生涯スポーツ」の更なる推

進」、③といたしまして「文化、芸術、スポー

ツ等に秀でた人材の輩出強化」を掲げておりま

す。

次のページをおめくりいただきたいと思いま



- 30 -

す。第３の点検・評価の方法でございます。点

検・評価は、統一性及び客観性を確保する観点

から、全庁的に行っております「宮崎県政策評

価システム」を活用しております。

まず、評価の観点は２つありまして、進捗評

価は、新みやざき創造戦略につきまして工程表

を策定しておりますので、この工程表の進捗状

況を評価するものであり、成果評価につきまし

ては、工程表に基づき取り組んだことにより、

成果がどの程度上がっているかを評価するもの

でございます。

（２）評価の基準は、進捗評価及び成果評価

ともに、それぞれＡ、Ｂ、Ｃの３段階としてお

ります。

（３）の評価の対象でございますが、先ほど

ごらんいただきました11ページの表２にありま

す①、②、③の中項目及び、ひし形マークで示

しております小項目につきまして、評価を行っ

ているところでございます。それぞれＡ、Ｂ、

Ｃの評価を行っているところでございます。

第４の点検・評価の県民への公表でございま

すが、点検・評価の報告書のすべてを県庁ホー

ムページの教育委員会のページに掲載すること

としております。

私からの説明は以上でございますが、引き続

きまして、点検・評価の中身につきまして、政

策企画監、学校政策課長、生涯学習課長から御

説明を申し上げます。

それでは、Ａ４判横になっ○吉村政策企画監

ております別冊資料の「教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価」の冊子をご

らんください。１ページをお願いいたします。

戦略１―１「全ての大人は全ての子どもの教

師たれ」には、総務課、学校政策課、特別支援

教育室、生涯学習課がかかわっておりますが、

総務課が取りまとめとなっておりますので、私

のほうから報告をさせていただきます。

この戦略１―１は、１の枝戦略の概要にあり

ますように、「知・徳・体の調和のとれた健や

かな子どもを育成するため、学校支援ボラン

ティアなど地域人材を積極的に活用することに

よって、いじめ等悩みを抱える子どもへの支援

に努めるとともに、学校・家庭・地域のそれぞ

れの教育力の向上を図る」、このことを目的と

しておりまして、下の２にありますように、基

本指標として、公立小・中・高等学校における

不登校児童生徒数、また、その下３にあります

ように、①、２ページの②の２つの重点事項を

設定し、取り組んでまいりました。

まず、２の基本指標の達成状況ですけれど

も、平成20年度の不登校児童生徒数は1,248名

で、対前年度比で申し上げますと、70名の減と

なりました。

次に、３の重点項目の進捗状況等についてで

ございますけれども、１点目の「学校支援ボラ

ンティアやコミュニティ・スクール等、地域の

人材を活用した取組」についてですけれども、

右の欄にございますように、学校支援ボラン

ティアにつきましては、宮崎市を初めとする７

つの市町において、「地域で子どもを育てる

『地域教育システム創造』実践モデル事業」の

３年目の取り組みが推進され、例えば地域住民

等による読み聞かせですとか登下校時の見守り

活動など、子供たちにかかわるさまざまな活動

が地域住民主導で展開されました。

また、県内すべての特別支援学校で行いまし

た特別支援教育ボランティア養成講座では、目

標値を上回る318名のボランティアの養成や、特

別支援学校に配置しております特別支援教育

コーディネーターによる近隣の小中学校等への
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専門的なアドバイスが延べ2,987件となるなど、

特別支援学校を中心に地域における特別支援教

育の充実に努めてまいりました。

このような取り組みにより、下の成果にあり

ますように、学校支援ボランティア等の地域人

材を活用した取り組みの充実・拡大が図られる

とともに、その下にありますように、学校側も

保護者や地域住民に子供の教育についての理解

をより深めてもらおうと、対前年度比1.8ポイン

ト増の88.4％の学校でオープンスクールが実施

されるなど、学校から地域への積極的な情報提

供に努め、地域に開かれた学校づくりが進めら

れました。

しかし、上の黒三角にありますように、地域

住民が指導者となって子供たちにさまざまな体

験活動等を提供し充実を図ることにつきまして

は、全県的な展開にまでは至りませんでしたの

で、①につきましては、取り組みの一部におく

れがあったことから、進捗評価はＢ、しかしな

がら、全体的にはおおむね順調に成果が上がっ

ているということから、成果評価はＡと判断を

いただきました。

次に、２ページ、②の「いじめ等悩みを抱え

る児童・生徒の相談窓口の充実」についてです

が、スクールカウンセラーやスクールアシスタ

ントなど、小中学校155校に配置するとともに、

教育研修センターでの「教育相談専用電話ふれ

あいコール」やＮＰＯ法人委託によります「子

ども専用相談電話」等、相談体制の充実に努め

てまいりました。また、いじめ・不登校防止等

の手引書となります県版の生徒指導資料を活用

した教職員研修の充実など、工程表どおり進め

てまいりました。

このような取り組みによりまして、成果にあ

りますように、いじめ・不登校や非行等問題行

動に対する早期発見・早期対応とともに、より

的確な対応が可能となるなど、生徒指導に係る

教職員の指導力向上を図ることができました。

しかし、ネット上のいじめ対策につきまして

は、具体的な対策を講じるまでには至らなかっ

たことから、②につきましては、進捗評価Ａ、

成果評価はＢとなりました。

なお、外部評価委員からは、学校支援ボラン

ティアの今後のあり方を初め、４点について御

意見をいただきました。

戦略１―１につきましては、以上でございま

す。

戦略１―２について御説○児玉学校政策課長

明いたします。３ページをごらんください。

枝戦略名は「学力・スポーツレベルの向上」

で、関係課は、総務課、学校政策課、特別支援

教育室、教職員課、スポーツ振興課の５課・室

であります。

初めに、１、枝戦略の概要でありますが、

「本県の子どもたちの学力・競技力の向上を図

るため、少人数学級等の実施によるきめ細かな

学習指導の充実や、幼保・小・中・高・大の連

携による教育、強化指定校等による教育の推進

に努めますとともに、教職員の研修の充実を図

ることにより、本県教育水準の一層の向上に努

める」こととしております。

次に、２、基本指標の達成状況についてであ

ります。

２つの基本指標を掲げておりますが、まず、

全国学力・学習状況調査の結果について御説明

いたします。これにつきましては、平成22年度

の目標値を全国平均値以上と設定しておりま

す。その下の達成状況の欄をごらんください。

昨年度の調査結果につきましては、小学校は全

国平均値とほぼ同じであり、中学校については
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全国平均を１ポイント以上上回っておりまし

た。教科別に見ますと、小学校国語、算数の

「活用」に関する問題に課題が見られたもの

の、その他についてはおおむね良好でございま

した。

次に、もう１つの指標として掲げております

「公立学校の全児童生徒に対する体力テストで

全国平均値を上回った項目の割合」についてで

あります。平成22年度の目標値を65％と設定し

ているところでありますが、昨年度の状況

は62.3％であり、目標値には達しておりませ

ん。ただ、本県のデータを平成19年度のものと

比較してみますと、達成状況の欄にありますよ

うに、全調査204項目中、８割を上回る164項目

が前年度の数値よりも上昇しております。ま

た、ここ数年のデータを比較してみましても、

上昇傾向を示しているところであります。

次に、３、重点項目の進捗状況等についてで

あります。

初めに、「①少人数学級等の実施によるきめ

細かな学習指導・生徒指導」についてです。

少人数学級につきましては、１つ目の丸にあ

りますように、小学校１、２年生に加えて、平

成20年度より中学校６校をモデル校に指定し、

試行を始めました。また、２つ目の丸にありま

すように、少人数指導につきましても、加配教

員を配置するなど、きめ細かな学習指導の充実

を図りました。

その結果、（成果）の２つ目の丸にあります

ように、小中学校ともに目標値である全国学

力・学習状況調査の結果が全国平均値以上と

なっておりますので、今回、進捗評価をＡ、成

果評価もＡという評価をいただきました。

４ページになります。２つ目に、「②幼保・

小・中・高・大の連携による教育の推進」につ

いてです。

（進捗）の幼保・小・中・高・大の連携によ

る教育については、工程表どおり進めることが

できました。また、２つ目の丸にありますよう

に、特別支援教育におきましては、「宮崎県特

別支援学校総合整備計画」などを策定し、特別

支援教育の充実を図っているところでありま

す。さらに、６つ目の丸にありますように、大

学や大学生との連携については、学生に対する

講義の実施や職員の派遣など、積極的な交流を

進めることができております。

その結果、成果の１つ目の丸にありますよう

に、就学前教育の推進が図られるとともに、２

つ目、３つ目の丸の各校種間の連携の充実によ

り、学力や体力が向上していることから、今

回、進捗評価Ａ、成果評価もＡという評価をい

ただいております。

５ページをお開きください。３つ目は、「③

教職員の社会性の向上を図る研修プログラムの

充実」についてであります。

現在、１つ目の丸にありますように、教員48

名を企業や大学等に研修派遣するとともに、教

育委員会が策定した「教職員人材育成プラン」

に沿って、教職員のキャリアに応じた研修を体

系的・計画的に実施し、教職員の資質向上を

図っております。

しかしながら、黒三角にありますように、校

内研修推進モデル校の研修の成果をモデル校以

外の学校に普及していないことから、進捗評価

はＡでありますが、成果評価はＢという評価を

いただきました。今後は、モデル校における実

践の成果を取りまとめて各学校に情報提供した

り、教育研修センターの講座内容と連携させて

活用したりすることによって、県内の学校に広

く普及していきたいと考えております。
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４つ目は、「④強化指定校による学力・競技

力の充実・強化」についてであります。

学力向上につきましては、さまざまな取り組

みを推進し、その向上に努めてまいりました。

進捗の１つ目の丸にありますように、小中学校

におきましては、「学校改善支援プラン」を作

成し、すべての学校で検証改善サイクルの確立

に努めることができております。また、２つ目

の丸にありますように、高等学校におきまして

は、「学力向上プラン」の策定や授業研究会・

合同学習会の実施、キャリアアップのための取

り組みなどの充実を図りながら、高校生の学力

向上やキャリアアップに努めているところでご

ざいます。競技力の充実・強化につきまして

は、３つ目の丸にありますように、中学校と高

等学校の連携を深めた指導体制の充実や、運動

部活動への地域指導者の協力体制の充実を図っ

ているところであります。また、中学や高等学

校における競技力推進校の指定を行った取り組

みも進めております。

成果の１つ目の丸にありますように、学力向

上につきましては、小中学校では授業がわかる

児童生徒の割合が高く、基本指標である全国学

力・学習状況調査も目標値である全国平均以上

となっております。また、２つ目の丸にありま

すように、高等学校におけるキャリアアップに

ついても、難関資格の取得などの成果につな

がっております。

しかしながら、競技力向上については、黒三

角にありますように、全国や九州大会での入賞

が増加しておりますが、全体的なレベルアップ

までには至っていないことから、進捗評価はＡ

でありますが、成果評価はＢという評価をいた

だいたところであります。今後、競技全般にわ

たりまして、指導者の資質向上に向けた取り組

みを積極的に推進してまいりたいと考えており

ます。

最後に、外部評価委員からの主な御意見を３

点記載しております。

以上、枝戦略１―２「学力・スポーツレベル

の向上」についての説明を終わります。よろし

くお願いいたします。

それでは、資料の６ペー○興梠生涯学習課長

ジをお願いいたします。

枝戦略１―３「視野の広い人材の育成・輩

出」でございます。関係課は、学校政策課、ス

ポーツ振興課、全国スポレク祭推進室、生涯学

習課、文化財課の５課・室でございます。

まず、１の枝戦略の概要にありますように、

「明日の宮崎を創造することができる有為な人

材を育成するため、若者のチャレンジ支援や生

涯学習・生涯スポーツ環境の整備、文化・芸術

等の各分野に秀でた人材の育成を強化する取組

の充実を図る」ことを目標として、基本指標に

ありますとおり、インターンシップや地域人材

を活用した教育を実施している県立学校数を指

標としております。それから、３にございます

ように、３つの重点項目を設定し、取り組んで

まいっております。

そこで、３の枝戦略を構成する重点項目の進

捗状況等でありますが、まず、「①意欲ある学

生へのチャレンジ機会（就業体験・留学）の提

供」につきましては、特別支援学校を含みます

すべての県立学校で、インターンシップや地域

人材を活用した教育活動を実施いたしました。

各学校におきましては、これらの取り組みを通

して、望ましい勤労観や職業観の育成が図られ

たところでありまして、真剣に取り組む生徒の

姿に企業側からも高い評価をいただいておりま

す。
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しかしながら、一部、例えば重点項目の一つ

に掲げておりました留学につきましては、具体

化の検討に至っておりません。このようなこと

から、①につきましては、進捗評価はＡ、成果

評価はＢとされたところでございます。

次に、②の「「生涯学習」「生涯スポーツ」

の更なる推進」でありますが、生涯学習につき

ましては、平成20年３月に策定いたしました

「宮崎県生涯学習振興ビジョン」に基づきまし

て、全庁的にはもちろん、市町村や社会教育関

係団体とも連携を図りまして、さまざまな分野

で生涯学習の振興につながる施策を実施します

とともに、県民の生涯学習活動に向けたサービ

スの提供等に努めております。また、生涯ス

ポーツにつきましては、県民総合スポーツ祭や

総合型地域スポーツクラブ推進事業など、おお

むね工程どおりに推進できたところでありま

す。さらに、全国スポーツ・レクリエーション

祭宮崎県開催準備事業につきましても、平成21

年度の開催に向けまして、計画どおりの実施が

できております。

この結果、県立学校開放講座では、32校54講

座、1,200名の受講がありました。また、めくっ

ていただきまして、次の７ページでございます

が、県民スポーツ祭の参加数が約１万7,000人に

達しまして、県内15カ所に設置されております

総合型スポーツクラブの指導者の養成も着実に

進んだところであります。さらに、県民意識調

査の結果でも、週１回以上スポーツをする人の

割合が、前年度と比較しまして3.2ポイント上昇

し、48.6ポイントとなっております。

しかしながら、生涯学習関係の情報提供を

行っておりますホームページ「ＳＵＮ―ＮＥＴ

みやざき」のアクセス数や、県立学校開放講座

のキャリアアップ講座の数につきましては、目

標を若干下回った結果となっております。この

ようなことから、②につきましては、進捗評価

はＡ、成果評価はＢとされたところでございま

す。

最後に、③の「文化・芸術・スポーツ等で秀

でた人材の輩出強化」についてでありますが、

民俗文化財の保存・継承につきましては、県内

各地の保存団体や文化財愛護少年団の活動など

を通して取り組まれておりまして、これらの団

体の活動に必要な資材の整備等に関する助成

や、少年団の交流事業などを実施いたしまし

た。また、スポーツ分野で教養の高い人材の養

成につきましては、中学校と高等学校との連携

により、一貫した指導による育成体制の構築を

図ってきたところでございます。

このような取り組みの結果、民俗文化財の保

存・継承に取り組む団体の活性化や、文化財の

保護に対する関心を高めることができたところ

であります。

しかしながら、目標としておりますトップア

スリートの育成につきましては、有望競技につ

いて競技力の向上は図られましたものの、全国

大会等で安定して活躍できる人材の育成がいま

だ課題となっております。このようなことか

ら、進捗評価はＡ、成果評価はＢとされたとこ

ろであります。

４番目に、外部評価委員の御意見を掲げてお

ります。以上でございます。

よろしくお願いいたし○稲元高文祭推進室長

ます。

初めに、お礼を申し上げたいと思います。

先ほど、教育長からもございましたけれど

も、さきに三重県で開催されました全国高等学

校総合文化祭におきましては、横田委員長を初

め委員の皆様に、暑い中、御視察をいただきま
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した。お忙しい中をお越しいただきまして、参

加する生徒に激励のお言葉もいただきました。

本当にありがとうございました。

また、先ほど、委員長から温かいお言葉もい

ただきましたけれども、先週土曜日に開催され

ました第34回全国高等学校総合文化祭プレ大

会、第31回宮崎県高等学校総合文化祭の総合開

会式におきましても、御臨席いただき、ありが

とうございました。重ねてお礼を申し上げま

す。

それでは、７月29日から５日間にわたり開催

されました第33回全国高等学校総合文化祭の結

果について御報告いたします。

常任委員会資料の16ページをお願いいたしま

す。

ことしは、資料にありますとおり、本県から

は、日本音楽部門から国際ボランティア部門ま

で、計18部門に373名の生徒が参加しておりま

す。表の左端に縦書きでお示ししております開

催形式のうち、コンクール形式と競技形式にお

ける成績優秀者には、大会会長の表彰がござい

ます。

本県の高校生の受賞につきましては、ゴシッ

ク体でお示ししておりますけれども、コンクー

ル形式の写真部門で優秀賞と奨励賞を各１名、

競技形式の小倉百人一首かるた部門で奨励賞を

１団体、また、専門部会長の表彰になりますけ

れども、フェスティバル形式の書道部門で特別

賞を１名が受賞しております。

来年度はいよいよ宮崎大会が開催され、全国

から多くの高校生が来県いたします。今後も本

県高校生の技術の向上等に努めますとともに、

運営につきましては、県実行委員会等で各種の

協議を行いまして、円滑な運営とおもてなしの

心を重視した思い出に残る大会にしたいと考え

ております。今後とも、御理解・御支援をよろ

しくお願いいたします。以上でございます。

スポーツ振興課の報○川崎スポーツ振興課長

告事項でございます。

資料の17ページをお開きください。

７月28日から８月20日まで、奈良県を中心に

開催されました全国高等学校総合体育大会の結

果についてであります。

まず、団体の部では、バスケットボール男子

の延岡学園高校と新体操男子の小林秀峰・工業

高校が２連覇を目指しましたが、バスケット

ボールは２位、新体操は３位でありました。団

体の入賞は、６競技６種目となっております。

個人の部につきましては、陸上競技女子100

メートルハードルで、宮崎商業高校の清山ちさ

とさんが優勝、川崎葵さんが２位となり、大き

な話題となりました。また、表の中ほどにあり

ますウエイトリフティングの53キログラム級で

富島高校の高尾宏明君と、その下の柔道男子個

人60キログラム級で宮崎日大高校の志々目徹君

が優勝するなど、個人全体では11競技38種目で

入賞しております。

団体と個人を合わせますと、44種目の入賞と

なり、過去最高でありました昨年度の47種目に

は及びませんでしたが、これに匹敵する入賞数

となりました。

次に、全国中学校体育大会の結果についてで

あります。18ページをごらんください。

団体の部では、日南市立榎原中学校のバレー

ボール男子と小林市立三松中学校ハンドボール

男子が堂々の３位、同じく三松中学校ハンド

ボール女子と三股町立三股中学校剣道男子が５

位入賞を果たしました。

個人の部では、陸上競技３年女子100メートル

で日南市立東郷中学校の安部早也加さんが４位
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入賞、柔道女子個人で都城市立西中学校の入来

成美さんが５位入賞となっております。

下段には、参考として競技団体主催の大会を

記載しておりますが、第17回全国中学生空手道

選手権大会、男子団体組手の部の新富町立富田

中学校の３連覇を初め、５種目で優勝、１種目

が２位というすばらしい結果を残しておりま

す。

全国中学校体育大会に準ずるこれらの大会の

入賞者数と全国中学校体育大会での結果を加え

ますと、本年度の入賞者数は14種目となりま

す。

以上のように、高等学校、中学校ともに、各

学校の指導者の熱心な指導によりまして、今回

の結果につながったと考えております。また、

県の施策でもあります競技力向上推進校の指定

やトップアスリート育成事業などによりまし

て、競技力向上への対策が着実に実を結んでき

ている成果だと受けとめております。今後と

も、少年競技力の向上に向け、各学校への支援

に努めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。

同じ○川井田全国ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭推進室長

資料の19ページと、お配りしておりますリーフ

レットをあわせてごらんください。

スポレクみやざき2009について、祭典の内容

が固まってまいりましたので、御説明をいたし

ます。

資料の１は祭典イメージであります。10月17

日の開会式から20日の閉会式まで、４日間開催

します祭典を一覧表にしてあります。

２の種目別大会参加者数ですが、都道府県代

表参加種目、フリー参加種目合わせまして、選

手、監督、役員で約１万9,000人の参加を予定し

ております。

３の開会式であります。祭典初日の10月17日

に県総合運動公園陸上競技場で実施します開会

式には、１万5,000人の参加を予定しているとこ

ろであります。

式典は３部構成としまして、第１部のオープ

ニングアトラクションは、民謡、神楽など宮崎

の文化、歴史を感じてもらう内容であり、第２

部がセレモニー、第３部、歓迎アトラクション

は、宮崎市内の小学校で取り組んでおりますＭ

－キッズ体操、高校生によるマーチング、会場

内全員によるボディーパーカッションなどで、

宮崎の若者の元気や「スポーツランドみやざ

き」の活気を感じていただきたいと考えており

ます。

次に、20ページをお願いします。４の総合運

動公園内で開催します特別行事でありますが、

大きく６つのゾーンに分けております。

みやざきＰＲゾーンとおもてなしゾーンで

は、宮崎の観光、スポーツランドみやざき、特

産品をＰＲするとともに、宮崎の郷土料理、県

産品等の販売や無料の振る舞いも計画しており

ます。

協賛企業ゾーンと特別企画ゾーンでは、高等

学校、特別支援学校、福祉施設等による製作品

の販売や健康相談、マッサージなどを行いま

す。

イベントステージゾーンでありますが、集客

力のあるキャラクターショーやタレントショー

のほか、公募いたしました出演者によるステー

ジを計画し、幅広い年齢の方々に楽しんでいた

だける内容とし、隣接するニュースポーツ体験

ゾーンで、多くの来場者が、特にスポーツに関

心の薄い方にも、気楽にニュースポーツを体験

することができるよう、31種目を準備しており

ます。
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５のシンポジウムであります。大会２日目

の10月18日に、県武道館で島田洋七氏に講演を

いただき、参加者との交流も計画しているとこ

ろです。

６の閉会式ですが、10月20日にメディキット

県民文化ホールで開催します。エンディングで

は、参加者全員での合唱を行うなど、次期開催

県である富山県との交流を深めながら、祭典を

引き継ぐ内容とします。

なお、流行の拡大が心配される新型インフル

エンザ対策でありますが、祭典に参加される選

手に対して、手洗い、うがい等の感染予防と感

染疑いのある場合の参加自粛などを事前にお願

いするとともに、各会場地や宿泊施設等にも、

消毒液の配置、ポスターの掲示を初めとする予

防対策、患者が発生した場合の対応についてお

願いをしたところでございます。

17日の開会式と20日の閉会式は、議会中でも

あり、公私ともに御多忙の中に、多くの議員の

皆様に出席いただく予定となっており、心から

お礼を申し上げます。ありがとうございます。

最後に、開催まで19日となりました。今後と

も、祭典の成功に向けて、各会場地や関係機関

と十分な連携を図り、新型インフルエンザ対策

を初め、来県者の宿泊施設や輸送手段等の最終

的な調整など、参加者から「宮崎に来てよかっ

た。また来たい」と言っていただけるよう、万

全な体制で諸準備を進めてまいりますので、御

支援・御協力をよろしくお願いいたします。以

上でございます。

執行部の説明が終わりました。○横田委員長

まず、提出議案第１号、第８号、第14号につい

ての質疑をお受けしたいと思います。

今回の補正の件ですけれども、全○丸山委員

般的なことになってしまうんですが、まず、政

権がかわりまして、補正予算の凍結もあり得る

というような発言も出ておるんですが、今回の

補正の案件で、確実にこれはすべて予算は大丈

夫なのかというのをまず総体的にお伺いしたい

と思っております。執行についてです。

結論から申しますと、確実に○金丸総務課長

これが執行停止になるとか、ならないとかいう

ことについては、わかっておりません。常任委

員会資料の１ページをお開きいただきたいと思

うんですけれども、１ページに今回の補正の全

体を書いておりますが、この一番右側の補正内

容というところに、小さい文字で事業名をずっ

と上から並べております。ここに18の事業があ

りまして、このうち11の事業が経済雇用対策、

国の補正予算に伴うものでございまして、残り

の７事業は、通常、例年この９月議会で行わせ

ていただいております国庫事業の決定等でござ

います。今の議員の御質問につきましては、国

のほうでいろんな動きがありまして、私たちも

情報収集には努めておりますが、具体的にこれ

が執行停止になるというようなものについて

は、まだ情報としてはございません。

報道等では、一応10月上旬にある○丸山委員

程度絞り込みをするというような話も来ている

んですが、そういったある程度個々の細かく来

ているというのがあるというふうに思ってよろ

しいのか、お伺いしたいと思います。

10月の上旬、今、我々が持っ○金丸総務課長

ている情報ですと、10月２日の日を目途に、総

理大臣のほうにそれぞれの各大臣が報告をしな

さいというような指示が出ているというふうに

聞いております。そういった今申し上げたもの

が９月18日の閣議決定で行われたようなんです

が、そういう中で、全体的な全事業の見直しを

しなさいという総理大臣からの指示の中で、こ
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れこれこういうものについては執行の一時保留

をするというようなものも幾つか挙げられてい

るようですが、少なくとも今県の補正予算で考

えているものにつきましては、教育委員会のも

のも含めまして、そういった一時保留をしてい

こうというものの中には入っていないようでご

ざいます。そういう意味では、少し安心感はあ

るんですが、しかし、明確にその執行停止の対

象外とされたという話もございませんので、今

のところは不透明というふうに言わざるを得な

い状況でございます。

我々が持っている情報で、特に今○丸山委員

回の議案でも上がっているんですけれども、高

等学校等生徒修学支援基金事業、これはことし

だけじゃなくて、３年間ということで、１年目

はいいけれども、２～３年目以降は非常に不透

明だという話もよく聞いているんですけれど

も、そうなった場合に、今回の条例が、確かに

残ったお金は国のほうに返還するというような

システムになっているというふうに聞いている

んですが、特にこの議案との関係がありますの

で、情報が詳しく入っていればお伺いしたいと

いうふうに思っているんですけれども。

ただいま総務課長から申○井上財務福利課長

しましたように、予算関係の情報が特にあるわ

けではございませんが、ある時点で、この基金

も民主党関係の凍結の対象と報道されたことが

ございます。現在の時点で確実なことはつかん

でおりません。ただ、この財源が仮に国から

やってまいりませんでも、ただいまの宮崎県育

英資金の運営力の枠内で、平成21年、本年度は

もちろんでございますけれども、22・23年度に

多分これは利用者は増加すると見込まれます

が、それは現在も基金で運営しているわけでご

ざいますけれども、その基金の力の範囲内で吸

収できると、このように思っております。以上

でございます。

ぜひ情報収集には気を配っていた○丸山委員

だきまして、特にこういう景気の状況でありま

すので、修学困難な生徒たちが、もしこの基

金、先ほど言いました現ある基金がうまく活用

できるように、しっかりやっていただきたいと

いうことをまずお願いしておきます。以上で

す。

ほかにございませんか。○横田委員長

それでは、その他の報告事項を含めて質疑が

ありましたらどうぞ。

ちょっと聞きますけど、地方○中野明委員

教育行政の組織及び運営に関する法律というの

は、これはずっと前からあったんですか。

以前からございました。○金丸総務課長

そしたら、以前からこの評価○中野明委員

というのはずっとやっていたわけですか。

この27条の規定は、平成20年○金丸総務課長

４月１日に創設された規定でございます。した

がいまして、この点検・評価については、昨年

度が１年目で、ことしが２年目ということでご

ざいます。

その法律の中で、この評価方○中野明委員

式、それまで規定してあるんですか。

評価方式とかあるいは様式と○金丸総務課長

か、あるいはどのようなものを評価していくん

だとかいう評価の対象とか、そういったものは

一切ございません。文科省のほうの考え方も、

どういう形でやっていくかについては、地方公

共団体の判断でよろしいということでございま

す。

これは全体的な今度の代表質○中野明委員

問でやったんですけれども、やっぱり評価委員

もこの文章で評価するんですよね。これはかな
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り私は難しいというか、評価しにくいだろうと

思います。これだけＡが多ければ、毎年の学習

なり方法なりは、少しトータルで何か上がって

いかんといかんのかなと思いますけれども、一

応そういう意見だけ言っておきます。

秀峰高校の体育館を改築する○中野一則委員

ということで議案が出ておりますが、この前、

資料を先にもらいました。秀峰高校いわゆる小

林工業高校が42年に建築した体育館で、これを

改築するわけですけれども、この体育館の耐用

年数というのは何年になるんですか。

建物の耐用年数が何年と○井上財務福利課長

いうのは、確実に出ないわけでございますけれ

ども、鉄筋・鉄骨でございますから、構造部分

は極めて頑丈かと思いますけれども、周辺の壁

ですとか、そういうものは衰えてまいります

し、今回一番、今計画的に体育館の改築を進め

ておりますのは、新しい耐震基準に照らして、

耐震性能が弱くなっているというところを中心

に進めているわけでございます。今、昭和40年

代に建築しました体育館を集中的に耐震改修事

業の対象としておりますので、それで考えます

と、30年ないし40年の耐用年数かと存じます。

以上です。

耐用年数はないということで○中野一則委員

すか。

体育館について、一般的○井上財務福利課長

に耐用年数はこうだということは、なかなか言

うことが難しいと存じます。

昭和30年代の体育館が３つ○中野一則委員

残っていますよね。これは旧体育館ということ

で、すべて別に体育館があるからいいと思うん

ですが、昭和40年から41年のものが３校、42年

が小林工業を含めて３校、43年に建築したもの

が７校、44年のものが４校ということで、昭

和44年までが建築40年になるんですよね。かな

りの数になるんですけれども、これは今後どう

いう計画で、秀峰高校みたいに建てかえとかさ

れる予定なんですか。１年にどのくらいのペー

スでいくものでしょうか。

現在のところ、体育館の○井上財務福利課長

建てかえというのは、基本的には考えられてお

りませんで、耐震改修で対応してきているとこ

ろでございますが、小林秀峰高校につきまして

は、経済対策臨時交付金という一種の僥幸がご

ざいました関係で、全面改築になりましたけれ

ども、基本的に今、各体育館につきましては、

耐震改修事業で対応しているところでございま

す。

耐震化が進んだものは、しば○中野一則委員

らくは古いものでもずっと続けるということで

すか。

そのとおりでございま○井上財務福利課長

す。

工業高校のものは耐震化して○中野一則委員

いなかったんですか。

現在の小林工業（小林秀○井上財務福利課長

峰高校）の体育館につきましては、耐震改修は

まだ行っておりませんでした。

では、耐震化をしていないの○中野一則委員

は、44年度までに建設したもので、あと何校あ

るんですか。していないものはどことどこか。

今、皆さんのお手元に資○井上財務福利課長

料があるわけではないと存じますが、今後、門

川高等学校ですとか宮崎海洋高等学校ですとか

妻高等学校、みやざき中央支援、宮崎東等、そ

れから都城農業、赤江まつばら支援、宮崎商

業、福島、そういったところが改修の対象に

なってまいります。それ以外は、閉校に伴う取

り壊し予定でありますとか、あるいは耐震改修
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の必要がない強度を備えている、あるいは耐震

改修が終わったというところでございます。

小林工業高校は耐震化してい○中野一則委員

ないから、今回こういう名目の事業で建てかえ

るということになったんだということですが、

あと44年度までに、かなりの学校があるんです

けれども、普通は古いものから順番に建てかえ

をしてもらうということで、黙ってじっと我慢

して待っているんですよね、それぞれの学校

が。なまじっか耐震化してもらったばかりに、

その順番が回ってこないとなれば、何かじっと

しておれば耐震化してもらうことがばからしい

ということになるんですが、古いものから計画

的に何かつくりかえるということにはならんの

ですか。

一般的に古いものからと○井上財務福利課長

いうふうな感じがすることは確かでございます

けれども、実際に耐震性能の検査をいたしてみ

ますと、古くても耐震性能が備わっているもの

がままございまして、なかなか機械的に古いも

のから全面改修の対象になるということにはな

らないのが現状でございます。

今度の小林秀峰高校は増校等○中野一則委員

対策緊急整備事業ということで、生徒数がふえ

たということが大義名分になっているようです

が、あながち旧、今の体育館があるころの人数

と今回予定する人数とに差はないんですよね。

生徒数がふえるということにはならんのです

が、この事業名にどうか苦しむんですけれど

も、例えば非常にこの小林秀峰高校はスポーツ

熱心で、アリーナ面積を1.8倍と言われたですか

ね、ふやすとか本会議で言われて、喜んでいる

わけですが、古い高校で都城工業高校、秀峰よ

りも２年古いわけですが、バレー部で全国優勝

したり、中村委員の母校でもありますが、ここ

らあたりは改築の見通しとか、計画に全く載っ

ていないんですかね。大規模校で、しかもス

ポーツ、いろいろ熱心なところ、小林秀峰に劣

らない学校だと思うんですが、しかも２年も古

い体育館、何か新しい体育館もあるんですか

ね。

都城工業につきまして○井上財務福利課長

は、耐震性能の調査をいたしました結果、安全

という結果が出ておりますので、耐震改修事業

の対象にはなってございません。小林秀峰でご

ざいますけれども、小林秀峰高校の現体育館よ

りも１人当たりのアリーナ面積が狭い学校とい

うのは１～２校はございます。それから、これ

より古い体育館も多少はございますし、まだ耐

震改修が終わっていない学校は、先ほど申し上

げましたとおり幾分あるわけでございます。そ

れから、今おっしゃられましたとおり、運動部

活動が非常に盛んな学校で、体育館を活用して

いるという学校も幾分あるわけでございますけ

れども、この４つの条件をすべて備えておりま

すのは小林秀峰だけでございまして、そういう

中で今回経済危機対策臨時交付金が活用でき

て、財政的に１校のみ改築ということが可能だ

という環境の中で、小林秀峰高校体育館の改築

を今御提案申し上げているということでござい

ます。

40年以上たった学校がかなり○中野一則委員

ありますから、古いものから順番に、余り後先

にならんように、ひとつ計画どおり順次建てか

えができるように要望しておきたいと思いま

す。なぜこういうことを言うかというと、待ち

望んでいる高校があるということですので、ど

この学校とは言いませんけれども、非常に学校

全体の構図を見た場合に、体育館を別のほうに

移動したほうがグラウンドの使い勝手とかいい
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んですよね。そういうことでお願いしておきま

す。

それから、さっき開口一番委員長が、総合文

化祭の三重大会のことやら、この前の、おとと

いのことやらを言われましたが、私も行って非

常に感動しました。それで、ことしの三重大会

には、373名が宮崎県から参加したということで

したが、全国で２万人、来年の宮崎大会もこの

前のあいさつで２万人の生徒が参加するという

ことでしたが、同じ規模ということですよね。

せっかく宮崎県内で開催されるわけですから、

ことし参加した373名よりも多く宮崎県の生徒は

参加できないんですか。そのようになっている

わけですか。

来年の参加につきまし○稲元高文祭推進室長

ては、先ほど申し上げました373名というのは部

門の参加でございますので、各部門のこれから

の代表になる数によって違ってまいります。以

上でございます。

それから、この前のプレ大会○中野一則委員

とか県の大会、案内してくれたり、いろいろな

準備等、大会のそういうことで、かかわる生徒

もかなりいらっしゃいますよね。そういう人は

延べどのくらいいるものでしょうか、全国大会

の場合に。

運営要員という言葉を○稲元高文祭推進室長

私ども使っておりますけれども、運営要員は各

大会によって、先催県の各大会を聞いてみまし

たら、数がかなり異なっております。ただ、来

年度の全国大会を目指しまして、私どもも生徒

が中心になって生徒の考えも取り入れた大会に

したいと考えておりますので、教職員のみなら

ず関係する子供たちにも若干、全国大会のほう

を今年度は視察してもらったところでございま

す。以上でございます。

参加する人、今、運営要員と○中野一則委員

言われましたが、その運営要員とか、あるいは

見学とか、そういう形で一人でも多くの生徒

が、せっかく宮崎県で開催されるわけですか

ら、参加とか、かかわる形をぜひ学校ごとにつ

くってほしいなと。できたら全生徒が見学でも

できるように各学校ごとに対応できると、非常

に感動していい経験ができるんじゃないかな

と、こう思っているんですよ。ぜひ、そういう

取り組みをお願いしたいと思います。

それから、飛び飛びで申しわけありません

が、委員会資料の４ページ、ここで言うべきこ

とではありませんが、全国学力・学習状況調

査、いわゆるこの学力調査の結果を各教育事務

所ごとに発表されましたよね。非常にいいこと

だというふうに思っております。できたら学校

ごとにぜひ発表する形を、鳥取でしたかね、ど

こか鳥取か島根かされたんですが、宮崎県も前

向きに取り組んでほしいなと。そしてまた、先

生ごとに何かそういう結果発表をしてもらうと

いいがなと、こう思っているんですよね。やは

り先生によってかなり、そこは調べていないん

ですかね。でこぼこはないんですかね。いわゆ

る優秀な先生と、そうでないと言うと語弊があ

りますが、いかがなものでしょうか。

先生ごとのということから○山本学校支援監

御回答したいと思いますが、学級編制がありま

して、学級ごとに、例えば６年生が受けるテス

トのときに５年生の担任がかわっているとか、

中学校で言えば教科担がかわってくるというこ

とで、なかなか教科担がかわってきて、前の教

科担まで捜して集計をし直すというのは、非常

に難しゅうございます。というのが学校現場の

現状でございます。

それから、公表につきましての件でございま



- 42 -

すけれども、国の学力調査につきましては、今

年度から市町村教育委員会の御了解をいただき

ながら、教育事務所ごとに公表したわけでござ

いますけれども、市町村ごとの結果の公表につ

きましては、この参加の決定をしました市町村

教育委員会の判断にゆだねるということでござ

いますので、各学校の公表につきましては、学

校の判断ということでございます。それはまた

文科省の実施要綱にも記載されておりますの

で、そういうふうに私たちは考えているところ

でございます。ただ、もう一つつけ加えるなら

ば、本県は、小学校１校、中学校１校という市

町村が、小学校で２市町村、中学校で７市町村

ございますし、また、複数の学校があっても、

例えば中学校で、２つの学校で21名とかいう町

村もありますので、なかなか厳しい状況もあり

ます。以上でございます。

１市町村に１校云々と言われ○中野一則委員

ましたが、また大阪府は、そういうことで配慮

されたようですが、だから、すべての学校を市

町村の教育委員会にゆだねるんじゃなくて、全

校を公表すると、そう県の教育委員会がすれ

ば、市町村が発表することだろうか、せんこと

だろうかと悩む必要もないし、人間ならできる

と思うんですよね。ぜひそれの実現をお願いし

たいと思います。

それから、先生ごとの、分析してあるかどう

かわかりませんが、ぜひお願いしたいと思うん

ですよね。例えば、歳出予算説明資料の223ペー

ジ、先生たちに非常にレベルの差があるから、

それを平準化というか、みんな高めないかんわ

けですね。低い人もいるから高めたいというこ

とだと思うんですよね。ここに子どもたちの読

解力を高める指導者養成研修事業1,000万円とあ

りますが、みんな高ければ、こういう事業はな

いと思うんですよ。予算は必要じゃない。低い

から上げたいという事業があるわけですから、

数学にしても国語にしても英語にしても、そう

いう先生もいるという、私から見れば、先生は

これ以上の人はいないと思っていたんですが、

ここの223ページでこういう項目があったから、

そうでない人もいるんだなというふうに変な理

解をするわけですね。ですから、全授業のすべ

てを比較すれば、どの先生がどうだというのが

わかって、先生も公表したことで非常に努力を

されると、わざわざ県費を使わんでも個人で努

力をされると思うんですよね。絶対負けない、

おれの教え方は他の人には負けないんだという

気概で、非常に努力を、勉強されて、そのおか

げで生徒のレベルも高くなっていけば、県のお

金は要らずに非常にレベルアップができる、こ

れにこしたことはないと思うんですよね。なぜ

そういう発表を、せめて学校ごとの発表をでき

ないものだろうかと思うんですけれども、いか

がなものでしょうか。

過度な競争、序列化という○山本学校支援監

ことを私たちは一番心配するわけでございます

し、そういうことで、文科省の実施要綱にもそ

ういうふうに書いてありますので、なかなか難

しいというのが現状でございます。以上でござ

います。

過度な競争って、今、過度な○中野一則委員

競争をしようしようとしているのが県の教育委

員会ですよ。高校に中等校を併設する。今回も

条例改正が出ましたが、私立の学校が中高一貫

教育で、非常にすばらしい生徒がそこに集中さ

れる。だから、そういうことにならないよう

に、公立であっても中高一貫教育をしようしよ

う、宮崎でつくった、じゃ都城もつくってく

れ、つくってくれと都城出身の県議の人は言
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う。自分の地域にそういう学校をして、レベル

を上げようとするわけでしょう。だから、過度

な競争と言われるけれども、レベルアップをす

るための方策だから、僕はこれにこしたことは

ない、いいことだと思うんですよね。何かそう

いうのに弊害があるとは思わないんだけど、ぜ

ひ実施をしていただくようにお願いをしておき

ます。

それから、239ページ、県立図書館の空調機更

新事業ということで説明がありました。これは

老朽化のためにということでしたが、老朽化を

確認したのはかなり古いんですかね。

おっしゃるとおり、大変○興梠生涯学習課長

古うございまして、現地に図書館が昭和63年に

開館しております。それからずっとこの空調設

備を使っておりまして、本来は15年の耐用年数

でございますけれども、それを７年程度経過し

ているというような状況でございます。

それで、古文書を適正に管理○中野一則委員

したいという説明でしたが、老朽化を確認して

今回するわけですが、古文書が適正に管理でき

ないから、こういう整備をされるわけですが、

その修理、修繕、更新がおくれたことで、古文

書が適正でなくなったということになっている

んですか。

２系統の空調で運用して○興梠生涯学習課長

おりまして、１つは閲覧室あたりの空調です。

それから、ほかには書庫がいろいろございます

ので、そういったところの空調がございます。

先ほど申し上げましたように、古文書とかいろ

いろ貴重な資料を保存しておりますけれども、

実は６月30日に故障しまして、１基だけの運用

となりました。ことしは暑うございましたの

で、利用者の方々に不便を来したというのもご

ざいますし、それから一部、古文書ではないん

ですけれども、収納している書籍にカビが発生

したというのがございます。カビは適切に除去

したんですけれども、そういうふうな不都合が

ございました。以上でございます。

古文書、古文書と言うけれど○中野一則委員

も、ここの図書館で管理している一番古い古文

書はどのくらい前のものなんですか。

ちょっと今資料を持って○興梠生涯学習課長

きていませんけれども、有名なものとしまして

は、日高文書とか小寺文書といった江戸時代の

武士あたりが作成されました日記等がございま

す。

そういう古いものは、図書館○中野一則委員

で適正な管理ができるんですか。別途何か管理

する方法ってないんですか、施設とか。

古文書を整理する専門の○興梠生涯学習課長

方が非常勤でいらっしゃいまして、整理をして

いっております。それで、やはり温度管理とか

そういったものを適切にしながら、適正管理に

努めているというような状況でございます。

それから、委員会資料のほう○中野一則委員

の13ページ、いわゆる都城農業高校の生乳の抗

生物質が検出されたという案件ですが、説明を

事前に受けて承知しました。それで、この搾乳

したものを車のタンクに積み込む前に、こうい

う検査というのは普通するんじゃないかなと思

うんですよね。普通は農家も必ずそれをしてミ

ルクタンク車に入れると思うんですが、この農

業高校はそういうことはしていないんですか。

おっしゃるとおり、最初○井上財務福利課長

に各戸で回収する際に検査が行われますが、そ

の第１次検査においては、抗生物質が混入して

いるかどうか、このレベルの検査はございませ

ん。これは、霧島集乳所というところでござい

ますけれども、そこに行って初めて、第２次検
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査において、この物質が検出される検査が行わ

れることになっています。以上でございます。

だから、出荷用の搾乳機を○中野一則委員

誤ったというのが原因だということですが、そ

れなら抗生物質は、そういう検査はしていない

ということですね。単なる機械操作を誤ったが

ためにこうなったと、それだけのことですね。

機械操作と申しますよ○井上財務福利課長

り、乳牛の乳房、搾乳口といいますか、乳首と

いいますか、それは４つあるわけでございます

けれども、この４つの乳房、乳首といいますか

は、体内において完全に分かれているんだ―

そうでございまして、この４つのうち一部が乳

房炎に罹患しても、他の乳房から搾乳したもの

は出荷するというのが酪農家の一般のやり方で

ございます。当農業高校においても、それに

倣っていたわけでございますが、そういう状況

の中で混同が生じたということでございます。

以上でございます。

わかりました。90万円程度の○中野一則委員

損害ということですが、かなり日数もたってお

りますが、損害額はまだ具体的にはわからない

わけですか。

ほぼこれぐらいと考えて○井上財務福利課長

いますけれども、あとはやはり組合連合会との

もうちょっと詰めた協議の中で、円単位までが

出てくると思っております。以上でございま

す。

次に、この評価のことについ○中野一則委員

てお尋ねしたいと思うんですが、最初に説明が

ありました学校支援ボランティア、コミュニ

ティ・スクール云々という項目ですが、進捗

Ｂ、成果Ａですけれども、オープンスクールに

ついて88.4％の学校が実施しているということ

で、ほとんどの学校が実施しているわけです

ね。この88.4％というのは、学校数にして何校

なんですか。

学校数を、幼・小・中・県○吉村政策企画監

立学校を合計いたしますと、421校でございま

す。

じゃ未実施の11.6％は何校で○中野一則委員

すか。

55校でございます。○吉村政策企画監

わずか55校の学校が実施をし○中野一則委員

ていないということですが、55校のうちに実施

する必要のない学校があるんですかね。

実施する必要のない学校と○吉村政策企画監

いうことですか。これは保護者ですとか、保護

者だけではなくて地域の方々にも、学校の取り

組みといいますか、学校の教育活動を理解して

いただくということの一つの手だてでございま

すので、実施しなくてもよいというようなこと

ではないというふうに考えております。

ほとんどの学校が実施してい○中野一則委員

るのに、わずか11.6％、55校が実施していない

ということですが、ほんのわずかですよね。お

くれているというか実施しない学校、なぜ積極

的に、おくれているという意識がないんですか

ね、しないところは。

校種別に申し上げますと、○吉村政策企画監

実施していない多くの学校が幼稚園でございま

す。保護者に対しては、教育活動を公開すると

いいますか、授業参観というのがあるんですけ

れども、保護者だけではなく地域の方々に公開

するというオープンスクールが、なかなか幼稚

園では現在のところ取り組まれていないという

のが現状でございます。

じゃ小中高にはないんです○中野一則委員

ね。

小学校が13校、中学校が19○吉村政策企画監
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校、県立が９校でございます。以上が実施して

いないという数字でございます。

55校はほとんど幼稚園と言わ○中野一則委員

れたけど、今これを合わせれば、暗算すれば41

校になって、55校の大半は小中高となりません

か。

公立幼稚園が全体で20園で○吉村政策企画監

ございますので、割合から言いますと、14の園

が実施していないということで、割合的には幼

稚園が高い割合になります。

していないところ、今日では○中野一則委員

もうしてあると思うんだけれども、こういう大

方がするときには、乗りおくれというか、人並

みにおくれることがないように、人並みに一緒

に行動できるような学校づくりをお願いしたい

と、そのことを言いたくて、そのことを質問し

ました。御指導をよろしくお願いしておきま

す。以上です。

１点だけ確認させてください。委○新見委員

員会資料の２ページの高等学校等生徒修学支援

基金事業についてですが、この基金事業が円滑

にスタートするとして、事業の期間は来月の20

日から、そして使い道としては今の育英資金の

補給ということらしいですが、今の育英資金が

一般採用、予約採用、緊急採用とかありますけ

れども、例えば今年度の一般採用で外れた子た

ちに対して、この基金を使って追加で申し込み

ができるとか、そういうことでしょうか。

ちょっと具体的に教えていただきたい。

今おっしゃられたことで○井上財務福利課長

すと、従来の採用の基準を変更する、緩和する

ということになろうかと思いますけれども、今

のところ基準の緩和ということは予定しており

ませんで、現在、今の基準の範囲内で、平成20

年度に比べて純粋に増加した利用者分について

の経費をこの制度で補給しているということで

ございます。

今の現時点の例えば緊急採用、こ○新見委員

れは今年度何名ぐらいやったんですか。

緊急採用は、ちょっとお○井上財務福利課長

時間いただきたいと存じますが、昨年度の場

合22名でございました。大体そういうふうな基

準でいっております。今、実は、この制度を活

用せんがために、従来のペースですと執行して

いる事務がとまっておりまして、この資金を活

用していける段階になって初めて従前の動きが

出てくるということになっております。

もう一回。○新見委員

平成20年度の利用者数を○井上財務福利課長

超える部分につきましては、この制度枠の中で

経費を賄うということを予定しておりますの

で、平成21年度分を超える部分の、採用はもう

決まっているわけでございますけれども、奨学

金支給事務は今のところ停止しているといいま

すか、この制度が始まるのを待っているという

ことでございまして、それはすなわち、この議

会で基金条例を御承認いただきまして、それで

初めて国費を基金に受け入れることができるわ

けでございますから、その時間の経過を待って

いるという状態でございます。

そうすると、一般採用なんかは10○新見委員

月に、４月にさかのぼって支給するというふう

になっていますよね。そこ辺が今とまっている

と。

平成20年度実績分を超え○井上財務福利課長

る部分については、とまっているということで

ございます。とめざるを得ないということでご

ざいます。

それと今後ですけれども、もしこ○新見委員

の事業がスタートすれば、緊急採用もちょっと
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枠が広がるというふうにとらえていいんです

か。

緊急採用は、この制度の○井上財務福利課長

導入があるか否かにかかわらずに、旧制度の中

で必要な事態が生じてくれば、すぐに運用する

予定でおります。

これは前政権下で通った補正です○新見委員

し、こういった修学が困難な子供たちのため

に、しっかりこの事業が活用できるように、よ

ろしくお願いをしておきます。以上です。

ちょっと確認ですけど、全国○中野明委員

学力テスト、例えば小学生ですと、６年生です

か。すると、その６年生の全国学力テストの試

験の範囲、例えば６年生の教科書の範囲のテス

トか、それとも６年生だから、１年生から習っ

てきた６年間の範囲のテスト内容か、そこはど

うなっているんですか。

小学校６年生の算数の問題○山本学校支援監

で申しますと、当然数学というのは系統的な教

科なものですから、要するに、１年生から５年

生まで全体的なことをやらなくちゃわかりませ

んけれども、内容を見ますと、知識・活用、特

に活用なんかはやっぱり５年生の考え方とか

入ってきていますので、トータルで言えば１年

から５年までなんだけれども、文科省の言う話

では、卒業のときに本当に義務教育を完了して

いるかということを見たいということですの

で、より５年生の内容が多いんじゃないかな

と、細かくは見ておりませんけれども、そうい

うふうに感じております、問題を見ると。

要綱ではそういう内容はう○中野明委員

たっていないんですね。ただ、６年生を対象に

全国学力テストをやりますというだけで、範囲

とかいうのは文科省のやつに出ていないんです

ね。

実施要綱によりますと、教○山本学校支援監

科に関する調査の中では、出題範囲は、調査す

る学年の前学年までに含まれる指導事項を原則

として、出題内容は、それぞれの学年・教科に

関して以下のとおりにするということで、２つ

ございまして、①は、身につけておかなければ

後の学年で困るというようなことが書いてあ

る、②は、要するに活用する力なんかを見ます

よということで書いてありますので、中野委員

が言われましたように、何年何年とかいうこと

は書いていないということでございます。以上

でございます。

委員会資料14～15ページ、学○松田副委員長

校政策課に変わります。「大麻等薬物」に関す

るアンケート調査結果についてお教えいただき

たいと思います。この目的が、問題点を明らか

にするとともに、今後の指導のあり方について

の云々とありますが、今後の指導をどのように

考えていらっしゃるのか。先ほど少しありまし

たが、いま一度お教えください。

先ほども申し上げましたけ○山本学校支援監

れども、10月にございます県立校長会、それか

ら教育事務所長会で、問題の共有化を図ってい

く。そして、当然これは家庭との連携も図らな

くちゃいけませんので、ＰＴＡとの連携も図っ

ていく。それから、県立の生徒指導集会等も行

われる予定でございます。そこでも情報の共有

化をしていく。それから、警察との会も年４回

ほど設けておりますので、警察との連携も図っ

ていきたいというふうに考えております。以上

でございます。

この多岐にわたるアンケート○松田副委員長

内容の中でちょっとショッキングなのが、15

ページにある３番ですよね。「誘われたことが

ありますか」ということで38人、パーセンテー
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ジにすると0.7％ですが、全生徒数のうち21％を

調べたということで、これを全生徒に比較する

と、またこの数は膨れ上がると思うんですが、

このアンケートの中では、「誘われたことがあ

りますか」の一歩先、「使ったことがあります

か」という事項は今回盛り込まなかったんです

よね。

しておりません。○山本学校支援監

大変重要なポイントで、そう○松田副委員長

いう勧誘を受けたことがある生徒がこのように

いる、この事実が判明している時点で、この項

目だけでも、アンケートですからどこまで個人

情報等々の問題もあるかと思いますが、個別に

また重点的にアンケートを繰り返すとか、ある

いは地域的、学校によって、こういった生徒が

いるところ・いないところがあるかと思うんで

すが、これを追ってもっと深く調査をされる、

アンケートを深めるといったお考えはありませ

んか。

実は、松田委員が今言われ○山本学校支援監

ますように、これは１学級とっていますので、

そのデータは学校で保管しておくように指導し

ております。ですから、もう一回指導しまし

て、もう一回調査をしますので、変容も見られ

ますし、また、その指導だけじゃなくて、その

学級にそういう子供たちがいるということは学

校でつかんでおりますので、随時指導もやって

いただくようにお願いしているところでござい

ます。以上です。

使用について、勧誘の部分を○松田副委員長

今取り上げておりますが、そうしますと、これ

から先のことは各学校に任せてあるというふう

に解釈してよろしいんでしょうか。

学校任せにならないよう○山本学校支援監

に、先ほど申し上げましたけれども、10月の県

立校長会で意識をお互いに高めながら、みんな

でやっていくというスタンスで考えておりま

す。以上です。

学校校長会、ＰＴＡ等との話○松田副委員長

は今伺っていますが、いち早く警察との連帯と

かを、すぐに動くというお考えはないんです

か。

警察との連絡制度を設けて○山本学校支援監

おりますので、この文教のほうに提出いたしま

したので、追ってといいますか、すぐに警察と

も情報共有しながら、対策を考えていきたいと

いうふうに考えております。

県内でも、こういった売人と○松田副委員長

か麻薬を使っている地域がどこそこだというう

わさも飛び交っておりますけれども、またそう

いうことも一元的に情報を総合いたしまして、

早く対応していただきたい。また、この内容

は、アンケートをとった生徒たちへはフィード

バックするんですよね。

各学校のほうに全部データ○山本学校支援監

をお返ししてあります。

生徒たちにも啓蒙を、もっと○松田副委員長

突っ込んで図っていただきますように要望いた

します。以上です。

今の大麻等の関連なんですが、こ○丸山委員

の調査をしたのは７月から８月なんです。それ

以降に有名タレントが捕まりました。またかな

り意識がといいますか、変わってきているん

じゃないかと。それがいいようになっていれば

いいんですが、悪いほうになっているような気

がするものですから、この調査はことし１回で

終わるのか、また来年とか継続的にやっていこ

うというような雰囲気を感じたんですが、この

辺はどう考えていらっしゃいますか。

同じ調査を12月に実施いた○山本学校支援監
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します。

ぜひそのときに、先ほど松田議員○丸山委員

からありましたとおり、「誘われた」ではなく

て実際もしあれば、その辺はしっかりと、なか

なか個人情報でありますので難しいのかもしれ

ませんけれども、このアンケート調査の内容が

よかったかどうかも含めて、やりかえるという

ようなことで認識していいのか、どういうふう

に、同じアンケートをただ単にやるというふう

に考えていいのか、どちらでしょうか。

追跡調査を見る関係で同じ○山本学校支援監

アンケートを行いますけれども、学校のほうに

はこのような指導を行っております。１つは、

薬物乱用防止教室を今年度まだ行っていない学

校においては、速やかに薬物乱用防止教室を行

うようにということ、それから、既に行ってい

る学校におきましては、この結果をもとにし

て、全校集会等でもう一回子供たちに返してい

ただいて、やはり今の現状を把握させて、そし

て今、丸山委員が言われたような厳しい状況も

ございますので、そういう指導をお願いしてい

るところでございます。

ぜひ基礎調査をしっかりやってい○丸山委員

ただいて、基本ベースをつくっていただいて、

どう対策をしていくかを、先ほど言いましたと

おり、警察、ＰＴＡ等々、また地域と一緒に、

学校の中でこういった事案が出ないように、努

力していただきたいと思います。

ちょうど今の案件を説明され○中野一則委員

るときに、私はここにいませんでした。知りま

せんでしたが、今聞いて、びっくりしているん

ですよね。「誘われたことがあるか」が0.7％

で38人、「使用しているうわさを聞いたことが

ある」が0.8％で45人、「使用している人を見か

けたことがある」が0.4％の23人、そして「誘わ

れたら断り切れずに使用する」が0.7％で39人と

いう驚く数字が出ているんですよね。それでう

がった質問ですが、そういう情報を含めて、実

際は教育委員会は使用しているという生徒を認

知というか認識されているんじゃないんです

か。

学校のほうにいろんな状況○山本学校支援監

報告を上げていただいておりますけれども、そ

ういう状況は上がってきておりませんが、た

だ、平成17年度に私立高校の３名が大麻保持と

いうことで逮捕されておりますので、非常に

我々としては油断をしないで取り組んでいきた

いというふうに考えております。

大麻等の薬物について、私は○中野一則委員

あの芸能人を、報道されてそういう人がおった

のかということを知ったぐらいで、余りどのく

らい大物だったのかはわかりませんでしたが、

ＮＨＫでさえも繰り返し報道するぐらいだか

ら、かなりの人だったんだろうと思うんですよ

ね。それで、こういうものが学校現場に、平

成17年に私立高校で３人逮捕されたという事実

があるということですが、これが学校に、さっ

きの数字から見れば、まさか蔓延しているよう

なことはない、使用しているようなことはない

と思うけれども、何か見た人がいる、聞いたこ

とがある人がかなりいるわけですので、実際は

大変な状況になっているかもしれません。だか

ら、そのときにどたばたせんように、校長先生

を集められて何か指導されると説明されました

が、もっと厳しく実態の把握とそのときの対応

を含めて、今のうちからきちんとやっておいて

いただきたいなと思うんですよね。いつか表面

化して大変なことにならないようにお願いをし

ておきます。

最後なんですが、ことしがスポレ○丸山委員
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クをやりまして、来年が高文祭をやるんですけ

れども、それぞれ一回、スポレクならスポレク

に対しても、ことしやって終息するとかじゃな

くて、継続的に何か県内でのイベントをやろう

と考えているのか。また、高文祭にしても同じ

だと思っているんですが、一回花火がぽんと上

がって、それでなくなっていくというものだっ

たら、結局ここまで準備室なり持っていってつ

くられたのは、非常にもったいないというふう

に私は思っているんですが、今後のスポレクな

り高文祭がことし、来年あった後に、何か教育

委員会として、引き続きスポレクなり高文祭の

絡みで、継続的に、よく知事が県民総力戦とい

う言葉を使っているんですが、そういったこと

を、何らかのことをやろうという発想があるの

かだけお伺いしたいと思います。

今、○川井田全国ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭推進室長

議員から出ましたことについては、各市町村の

ほうに、ぜひ来年もイベントとして大会を続け

てほしいということをお願いしてあります。種

目団体のほうにも、そういうふうにして生涯ス

ポーツを推進するためにこういう大会を持つの

で、ぜひ来年も同じ会場でやっていただくよう

にというお願いはしてございます。

来年度、全国高総文祭○稲元高文祭推進室長

はございますけれども、ことしプレ大会に位置

づけまして、第31回目の県の高総文祭を開催い

たしました。来年以降、また32回、33回と高総

文祭は続くわけでございますけれども、全国大

会を見据えて新たに設置した部門等もございま

すので、そういった部門の定着を図るとか、高

校生の文化に対する意識の向上なんかも図って

いきたいと考えております。以上でございま

す。

先ほど、新見委員お尋ね○井上財務福利課長

の本年度の育英資金における緊急採用者の数で

ございますが、現在までに９名でございます。

以上でございます。

それでは、以上をもちまして教○横田委員長

育委員会を終了いたします。

執行部の皆さん、お疲れさまでございまし

た。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後２時48分休憩

午後２時53分再開

それでは、委員会を再開いたし○横田委員長

ます。企業局においでいただきました。お疲れ

さまでございます。本委員会に付託されました

議案について、局長並びに関係課長の説明をお

願いいたします。なお、委員の質疑は、執行部

の説明がすべて終了した後にお願いいたしま

す。

それでは説明に入らせていた○日髙企業局長

だきます。お手元に配付いたしております文教

警察企業常任委員会資料の目次をお開きいただ

きたいと思います。

本日は、提出議案関係が１件、その他報告事

項が１件でございます。

Ⅰの提出議案関係につきましては、議案第５

号「平成21年度宮崎県公営企業会計（電気事

業）補正予算（第２号）」でございます。

それから、Ⅱのその他報告事項につきまして

は、「工業用水道施設配水管の漏水について」

の報告でございます。

右のページの１ページをごらんいただきたい

と思います。私のほうからは、今回の補正予算

の概要につきまして御説明をさせていただきま

す。

まず、１の補正の理由でございますが、ダム



- 50 -

管理者でございます県土整備部が、今回の補正

予算で実施をいたします予定の綾北ダム自動濁

度観測装置取替工事につきまして、工事費の一

部を負担いたします企業局におきましても、工

事に伴う建設改良費の増額補正を行うものでご

ざいます。

次に、２の補正額についてでございますが、

（１）の資本的収入及び支出の表をごらんいた

だきたいと思います。

まず、一番上の段の資本的収入でございます

が、資本的収入の補正は今回はございません。

次に、その下の資本的支出でございますが、

補正予定額が2,238万2,000円でございます。内

訳は、全額その下にございます建設改良費でご

ざいます。この結果、表の一番下の収支残でご

ざいますが、補正予定額で2,238万2,000円の不

足ということになりますが、この不足額につき

ましては、過年度損益勘定留保資金で補てんす

ることにいたしております。詳細につきまして

は、後ほど、担当課長のほうから説明をさせて

いただきたいと思います。御審議のほど、どう

ぞよろしくお願いをいたします。

それでは、私のほうから、補○橋口総務課長

正予算につきまして御説明をいたします。委員

会資料の２ページをお開きいただきたいと思い

ます。

今回、補正予算をお願いしております綾北ダ

ム自動濁度観測装置取替工事について御説明い

たします。

本事業は、ダム管理者でございます県土整備

部が実施するものでございますけれども、企業

局におきましても、多目的ダムの費用負担割合

に応じて、工事費の一部を負担するものでござ

います。

まず、１の工事の目的でございますが、綾北

ダムの自動濁度観測装置は、選択取水設備の円

滑な運用を行うことを目的といたしまして設置

したもので、毎日一定時刻にダムの水深別の濁

度、水温を自動観測する機器でございますが、

落雷等の影響によりまして、観測機能が低下し

ております。このため、これら装置一式の取り

かえを行い、ダム管理の強化を図るものでござ

います。

次に、２の工事概要でありますけれども、自

動濁度観測装置１式の取りかえを行うものでご

ざいます。

下の写真をごらんいただきたいと思います。

この写真は、綾北ダム上空から撮影した写真で

ございまして、右側が上流側、そして左側が下

流側となっております。

まず、写真の右下の赤い矢印で示しておりま

すけれども、ここに貯水池に浮きのついた架台

を係留いたしまして、ここに自動濁度観測装置

を設置いたしております。

次に、写真の青い矢印部分ですけれども、こ

こに選択取水設備がございまして、洪水等によ

りまして、濁水長期化の問題が生じた場合、自

動濁度観測装置のデータをもとに、表層のきれ

いな水を選択しながら取水して、濁水の長期化

対策に努めているところでございます。

３ページをごらんいただきたいと思います。

自動濁度観測装置の写真を大きくして掲載して

おります。上の写真の矢印の部分、これが測定

器を制御する機器でございまして、動作の不良

が発生しているところでございます。また、下

の写真は、濁度を検出する機器でございまし

て、濁度測定値の精度が低下しており、ダム管

理に支障が生じるおそれがございます。今回の

工事は、これら機器全体の取りかえを行うこと

で不ぐあいを解消し、ダム管理の強化を図るも
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のでございます。

２ページにお戻りいただきまして、最後に、

３の工事費でございます。事業費は全体で3,800

万円でございまして、このうち企業局の負担分

として2,238万2,000円を予定しております。私

からの説明は以上でございます。

私の方から、工業用水道施設○相葉工務課長

の配水管から漏水が発生しました件につきまし

て御報告いたします。委員会資料の４ページを

お開きください。

まず、１の発生日時でございますが、９月13

日（日曜日）の18時ごろ発生いたしました。

次に、２の発生場所でございますが、日向市

日知屋亀崎東の新開橋から県道日知屋財光寺線

沿いに約380メートル北に行ったところでござい

ます。

５ページをごらんください。

まず、左下の概略位置図で御説明申し上げま

す。この中で、日豊本線と国道10号が南北に並

行して走っておりまして、中ほどにＪＲ日向市

駅がございます。この日向市駅から北東の位置

にございますのが、工業用水の給水対象となり

ます細島工業団地でございまして、図の中で赤

く塗られた部分でございます。今回、漏水が発

生いたしましたのが、国道と工業団地の間でご

ざいまして、赤いバツ印で示した地点でござい

ます。また、緑色の枠で囲んだ部分がございま

すが、この部分を拡大したものがこのページの

図面でございます。

それでは、この上の図で御説明いたします。

まず、左側の水色の部分が配水池でございま

す。この配水池から右に配水管が伸びておりま

して、新開橋の手前で２本に分岐しておりま

す。上に伸びておりますのが１号配水管、右に

伸びておりますのが２号配水管でございまし

て、それぞれ新旧２本の配水管が敷設されてお

りまして、現在、ユーザーへは新しい配水管を

通して給水を行っております。今回、漏水が発

生いたしましたのは、１号配水管の旧管でござ

います。旧管は新管時の作業時のバックアップ

用として使用する場合がありますので、配水管

のパッキンの乾燥を防ぐために、水で満たして

いるところでございますが、漏水した箇所は、

このパッキンのある継ぎ手の部分でございま

す。左上の写真をごらんいただきたいと思いま

す。これらは、漏水が発生した翌日の14日朝に

撮影いたしましたもので、左側の写真１が車道

側を、右側の写真２が歩道側を写したものでご

ざいます。ごらんのとおり、漏水はすでにと

まっておりますが、前日の漏水の状況といたし

ましては、車道側が長さ約６メートル、歩道側

は長さ約１メートルにわたり、路面に水が漏れ

出しておりまして、漏れ出した水は排水溝に流

れ込んでおりました。また、漏れ出した水の高

さでございますが、これが約６センチメートル

程度でございました。

４ページにお戻りいただきたいと思います。

次に、３の漏水の影響でございますが、13日

の19時から24時にかけまして、歩道に水が漏れ

ておりましたので、歩道を確保するため、県道

の片側２車線のうち、１車線の通行規制が行わ

れました。また、今回の漏水による工業用水

ユーザーへの給水は、新管で給水いたしており

ますので、支障はございませんでした。なお、

現在は漏水した配水管は水を抜いた状態にして

おります。

最後に、４の今後の対応についてであります

が、漏水箇所の補修工事を、発生翌日の９月14

日に着手しております。また、16日には１・２

号の給配水管につきましては、目視による点検



- 52 -

を行いまして、異常のないことを確認いたしま

した。今後は、さらに詳細な点検を行いますと

ともに、早期復旧に努めているところでござい

ます。工業用水道施設の配水管の漏水につきま

しては以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○横田委員長

た。まず、議案第５号についての質疑をお受け

したいと思います。

綾北ダム、私は行ったことが○中野一則委員

ないのでよくわかりませんが、このダムがいつ

できて、そのダムの使用目的、多目的ダム何と

かかんとか、治水、利水、何とかかんとかと言

いますよね。どういうダムなんですか。

この綾北ダムと申しますの○相葉工務課長

は、下のほうに綾第一発電所というのがござい

まして、このダムから水を私どもは発電のため

に使用しております。できましたのは昭和35年

でございます。この綾北ダムにつきまして、こ

の目的は、治水と発電でございます。それとあ

ともう一つは、国営かんがいの農業用水の確保

をするといった目的でございます。以上でござ

います。

それと、総工事費の3,800万、○中野一則委員

うち2,238万2,000円を企業局が負担するという

ことですが、発電目的が案分数の分だけは責任

があるということなんですか。38分の22の責任

があるということですか。

委員おっしゃいますとおりで○相葉工務課長

ございまして、綾北ダムの私どもの企業局いわ

ゆる発電の負担が58.9％ということになってお

ります。したがいまして、3,800万円のうち

に58.9％掛けていただきますと、2,238万2,000

円ということになります。以上でございます。

自動汚濁度観測装置、きれい○中野一則委員

な水をこれで云々と言われましたが、これはき

れいな水をというのは、取水ということできれ

いな水ということなんですかね。きれいな水を

つくらなければならない理由は何ですか。

これは綾川水系といいますの○相葉工務課長

は、大きな台風とか洪水が来ましたときに、ダ

ムの濁水が長期化するということがございまし

て、特にまた長期化いたしますと、下流のほう

で観光面と漁業関係が特にございますけれど

も、濁水対策を早急にして、清水化と申します

が、早くきれいにするというようなことがござ

いますので、そういった目的の一つの材料とし

て、自動濁度計を利用しているものでございま

す。

いわゆる濁水の長期化という○中野一則委員

ことでしたが、一ツ瀬ダムが非常に濁っていつ

も問題になっていますよね。あれと比較して、

濁水度合いというのはどのぐらいの、濁水する

ことが普通の状態じゃないわけでしょう。あれ

と比較して、どのぐらいの度合いというか、濁

水度なんでしょうか。

一応私のほうとしては20度以○相葉工務課長

上があるときを濁水が続いたというふうにみな

しているわけでございますが、大体年間といた

しまして、延べ日数でいいますと、大体２カ月

から３カ月ございますが、大体年間の回数が６

回ぐらい、濁水が平均して過去5年間でございま

すけれども、起こっております。具体的に申し

ますと、１回当たり、最近でも申しますと大体

洪水が起きまして晴れになりますが、大体それ

から１～２週間ほどすれば、綾川水系の水はき

れいになっております。長い場合でございます

が、そういった場合でも、最近では１カ月

ちょっとかかっているようなところもございま

す。以上でございます。

その濁水の原因というのは、○中野一則委員



- 53 -

一ツ瀬ダムは上流の地質が、細かい粒子がある

ということでしたが、ここも一緒なんですか。

私どもの綾川水系の、ここは○相葉工務課長

一応調査をいたしまして、濁質といたしまして

は、比較的長期間というスパンで考えれば、進

行しやすいといった調査結果が出ておりまし

て、そういった結果もございまして、選択取水

が有効的に使えるということで、平成11年度で

ございますが、この２つの選択取水設備を設置

した経緯がございます。そういった意味では、

一ツ瀬ダムと大体同じ形ではなかろうかと思っ

ております。

ダムは昭和35年にできたとい○中野一則委員

うことでしたが、この観測装置はいつつけられ

たんですか。

この綾北ダムの自動濁度観測○相葉工務課長

装置は平成10年度に設置いたしました。

観測機能が低下した理由は落○中野一則委員

雷等ということで、雷が主な原因で、わずか10

年ぐらいで機能が低下したということですよ

ね。今回取りかえる装置、またどうせ落雷が発

生するでしょうから、どのぐらいの対応になる

んですか。その雷に対する対策というものを打

たれたものの装置なんですか。

一応この濁度計につきまして○相葉工務課長

は、落雷で落ちてしまったということで、通常

耐用年数というのは、ほかのところも濁度計は

つけておりますけれども、10年過ぎたぐらい

で、綾川水系、綾南ダムをつけておりますが、

今回故障しましたのは、17年と20年に落雷の被

害を受けておりますので、先ほど説明いたしま

したが、測定制御部、この写真でございます

が、濁度検出部一式すべて取りかえる予定にし

ております。一応今のところ、濁度計につきま

しては、法定の耐用年数といいますのは、ぴっ

たしこれに合った基準というのがなかったもの

ですから、法定では17年というようなことにい

たしております。ですから、こういった落雷の

ことがなければ、17年以上は持たせたいという

ような気持ちでは考えております。以上でござ

います。

これは継続ですが、落雷対策○中野一則委員

はしているんですか。それを質問しました。

済みませんでした。落雷対策○相葉工務課長

につきましては、最初に、まず17年に災害が起

こったわけですけれども、ここは、一つ申し上

げれば、貯水池の真ん中でございますので、通

常でいえば避雷針とか、あと配電線なんかでい

えば架空地線といいまして、電線の上にもう一

本線を通して、そこで雷を受けるようにしてい

るんですが、ここはそういった場合はできませ

ん。したがいまして、ここは装置の中に避雷器

というのがございまして、高圧の電気を吸収し

て地面に流すと、そういった装置がございます

ので、そういったものを充実して、17年度に災

害が起きた後もつけておりますけれども、今度

改良を行いますときにも、より機能のある、そ

して、個数も電気回路の中にふやして、そう

いった避雷器をつけて避雷対策を図るというふ

うに考えておられるということで聞いておりま

す。以上でございます。

そういう聞いていますとい○中野一則委員

う、何か人の家庭というか他人の家庭のような

話でしたが、ここを管理する主体的な部署はど

こなんですか。

失礼しました。一応基本的に○相葉工務課長

は、この装置自体を管理していますのは県土整

備部でございます。したがいまして、工事自体

はすべて県土整備部のほうで実施をされます。

私どものほうは、この選択取水設備が発電のた
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めの取水でございますので、いわゆる選択取水

の管理を受託していると、そういった状況でご

ざいます。

ほかはございませんか。○横田委員長

では、その他の報告事項についての質疑もあ

わせてお願いします。

今後の対応というところで14○中野一則委員

日に復旧工事に着手するとともに、16日には目

視で点検を行ったということで、何か聞きよう

では工事が終わったような、まだ終わらんよう

な感じを受けるんですよね。この復旧工事とい

うものは、継続中なんですか。もう既に済んだ

んですか。

失礼いたしました。復旧工事○相葉工務課長

につきましては、現在、行っている最中でござ

います。特に時間がかかっておりますのは、写

真をごらんいただきたいと思いますが、この写

真１と２、車道と歩道側にワシントンパームと

いうのが植栽してありまして、ちょうど今回、

漏水がございましたのが、歩道の下に埋設して

あるワシントンパームの直下部分のほうが漏水

があったということでございました。この移植

といいますか、一たんのけていろんな補修工事

を掘ってやらなきゃいけないというのがござい

ますので、今のところは、10月20日までに復旧

工事を終える見込みでございます。以上でござ

います。

復旧に余り緊急は要しなかっ○中野一則委員

たと、必要はなかったということですね。復旧

についての緊急性というものは。

一応住民の方に交通規制等の○相葉工務課長

いろんな工事作業で御迷惑をおかけしておりま

すので、ユーザーのほうには支障は全くござい

ませんでしたけれども、近隣住民の方の御迷惑

を考えれば、早期復旧に努めたいというふうに

考えております。

それは旧管のほうの漏水事故○中野一則委員

だったからということでしょうが、これが新管

で直接水を工場に配給する場合には、ワシント

ンパームという木の云々かんぬんせずに、さっ

と工事をされたんだろうと思うのですが、そう

いう場合の工事期間というのは、どの程度の復

旧工事ではかかるのですか。

新管の場合は、実際給水をし○相葉工務課長

ておりますので、今回の場合は使用しておりま

せんでしたので、両側のバルブはすべてとめて

おります。そういった意味では、植栽はござい

ましたけれども、早目にできているほうだと思

います。仮に新管というお話をちょっとさせて

いただきますけれども、新管につきましては、

ダクタイル鋳鉄管ということで、実際これは平

成12年度でございましたか、新管に取りかえて

おりまして、耐震策も十分考慮した設計になっ

ておりますので、給水を断水するというわけに

もいきませんので、仮に大きな災害が来て破断

するとなれば、相当の復旧が給水しながらやら

なきゃいけないということもございますので、

今回以上にかかるのではなかろうかというふう

には考えております。

こういう水道管というのは、○中野一則委員

すぐ工事をして取りかえとか、よくあっちこっ

ち地震とかで破裂すれば復旧しますがね。こう

いうのも、工場に水を一日たりともとめるわけ

にはいかんわけでしょう。それで旧管も壊さず

に置いているわけよな。どちらかが壊れたらど

ちらかで出そうと。それで旧管も何かのあれ

で、新管も、いつまた災害があるかわからな

い。旧管もぱっとやりかえとかないかんのじゃ

ないかなと。こういう工事はすぐしておかんな

いかんのじゃないかなと思っております。だか
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ら、こういう質問をしたんですが、悠長すぎる

なという気がしているんですよ。漏水という書

き方があるから、漏れた程度という意味ですよ

ね。だからかしらんけれども、やはり企業に対

して、いつでも間違いなく、いつも水を供給し

ているという体制が万全な体制。万が一のとき

でも旧管を使って水を配ると。ワシントンパー

ムという木、それも大切でしょうけれども、何

かそういうことをぴしゃっとしないと、もし水

を送れなかったということで、損害金を払わな

いかんということにはならんわけですかね。給

水しなかったから。そういう決まりはないんで

すか。

まず、今の新管の話でござい○相葉工務課長

ますが、新管につきましては、新管と旧管を比

較してみますと、新管のほうは十分耐震性を備

えたダクタイル管と先ほど申しましたけれど

も、十分な耐震性を持ちました給水管で今は給

水しておりますので、今、想定されております

地震でございますが、7.5ぐらいのマグニチュー

ドというふうに言われていますけれども、それ

でも十分に耐震性はあるというふうには考えて

おります。委員おっしゃいますように、災害が

起きた場合にはどうするかというのはちょっと

ございますけれども、一応条例上は補償をする

というような中身は、今のところはございませ

ん。

私の聞き方がいかんかったと○中野一則委員

思うのですが、ここの工業用水は、企業に対し

て水を供給する役割があるんでしょう。価格を

下げてまでも企業のために水をやっている制度

ですからね。だから、旧管も残しておくという

のは、一日たりとも、一時間たりとも、水を供

給しないようなことがないようにしたいという

ことだと思うのですよ。それは私が例えば耐震

耐震と言うから、地震のことばかりだと。企業

テロで爆破されたり、何でも想定されることが

あります。だから、壊れたものはすぐ応急措置

をすべきことだろうなと思ったんですよ、旧管

であっても。ましてや新管もそういうことにな

るかもしれないから、そのときには旧管でぱっ

と配る。そういう旧管を残しておかないかんよ

うな状態の体制ということを思えば、新管のほ

うもいつ壊れるかわからない。万が一の体制で

旧管を残している。その万が一のためのところ

が漏水したとはいえ、すぐ工事をしておかない

といかんのじゃないかなということを言いたく

て言ったんです。それで、そういう場合が発生

した場合には、損害賠償をせないかんようなこ

とはないんですかということを含めて質問した

んだけれども、どうでしょうか。

旧管につきましても、今回、○相葉工務課長

先ほど申し上げましたけれども、復旧工事は一

番緊急に、できる限りのあれで今やっておりま

すので、植生をのけるというのはございました

けれども、いわゆるバルブで旧管につきまして

は、漏水量が少ないということもございまし

て、近隣住民の方にも迷惑をかけなかったとい

うこともございましたので、一応そういうこと

の中でも最善の緊急的にやらせていただいてい

るということでございます。仮に、近隣の住民

の方にいろんな被害があれば、当然私のほうは

補償を近隣住民の方を含めてしていかなければ

いけないのかなというふうには考えておりま

す。

悠長すぎるなと思うのです○中野一則委員

が、緊急の場合の措置というのは、10月20日に

はできるんでしょう、どっちみち。40日間と思

えばいいんですね。おたくの緊急措置というの

は40日間かかると。
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ちょっと今の説明と重複する○日髙企業局長

かもしれませんけれども、10月の20日に復旧工

事が終わるというのは、植栽工事だとか歩道・

車道の舗装だとか、そういうものを全部含めて

ということでございまして、一応継ぎ手の漏水

の補修工事が終わるのは10月３日に終わるとい

うことでございます。ただいま御指摘にござい

ましたように、早急に復旧するということはこ

れは基本でございます。私どもそういう考え方

で臨んでいるわけでございますが、ここの施設

は、下のほうに下水道管とか、あるいはＮＴＴ

の管だとかいろんなものが入っておりまして、

そこ辺のところをうまく掘り下げながら、一番

下からたしか２段目のところ辺にあったと思い

ますが、そういう状況でございますので、そこ

辺でちょっと時間がかかるということだと思っ

ております。基本的にはできるだけ早急にとい

うことで対処しているところでございます。

それから、もう一つは、企業への送水の問題

でございますが、新管がございまして、もちろ

ん新管がだめになったときのために旧管をその

まま残しておくというようなことでございま

す。タイムラグの関係で、例えば、きょうかあ

したにも新管がだめになったときにはどうする

のかという問題になりますと、これはそのとき

には非常に難しい問題になるわけでございます

けれども、基本的には早急に復旧するという考

え方でやっているところでございます。

最後に、見込みで結構です○中野一則委員

が、復旧工事には幾らかかるのですか。

今のところは約500万円程度か○相葉工務課長

かるというふうに見込んでおります。

関連してお願いいたします。○松田副委員長

この漏水なんですが、原因は何だったんでしょ

うか、お教えください。

これ、原因箇所をちょっと調○相葉工務課長

査しましたときに、５メートルの管が旧管なわ

けでございますが、その両端の継ぎ手部分から

漏れているというのが調査でわかりました。し

たがいまして、まだ予測でございますけれど

も、近くを車道が通っておりますので、車等に

ある振動等の不等沈下が原因ではないかという

ふうに考えております。

そうしますと、管本体ではな○松田副委員長

くて、継ぎ手による漏水ということなんです

が、御承知のように、この路線は大変交通量の

多いところでもありますし、また、同じような

同様の件が発生すれば、交通にも影響が出るか

というのが１点。

それから、細島港は県北のかなめであります

ので、これから15ヤード深くして、多くの船の

導入を図るとか、また企業誘致等々地元でも大

変注目をしている、本当にそのかなめの場所で

ありますので、そういった不等沈下、予測でき

ないことでしょうけれども、調査のほうもして

いただきまして、慰漏のないように図っていた

だきたい、このように要望いたします。以上で

す。

ほかはございませんか。○横田委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもちまして企○横田委員長

業局を終了いたします。執行部の皆さん、お疲

れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午後３時25分休憩

午後３時32分再開

それでは、委員会を再開いたし○横田委員長

ます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最
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終日に行うこととなっておりますので、29日に

行いたいと思います。開会時間は13時としたい

のですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○横田委員長

します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上で本日の委員会○横田委員長

を終了いたします。

午後３時32分散会
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平成21年９月29日（火曜日）

午後１時２分再開

会議に付託された議案等

○その他報告事項

・教育事務所の再編について

出席委員（８人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 松 田 勝 則

委 員 中 村 幸 一

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 満 行 潤 一

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

総 務 課 長 金 丸 政 保

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

委員会を再開いたします。○横田委員長

まず、議案の採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

それでは、一括して採決いたし○横田委員長

ます。

議案第１号、第５号、第７号、第８号及び

第14号につきましては、原案のとおり可決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって○横田委員長

議案第１号、第５号、第７号、第８号及び第14

号につきましては、原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。教育及び警察行政の推進並びに公営企

業の経営に関する調査につきましては、引き続

き閉会中の継続調査といたしたいと思います

が、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、この○横田委員長

旨、議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。委員長報告の項目として、特に御要望等

はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時03分休憩

午後１時22分再開

それでは、委員会を再開いたし○横田委員長

ます。

先ほどの協議の中で、教育事務所の再編につ

いての話が出てきまして、まだ聞いていない委

員もおられるということで、ぜひ説明を聞かせ

てほしいという要望がありましたので、急遽来

ていただきました。本当に申しわけありませ

ん。それでは説明をよろしくお願いいたしま

す。

それでは、お手元の教育事務○金丸総務課長

所の再編につきまして御説明を申し上げます。

教育事務所の再編ということで、現在、県内
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の７つの教育事務所がございます。これを３つ

の教育事務所に統廃合したいという考えでござ

います。時期については、後ほどまた述べます

けれども、来年の４月１日に実施したいという

ふうに考えております。中部教育事務所と南部

教育事務所、北部教育事務所の３つでございま

して、中部につきましては、宮崎と児湯を統合

して宮崎に設置する、南部につきましては、南

那珂、北諸、西諸を統合しまして都城に設置す

る、北部教育事務所につきましては、東臼杵と

西臼杵を統合して延岡に設置するという案でご

ざいます。

再編の理由を以下３点に整理しております。

まず、１点目が教育事務所の専門性の向上と

いうことでございます。これは現在の教育事務

所、これは一つ一つの組織の規模が小さくなっ

ております。職員数で言いますと、10数名とい

う状況でございます。そういうことから、市町

村教育委員会あるいは小中学校に対する指導助

言の体制が必ずしも十分に整っていない状況に

ありまして、特に中学校につきましては、国

語、数学、社会、理科、英語等の各教科に対応

するための専門の指導主事がそろっていないと

いう状況があります。そのため、再編をいたし

まして、１つの事務所の規模を大きくしまし

て、そして各教科専門の指導主事を配置する体

制を整備することによって、指導助言体制の高

度化あるいは迅速性につなげていこうというの

が１点目でございます。

２つ目が、市町村合併の対応ということでご

ざいまして、合併等が進みました関係で、市町

村教育委員会にも指導主事が、多数市町村教育

委員会の自前でもって、指導主事が多くなって

きております。そういうことで市町村にも力が

ついてきておりますので、これに対応して教育

事務所を再編する必要があるということでござ

います。このことは、全国的にも同じような状

況がありまして、既に実施している県が23県ご

ざいます。１ページの下のほうに書いてありま

すように、23県のうち18府県において教育事務

所の統合が既に行われておりまして、１枚ペー

ジをめくっていただきまして２ページをごらん

いただきますと、５つの府県におきまして、教

育事務所をゼロにする、なくしてしまうという

ような県も出てきております。従来から教育事

務所がない県もございますので、この結果、全

国で８つの県が教育事務所がもう既になくなっ

ているという状況があります。

３点目が、行政改革の推進ということで、こ

れは人件費等を節減して行政サービスに充てる

経費の必要性を述べているところでございま

す。

今後のスケジュールでございますが、実は土

木事務所と違いまして、教育事務所の場合には

条例事項ではございませんで、教育委員会の規

則で定められているということになっておりま

す。これは本県だけではなくて、各県も同じよ

うな仕組みでございます。その関係で県議会の

議決を経ないで改正していくということに手続

上なります。それを11月の教育委員会で予定し

ておりまして、そして、先ほど申し上げました

ように、来年の４月１日に発足していきたいと

いう考えでございます。

次に、Ａ３判で図を書いております。このＡ

３伴の左のほうの図が教育事務所再編のイメー

ジでございまして、宮崎教育事務所に15名、児

湯教育事務所に12名、合わせて27名の職員がお

りますが、これを再編後、中部教育事務所は24

名、すなわち所長と総務課長と教育推進課長の

３名が減員になると。すなわち、実動部隊は減
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らさないという考えでございます。これは下の

ほうのそのほかの教育事務所も同じでございま

して、南部教育事務所については、現在、合計

して36名であるものを30名にしようと、管理職

が３名掛ける２つの事務所が減るということで

ございます。東臼杵と西臼杵についても同様の

考えで、29名を26名に、将来のことはこれはわ

かりませんけれども、当面はそういう体制を

とっていこうということでございます。

３番の右側のページをごらんいただきます

と、これは先ほど申し上げました専門性を持っ

た教職員が現在配置されてないというものを図

式化したものでございます。例えば、上の段、

宮崎教育事務所と児湯教育事務所ですが、宮崎

教育事務所については、中学校の国語と理科の

専門の指導主事がいないという状況がありま

す。児湯教育事務所は、国語、数学、社会、体

育について専門の指導主事が現在いないという

状況があります。これを下のように中部教育事

務所にしまして、国語、数学、社会、理科、英

語、体育、それぞれ専門の指導主事を配置する

ことによって、専門性を高めていこうと。必ず

しも行政改革で職員数を減らすとかいうマイナ

ス面と申しますか、デメリット面だけではなく

て、充実強化というプラス面をこの再編でもっ

て導き出そうという考えでございます。

説明は以上でございます。

説明が終了いたしました。委員○横田委員長

の皆さん方、質問がありましたらどうぞ。

７教育事務所今あるんです○中野一則委員

が、この体制はいつからこういう体制になった

んですか。

戦後、昭和23年に教育事務所○金丸総務課長

という名前ではございませんでしたが、出張所

という名前だったと思いますけれども、７つの

体制は昭和23年でございます。ただ、途中で昭

和27年にそれが６カ所になっております。これ

は宮崎管内の分がこのときなくなっておりまし

て、恐らくこれは想像で申しわけないんです

が、宮崎管内については、本庁で携わることに

したのではないかと思います。それが昭和42年

にまた７カ所に戻っているようでございます。

教育事務所という名前はいつ○中野一則委員

からあったんですか。

昭和37年でございます。○金丸総務課長

そのときには６教育事務所○中野一則委員

だったんですね。

そうでございます。○金丸総務課長

そうすると、昭和42年には７○中野一則委員

教育事務所ということで現在に至っていると、

こういうことですね。

はい。○金丸総務課長

それから、もともとないとこ○中野一則委員

ろが３県。そして、廃止されたのがその後５県

で８府県。８府県を見ると、宮崎よりも人口的

に大きいのは大阪、三重、山口県だろうと思う

のですが、かなり大きな大阪府でさえも一つも

事務所がないわけですが、何かないところも調

査された経緯があるんでしょうか。

特に調査しましたのは、九州○金丸総務課長

各県の中で長崎県が廃止しておりますので、長

崎県を調査いたしました。教育事務所の役割と

いうことなんですが、役割、大きく分けますと

２つあります。１つは、市町村教育委員会ある

いは小中学校に対する指導でございます。２つ

目が人事権、人事異動についての立場でござい

ます。教職員の人事異動に携わる。大きく言い

ますとこの２点がございます。長崎県につきま

して、最近６つをゼロにしたということで調査

しました。この弊害といたしまして、その人事
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権の問題がございまして、やはり学校を指導す

るということと人事異動するということは表裏

一体の関係がございまして、やはり現場に近

い、現場に教育事務所がなくて、本庁でそれを

すべてやるということに伴いまして、人事異動

上の、問題点、これをもう少し具体的にいいま

すと、市町村教育委員会で力のあると申します

か、そういうところに有能な教職員が集中する

とか、そういう全県的に見た場合に必ずしも適

正な人事異動が行われないというような問題点

を聞いているところでございます。したがいま

して、ゼロにしてしまうという選択肢はとらな

いほうがいいのではないかという結論をとった

ところでございます。

大阪府はかなり大きいんです○中野一則委員

が、何か参考になるようなことはなかったんで

すか。

大阪は調べておりません。○金丸総務課長

それからないところ、廃止を○中野一則委員

含むのが８つ、本年度までに18府県、合わせ

て26ですか。47都道府県だから、あと21都道県

になりますかね、ちょっと見たら。ここで来年

度以降、編成の取り組みをされているところが

わかっているところはないですか。

把握しているものですと、鹿○金丸総務課長

児島で一定の統廃合をやっていこうという動き

があるようでございます。その他は、把握して

おりません。

これは議会の承認の必要はな○中野一則委員

いと、いわゆる条例等の改正には必要ないとい

うことで、教育委員会で決められるということ

でしたが、我々にもこういうことで正式な委員

会で報告をされたわけですが、我々が決めたこ

とを、どう決まるかわかりませんが、そのこと

を参考にされる余地があるんでしょうか。

県議会の皆様、特に文教委員○金丸総務課長

会の皆様方には、きちんと御説明をする必要が

あるというふうに考えておりまして、実はきょ

うからその説明についてのスタートを開始し始

めたところでございます。幸いこういう場で説

明の機会を得ましたので、文教委員会の皆様方

からの御意見は当然ながら参考にさせていただ

きたいというふうに考えております。また、私

どもも十分な御説明を申し上げたいというふう

に考えております。

現状のことについてお伺いしたい○丸山委員

のですが、中学校は特に専門の指導主事が整っ

ていないということなんですが、具体的にそれ

はどういう支障が出てきているのかというのが

１つと、それがある関係で、例えば今回の学力

テスト等で影響があったとかなかったとか、そ

ういうことも判断の一つの中でこういう考えが

出てきたのかということをお伺いしたいと思い

ます。

まず、支障としましては、私○金丸総務課長

どもは現場を回りまして、現実に教育事務所に

おられる指導主事の方々の負担と申しますか、

特に精神的負担、これは何かと申しますと、自

分の専門ではない教科について、ある意味では

専門の方々に対して、学校現場におられる専門

の方々に対して、専門でない自分が勉強して指

導していくということについての精神的負担と

いうのをよくこれは耳にします。それだけが原

因ではないとは思うのですが、教育事務所にお

きましても、精神的ストレスを抱えてダウンを

された職員がここ数年複数おられます。そうい

うような状況が出てきております。

それと、２つ目におっしゃいました学力調査

等々との関係でも、具体的数字上のものはござ

いません。ただやはり、１点目に申し上げたよ
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うに、専門でない方々が指導するということよ

りも、当然ながら専門の方々が指導していくこ

とが教育水準のアップにつながるというふうに

確信しております。

教育指導主事の方がどれぐらいの○丸山委員

ことを指導できるのか。というのは、学校には

校長先生がいらっしゃいます。またもしくは、

各市町村教育委員会があったりとか、指導助言

していただけるところは、いろんなところがあ

るというふうに思っているもんですから、それ

らがこれまでどういう役割を果たしてきたのか

なということが若干イメージがわかないもんで

すから、本当に専門性とかよく言われるような

気もしつつ、実際学校長がいるから、指導主事

が来られても、本当に生かされていたのかなと

いうのを判断しづらいものですから、その辺は

ずっと体制づくりなどがどうだったのか。あ

と、教育事務所以外にも、一ツ葉にある教育研

修センター等もありますので、あちらのほうが

もっと指導的立場というか、エキスパートみた

いなとこで指導を受けられることも考えられる

んじゃないかと思いますが、そことの違いとい

うのはどう理解すればよろしいでしょうか。

教育事務所の指導主事の一番○金丸総務課長

の役割は、学校の現場に出かけていって、先生

たちが授業している姿を現実に見て、具体的に

その授業の場面で、このように改善していった

ほうがいいのではないかというような具体的な

指導をしております。そういうところが教育研

修センターあたりの役割、教育研修センター

は、どちらかといいますと、センターに学校の

先生たちに集まっていただいて、そこでいろん

な研修をしていくということですので、大きな

役割の違いはそこにあると思います。

それと、今丸山委員おっしゃいました校長先

生とかあるいは市町村教育委員会ですが、まず

市町村教育委員会から申しますと、先ほども

ちょっと申し上げましたけれども、力をつけて

きていることは間違いありません。すなわち、

市町村教育委員会が自前でもって指導主事を配

置してやっておりますが、どうしてもやはり専

門の国語、数学、社会、専門の教科すべてにつ

いて指導主事を配置するということは財政的に

もなかなか厳しい部分があります。その部分を

教育事務所が補てんしていく、役割分担して補

てんしていくということが言えると思います。

これは校長先生についても同じことがいえると

思います。校長先生もすべての教科に精通され

ているわけではありませんので、そういう各教

科ごとの専門性という意味では、なかなかすべ

てを指導し切ることはできないという状況であ

ります。

ほかの県でない県があるというこ○丸山委員

とは、教育委員会いわゆる本庁が全部一括して

やられているというシステムだと考えていいで

しょうか。

そのように理解しておりま○金丸総務課長

す。

そうなった場合に、今回の場合が○丸山委員

全体が92名から80名に教育事務所自体はこうい

うふうになるということなんですが、仮に長崎

とか山口みたいに一括した場合に、その辺の人

件費の配慮をした場合にどれぐらいかかるかと

いう試算をやられたのか、そういうのがあるん

でしょうか。

今回92名が80名ということで○金丸総務課長

すので、今回の案で申し上げた場合には、人件

費として約１億円ということになると思いま

す。今の委員のお尋ねは、全廃した場合という

ことでございましょうか。人件費１人当たり年
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間平均600万円ぐらいだと思いますので、それを

乗じた数字になると思います。

１ページの下のほうに教育事務所○丸山委員

を統合したところが18県書いてあるんですが、

それぞれどれぐらいの形の、当初が本県みたい

に７県、７カ所あったと思うのですが、ほかの

ところも面積とか人口規模によって違うと思っ

ているのですが、基本的にどれぐらい統合され

ているとイメージすればよろしいでしょうか。

上から順番に申し上げます○金丸総務課長

と、千葉県が11から５、京都府が７から５、岡

山県が４から３、岩手県が12から10、神奈川県

が７から６、新潟県が４から３、富山県が４か

ら２、石川県は４から４なんですけれども、分

室というのが２つありまして、その分室を廃止

したようでございます。山梨県が５から４、宮

城県が７から５、埼玉県が５から４、静岡県が

３から２、香川県が４から２、鹿児島県が11か

ら７です。ただ、鹿児島県は今過渡期でござい

まして、順次やっていってるようです。愛知県

が７から５、愛媛県が５から３、長野県が６か

ら４、兵庫県が10から６、岡山県は16年度のと

ころでも申し上げました。16年度が４から３に

なったんですが、21年度は３から２でございま

す。

このＡ３の右端の指導主事の○中野一則委員

配置のことでお尋ねしますが、一番下の米印で

書いてありますよね。各教科の主免許を有して

いる指導主事数を示すという、これはどこをど

んなふうに指しているんですか。

例えば、西諸県のところで見○金丸総務課長

ますと、西諸県の上の段、現在のほうですが、

中学校のところに３人、人の絵が書いてありま

す。この３人は社会と理科と英語のところに３

人書いてあります。すなわち、西諸県教育事務

所に現在いる指導主事のうち、中学校を主免許

とするものが３人いて、その方々は主免許は社

会と理科と英語であるということをあらわして

おります。

そうすると、西諸という空欄○中野一則委員

はいないということですかね。

そうでございます。○金丸総務課長

指導主事の仕事の内容という○中野一則委員

のは、さっきもちょっと出ましたが、どういう

ことなんですか。

主には市町村教育委員会、す○金丸総務課長

なわち中学校、小学校に対する指導助言・支援

ということでございます。より具体的に言いま

すと、先ほど申し上げましたように、各学校に

おいて、先生方が子供たちに授業をしているわ

けですが、その授業の内容を訪問しまして、そ

して先生方に対して、こういう点については、

こういうふうに教えていったほうがいいのでは

ないかというような指導をしております。

それは実務上本当に機能し○中野一則委員

て、実質具体的に日常的にやられておるんで

しょうかね。

基本的には小中学校はほとん○金丸総務課長

ど市町村立学校ですので、市町村教育委員会が

企画をいたします。そういう先生たちの授業を

参観をして、そして先生たちの資質を向上して

いこうという主体は市町村教育委員会にありま

す。市町村教育委員会から教育事務所に対しま

して要請がございまして、いついつどこの学校

でこういう授業があるので、来て指導してくれ

ないかというような要請に基づいていくという

ことでございます。これは十分に機能しており

まして、特に先ほど来申し上げております市町

村教育委員会に指導主事が万全に整っていない

ところ、１人もいない町村もございます。そう
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いう町村等においては、非常に教育事務所のそ

ういう役割について高い期待を持って活用して

いるところでございます。

新しい３つの事務所にするこ○中野一則委員

とで、すべての学科に配置できるということで

空白がなくなって非常に充実するように見える

んですが、果たしてこれで仕事が本当にあるの

かなという気がいたします。というのは、中学

校の現在の位置づけを見れば、中学校だけでも

空欄のほうが多いんですよね。数えてみまし

た。25人、25学科というんでしょうか。25の空

欄があって機能しているということは、なくて

も機能しているということですよね。それを新

しく３つに編成して１人ずつ配置したからこれ

が充実することではなかろう、かえっておって

もおらんでも一緒だという気がするんですよ

ね。こんなのは宮崎県に１人おればいいんじゃ

ないかという気がいたします。その証拠に、国

語なんかは全県下今でも１人もいないわけです

よね。その他というところに、東臼杵地区に何

かしらんけれども１人いる。これは本当に指導

主事制度が合併等で市町村が充実したという説

明がありましたが、それで事足りて、わざわざ

現体制でも必要ない。ましてやそれを３つに編

成したからって必要かなと、今の配置から見て

気がするんですよね。

この小中学校に対する指導と○金丸総務課長

いうことが、余り一般的には知られていないと

いうか、目にすることが少ない内容でございま

すので、委員がそのような印象を受けられると

いう点については理解はできますが、現実に市

町村教育委員会を回りますと、やはり教育事務

所に対する役割、期待というのは非常に高いも

のがございます。これは間違いございません。

特に先ほど来申し上げております宮崎市とか延

岡市とか都城市、ここらあたりは結構指導主事

が充実しておりますので、その高い期待という

のがやや薄い部分はあるかと思いますが、全く

学校の教員が、町村の教育委員会に存在しない

というところもございまして、そういうところ

については非常に高い役割があるところでござ

います。

今回再編されるということ○中野一則委員

で、では指導主事の皆さん方の意見というのを

聞かれているんですかね。

指導主事の意見、もちろんす○金丸総務課長

べてを聞いているわけではありませんが、教育

事務所長には２～３カ月前にこの話を具体的な

案としておろしまして、教育事務所長からいろ

んな意見を伺いながら進めているところでござ

います。

学校の先生からはいろんな抵○中野一則委員

抗とか何かおろせばするんでしょうが、教育委

員会は教育委員会の関係の事務所のその職員に

話を聞いても、ああだこうだという意見は出て

こないというのが正直なところだろうなと思う

のですよね。絶対服従みたいな感じを日ごろ見

受けておりますから、そういう嫌いはないです

か。

２～３カ月前に教育事務所に○金丸総務課長

この話をしまして、そしてその中では、部下職

員の意見もきちんと聞いてくださいと。そし

て、いろんな角度からの意見を述べてください

というふうに申し上げまして、その中で、かな

り多数の問題点とか、あるいはこういうことを

どうやって改善していくんだというようなこと

等が上がってきております。例えば、７つを３

つにすることによりまして、１つの教育事務所

のエリアが広がりますので、これを逆にいいま

すと、学校から教育事務所までの距離が遠いと
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か、あるいはそれぞれの教育事務所管内で校長

会とか教頭会とか、いろんな会議をしていたと

きに、そのエリアが広がる関係で遠いところま

で多数の方々が出張しなければならないとか、

そういったような今のは例えばの話ですが、そ

のような問題点等もたくさん上がってきており

ます。そういうものを一つ一つ解決していきな

がら、今作業を進めているところでありますの

で、委員がおっしゃいましたように、意見が出

てこないというようなことは、私どもは感じて

おりません。

活発な意見が出ているという○中野一則委員

ことですかね。まだクリアしてないんですか

ね。

活発に意見が出てきていると○金丸総務課長

いうふうに理解しております。

出たんですか。○中野一則委員

出ております。○金丸総務課長

まだ聞いている途中でしょ○中野一則委員

う。

教育事務所からの意見は一応○金丸総務課長

集約が終わったところでございます。それで、

今後のスケジュールなんですが、先ほど申し上

げましたように、11月の定例教育委員会で最終

的な判断に持っていきたいと思っておりますの

で、この10月中に市町村を回って、市町村に御

説明をしまして、御理解を得て御意見を承ろう

というふうに考えております。

もう１点、いわゆる都道府県○中野一則委員

の教育事務所のことはわかりましたが、じゃ政

令都市はどういう仕組みになっているんですか

ね。

調べておりませんが、一つ言○金丸総務課長

えますことは、政令指定都市の場合は、政令指

定都市そのものに人事権があります。それとも

う一つは、政令指定都市そのものの面積のエリ

アというのはそう広くないというふうに思いま

すので、教育事務所的役割というのはないので

はないかなというふうに想像しております。

私もそう思ったんですよ。最○中野一則委員

近の政令都市は浜松市とか新潟とかかなり広域

になっているけれども、我々が習った６大都市

とか７大都市の時代の政令都市は、非常に面積

が狭かったんですよね。ここらあたりは北九州

市なんか本当にうんと小さいし、我々のころは

北九州市はなかったけど、福岡市も合併して今

広くなっているけれども、昔は狭い区域だった

し、だから、そういう政令都市もさらにこの市

町村合併でかなりの面積になっているんですよ

ね。だから、そのところがどういう形で教育事

務所という制度をつくっているのか、持ってい

るのか、それがどんなふうに移行しようとして

いるのかというのは非常に興味があるところな

んですよね。ぜひこれは調べてしかるべきとこ

ろだと、こう思うのですが。

政令指定都市と県の教育事務○金丸総務課長

所とちょっと違うのではないかと思いますの

が、教育事務所の役割というのは、市町村教育

委員会に対する指導助言・支援なんです。これ

は地方教育行政の組織及び運営に関する法律と

いう法律の中で明記されています。すなわち、

県から市町村に対する指導助言というような役

割でございます。そのための機能としまして、

広いエリアのところに、各地域に教育事務所を

配置して、そこでもって具体的な助言指導をし

ていこうというのが教育事務所の役割でござい

ます。そういう点において、政令指定都市とは

少し意味合いが異なっているのではないかとい

うふうに思います。

大阪府には大阪市と堺市、２○中野一則委員
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つの政令都市ができましたが、その狭いところ

のエリアが教育事務所をどんなふうに置いてい

るのかなと思うことと、それよりも広い区域の

大阪府、人口はどうかわかりませんよ。広いと

ころの大阪府、人事権は堺市と大阪市を除いた

ほかで大阪府は教育委員会に人事権があると思

うのですよね。そっちのほうは面積的には和歌

山の近く、京都府の近く、奈良の近くまでずっ

とあるわけですから、そこが教育事務所を持っ

てない。ゼロですからね。だから、政令都市の

部分の大阪市と堺市はどうしているのかな、

やっぱり持たないのかなという気がしたんです

よね。広いところが持っていないわけだから、

かえって持たないのかなという、その辺の比較

検討もできないもんだから、その他の府県も、

京都府も逆に京都府はこんなふうに書いてあり

ますけどね。

大阪市とか堺市、政令指定都○金丸総務課長

市に関しましては、大阪府からの助言指導・支

援というのはもともと予定されませんので、そ

ういう意味において、大阪市などの政令指定都

市の中に、府の教育事務所があるということは

ないというふうに考えます。

もう１点、岡山県の件です○中野一則委員

が、16年に編成して、そしてまたことし編成し

まして、何カ所と何カ所あったんですかね。４

から３、３から２になったということですね。

ちょっと確認させていただきたい○丸山委員

のが、先ほどの説明で教育主事のほうは、市町

村の教育委員会から要請を受けて学校に入ると

いうことだったと思っているんですが、どれぐ

らい１学校当たり、１教育委員会当たり、高原

であれば、小学校が４つと中学校が２つで計６

あるんですけれども、どれぐらいの頻度で面会

に入られているのか。入った後にフィードバッ

クとしてどういう、ここはもう少ししたほうが

いいよというのを、協議をどういう形でやって

いらっしゃるのか、まずそれをお伺いしたいと

思います。

基本的には２年に１回各学校○金丸総務課長

を回るというのが平均的なパターンのようでご

ざいます。

それと具体的には、授業を見まして、その結

果をペーパーにまとめるという作業をして、そ

れが具体的な中身です。こういう点については

こういう指導ということで、その授業参観した

先生との間でやりとりをしながら、授業力の向

上に努めていっているという内容でございま

す。

２年に１回なんですということ○丸山委員

で、余り頻度が少ないような気がするんです

が、そういう限界があるのかと思いつつ、あと

は小学校なら小学校で１年生から６年生、プラ

ス、クラスが１年生が何クラス、２クラス、３

クラスあれば、掛ける６学年ですので、物すご

いクラスがあるんですが、その中のどこを見る

のかとか、中学校も１年生から３年生まであっ

て、国語から体育その他まで入れるとかなりの

学科があるものですから、どういう形で現場に

入られているというのをもう少し具体的に教え

ていただきたいと思っているんですが。

いろんなパターンがあるんで○金丸総務課長

すね。市町村教育委員会で基本的には企画しま

すので、だから、いろんなパターンというかバ

リエーションがありまして、もちろん今議員が

おっしゃったように、たくさんのクラスの多く

の先生ですので、それを全部に行き渡らせるよ

うなものというのは実際上無理がございます。

だから、何となく２年に１回、ど○丸山委員

こかのクラスが当たって、その先生だけだあっ
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と見られて、結局その先生だけが指導されてい

るというわけじゃなくて、学校全体を見ている

んですよというのでいいのか。それをちょっと

教育委員会の要請で、これをこの学年を見てく

ださい、例えば、２年１組を見てくださいとい

うので見ると。それも国語の時間とか数学の時

間とか、全然ばらばらだと思うのですけど、そ

れで本当に指導主事が機能しているのかなとい

うことを非常に疑問に感じる面があるもんです

から、その辺をちょっと、それで本当に指導主

事がいるからいいんだという理解をちょっとし

づらいもんですから、説明を再度いただきたい

と思います。

主な業務ということで、授業○金丸総務課長

力の向上という面での説明を、私がそこを強調

し過ぎた面もあるんですけれども、その役割の

中には、もちろん授業力の向上というのが中心

であることは間違いないんですが、いろんなこ

とがあります。例えば、学校には教育課程とい

うのがありますので、その教育課程が適正なも

のになっているかどうかとか、あるいは昨今の

生徒指導、いろんな児童生徒に対するいろんな

問題についての指導とか、そういったことは、

これは法律上にも明記されておりまして、いろ

んなものがあります。

まだなかなか、今から理解をしよ○丸山委員

うと頑張ります。

最後にもう１点だけお伺いします。長崎県か

どこかでゼロにした関係で、市町村の教育委員

会の力の差で人事の差が出てくるとかいうよう

なことを言われたと聞いたんですが、本当にそ

うなのかなと。ただ基本的には人事権というの

をどこが決定権というか、教育委員会がそんな

に持っているというふうに、そんなに強いと。

いい先生を引っ張りたいというのができるシス

テムということで考えてよろしいのでしょう

か。

市町村教育委員会の教職員の○金丸総務課長

人事権は県教育委員会にございます。最終的に

は県教育委員会が人事異動をするわけです。そ

のための手続、手順としまして、それぞれの現

場に教育事務所があります。そして、市町村に

は市町村教育委員会があります。したがいまし

て、これは当然のことながらと申しますか、市

町村教育委員会はぜひとも自分の市町村教育委

員会の中に、自分ところの市町村の小中学校に

優秀な先生を置きたいという強い希望があるの

は当然のことでございます。そこらあたりを管

内の教育事務所がいろんなヒアリング、協議調

整をしまして、一定の案をつくって、そしてそ

れを本庁である教育委員会のほうに上げるとい

うような手続、これが今宮崎県でやられている

手続でございます。そういう中において、現場

の教育事務所というフィルターがないと、どう

しても市町村ごとの市町村の中でのいい人材の

確保競争が始まって調整役がいないというよう

な意味において、長崎県あたりは弊害が出てき

ているというような情報を得ているところでご

ざいます。

長崎の場合、その調整なり情報が○丸山委員

上がりにくくなっているということでいいの

か。それはあくまで現場の情報は上がるシステ

ムだとは思うのですが、できないんですか、本

当にそういうのは。

人事異動というのは、やはり○金丸総務課長

人材を、どういう人材なのかということを具体

的に知るというところから始まります。そうい

う中で、教育事務所が現場にないと、それぞれ

の職員がどういう職員であるかということの実

際を把握するということがかなり困難になると
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いうことは事実だろうと思います。

私、教育委員会よりも一番近くに○丸山委員

いる校長が、この先生というのを一番把握、マ

ネジメントできるように、今校長にも新たな方

で民間の校長もできるとかいう制度も入れつ

つ、考えがあるということなど、校長がしっか

りしたような人を教育委員会のほうで選任され

て、校長という形、今度は副校長までつくろう

という制度をことしぐらいから始めているとい

うことになると、一番情報とか持っているのは

校長だというふうに認識していたものですか

ら、その辺が今の聞いた中で、教育事務所の中

で調整を図っていって、今うまくいっているん

ですよというのは、ちょっとまだ理解していな

いんですよ。今後またいろいろ協議させていた

だきたいと思います。

いわゆる先生方の異動の件で○中野一則委員

すが、今先生方の移動は、１管内に大体最低５

年、すなわち７年ぐらいを一つの管内に置く

と。そうすれば、地元とか先生方はみんな宮崎

に帰りたがっているんです。先生方が一番異動

とか要望は多いんですよ。なぜか知らんけど。

それで管内に５年以上おらんと異動はさせんと

いうことで、今まで７つ管内があったんですよ

ね。これからは３つの管内に変えるということ

ですかね。西諸地域では、西諸から出るのには

７年かかるんですよね。ないし５年。今度はこ

れが南部教育圏ということで、もう西諸におっ

た人が北諸あるいは南那珂のほうに行くことが

その制約の範囲内になるんですか。

人事異動につきましては、従○金丸総務課長

来の７つの教育事務所を単位としてやってきた

というやり方については、当面は変えないつも

りでございます。３つになったとしても、従来

の７つの教育事務所単位でやってきたという考

え方、それをもとにした人事異動にしていきた

いというふうに考えております。

それをずっと守られるもんで○中野一則委員

すかねというのが一つ。

もう一つ、関連ですが、この前私が質問しま

したが、全国統一試験の公表のあり方ですね。

私は、学校ごとないしできたら先生ごとと言い

ましたが、今回は教育事務所ごとに公表しまし

た。今度公表のあり方はどんなふうになります

か。

検討してまいりたいと思いま○金丸総務課長

す。現時点ではまだ決めておりません。

管内ごととなれば、３つの管○中野一則委員

内にということになってしまいますから、でき

たらこれを機会に市町村ごとないし学校ごとに

お願いをしておきます。

きょうの説明があったときに、私○中村委員

は前１回委員会で質問したことがあったんだけ

ど、全廃すべきだと言ったんだけど、３つに

なっただけで、大分進歩しましたねと言う話を

しました。だけど、さっき課長の説明で、戦後

できたんだという話でした。その時代は、いわ

ゆる通信手段というか電話しかなくて、車もろ

くに走ってない時代で教育事務所を置かざるを

得なかった時代であったと思うのですね。今も

いろんなインターネットがあり、メールでも交

換できる。そういう時代になってきた。にかか

わらず、やっぱり教育事務所が置いてある。

今お話を聞くと、いろんな利点等々をおっ

しゃいましたけれども、現場である教育委員と

か教育長あたりが話すと、県の教育事務所は要

らないんですよと。実際は任せていただいて結

構なんですよねという意見もあるんですね。

今、地方分権が叫ばれている折、宮崎県全体の

中で教育行政をやろうとして、地方にいろいろ
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いらっしゃるわけだけど、地方の教育委員会

が、例えば私は都城ですが、都城なら都城の旧

薩藩としてのいろんな行事がありますよね。延

岡なら延岡の地域のやり方もあるんでしょうけ

れども、そういった地域の特性というのもある

わけですから、画一的に同じものをずっと伝達

するのでなくて、教育を任せていくという、そ

れも必要じゃないかなと前々から思っていたん

ですが、３つにしたということで進歩でしたね

という話をしましたけれども、やっぱり今から

は各市町村の教育委員会にお任せになったほう

が、より効率的になるんじゃないかなと思うの

ですね。今回３つにされたわけだけれども、今

回の分については、そういうことで進めざるを

得ないんでしょうけれども、まだ今からも宮崎

県は教育事務所は置かないというような方向で

やっていかれたほうが、独自性で任せてくれた

ほうがいいんじゃないかと思うのですね。

そして、いろいろ意見を聞かせていただきま

したけれども、我々もそこまで頭の中で教育事

務所もなくていいんじゃないのという話をして

いましたが、ただ、本当にしっかり教育事務所

側と市町村の教育委員会側に、どうなんですか

と意見を聞いたことがないんですね。本当は先

生方に聞く前に我々が前もって必要なんです

か、必要じゃないんですか、邪魔になりません

か、中二階的な意味合いのものではないんです

かという話も聞くべきだったと思うのです。だ

から、委員長にお願いですが、やっぱりこの意

見がずっと出た以上、教育事務所を置くべき

か、あるいは各市町村の教育委員会と教育事務

所に行って、我々やっぱり調査すべきですね。

それで本来どうあるべきかというのを我々が独

自で出して提案するような形に持っていかない

と、議論はずっと一緒になると思うのですね。

それを提案して、より一層、３つにされたんで

すから、ましてやこの宮崎の中部事務所という

のは県に本部があるわけですから、本部という

のか教育委員会があるわけですから、そこでも

いいのかなという気もしますしね。それもま

た、我々も勉強せないかんが、もうちょっと地

方に任せる、地方分権が叫ばれている折ですか

ら、それも何とかしていただきたいなというふ

うに思います。これは回答は要りませんが、そ

のように考えました。

調査につきましては、また後で○横田委員長

お諮りさせていただきます。

ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これで教育事務所再○横田委員長

編についての説明と質疑応答を終わらせていた

だきます。急遽来ていただきまして本当に申し

わけありませんでした。ありがとうございまし

た。

暫時休憩いたします。

午後２時16分休憩

午後２時35分再開

それでは、委員会を再開いたし○横田委員長

ます。

お諮りいたします。委員長報告につきまして

は、正副委員長に御一任いただくということで

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それではそのようにいたしま○横田委員長

す。

そのほか何もないですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは以上で委員会を終了い○横田委員長

たします。
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午後２時36分閉会




